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グ レ ゴ リ ゥ ス 改 革 と バ イ エ ル ン

          前 編

   一一 歴史的地域研究試論 一一 一

森 田 茂

は じ め に

 本 稿 は， 中世 最 大 の宗 教 的 ・政 治 的 ・社 会 的変 動 と され る グ レゴ リゥ ス改

革 及 び叙 任 権 闘 争 にバ イエ ル ンが ど う関 わ った か， を 中心 的 に扱 う。 そ の前

史 と して ，1.カ ー ロ リン グ朝 とバ イエ ル ン， 及 び，2.オ ッ トー朝 とバ イエ

ル ン， で， 東 フ ラ ンク王 国 及 び バ イエ ル ンの歴 史 を概 括 す るが
，955年 ま で

の 事 象 につ い て は筆 者 に よ る本 紀 要 第27号 「バ イ エ ル ン公 国 の 成 立 」
， 第

28号 「タ シ ロ三 世 と カ ー ル 大 帝 」， 第31号 「マ ジ ャー ル 人 と 中 世 前 期 の

バ イエ ル ン」 並 び に第32号 「再 論 ：タ シ ロ三 世 」 を参 照 され た い
。 これ に

続 い て，3.バ イエ ル ンと キ リス ト教 ， で ， バ イエ ル ンに お け るキ リス ト教

の伝 播 及 び教 会 組 織 等 を巡 る諸 問 題 を， 便 宜 的 にAか らJま で の10項 目に

分 けて ， 観 察 した 上 で ，4.ザ ー リ ァ朝 と グ レ ゴ リゥス 改革 ， に移 り， ロー

マ教 皇 グ レゴ リゥ ス7世 に因 ん で そ の 名 が 付 け られ た グ レゴ リ ゥス改 革
， 叙

任 を巡 る諸 問題 及 び そ れ らへ の バ イエ ル ンの 関 わ り につ いて 述 べ る。 最 後

に，5.皇 帝 バ ルバ ロ ッサ とバ イエ ル ン太 公 オ ッ トー1世 ， で， バ イ エ ル ン

が1918年 まで 続 くヴ ィテ ル スバ ハ 家 を1180年 に太 公 家 と して迎 え るに 至 る

状 況 を 概 観 す る。

 以 上 に基 づ き140ペ ー ジ程 の 原 稿 を 完 成 させ たが ， 日吉 紀 要 刊 行 委 員 会 編

集 委 員 か ら， 量 的 に 限度 を超 え るの で 分 載 の 方 針 を 了 解 して 欲 しい， と の要

請 が あ った。 そ れ に応 え て本 号 で は前 半 部3.ま で を掲 載 す る。
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1.カ ー ロ リ ン グ 朝 と バ イ エ ル ン

 現 バ イエ ル ン州 の 占 め る面 積 は ドイ ッ連 邦 共 和 国 中 で最 大 ， 紀 元 後600年

前 後 か ら1918年 ま で 綿 々 と一 連 の 支 配 者 が この 地 に君 臨 した。 時代 に よ っ

て 彼 ら の 支 配 地 域 の 拡 大 縮 小 は あ っ た に せ よ， レ ヒ河Lech， ドナ ウ河

Donau， ボ ヘ ミア 山地B6hmerwald， イ ン河 一ザ ル ッ ァハ 河Inn-Salzach及

び ア ル プ ス の裾 野 に 囲 ま れ た 五 角形 地 帯 ， とい う大 枠 はバ イエ ル ンで あ り続

け た。 あ る地 域 の歴 史 を辿 る場 合 ， 時 代 を 遡 れ ば 遡 る ほ ど， 支配 者 に 関 す る

情 報 が民 衆 に 関 して の そ れ よ り多 く残 され る。 従 って ， バ イエ ル ンの 歴 史 を

振 り返 る場 合 も， 文 献 及 び建 築 物 ， 副 葬 品 等 ， 広 義 の 文 化 財 に 依拠 す るな ら，

必 然 的 に支 配 者 の系 譜 或 い は交替 に 的 を 絞 らざ るを 得 な い 。 そ の よ うな 制 約

を前 提 に して， フ リー ド リヒ1世 バ ル バ ロサ(赤 髭王)に 至 る まで の バ イエ

ル ンの歴 史 を纏 め る。

 バ イエ ル ン人 の 先 祖 はバ ユ ヴ ァー レ ンBajuwarenと 呼 ば れ る。 ど こ か ら

彼 らが この地 に来 た か， どの よ うな 集 団 か らどの よ う に して この 地 で 一 っ の

部 族 体 が 形 成 され た か は 明 らか で はな い に せ よ， 彼 ら は6世 紀 初 頭 に ヨー

ロ ッパ の 歴 史 に登 場 す る。 彼 らは嘗 て の ロー マ属 州 ノ ー リ ク ムNoricumと

ラ ェ テ ィアRaetiaを 住 地 と した。 ドナ ウ河 ， イ ー ザ ル河Isar， イ ン河 ， ト

ラ ゥ ン河Traun流 域 の肥 沃 な 地 域 に は， 濶 葉 樹 林 や 原 生 林 ， 湿 地 や 険 しい

山 地 が 広 が る。 この 地 域 に は ロ ー マ の手 に成 っ た道 路 網 や 軍 事 施 設 もあ り，

エ ンスEnns河 口 の ロ ル ヒLorch， ザ ル ッ ブ ル クSalzburg， パ ッサ ゥPassau

や 一 際 輝 く レ ー ゲ ンス ブル クRegensburgな どの都 会 も あ った。 バ ユ ヴ ァー

レ ンは， ケ ル ト人 ， 及 び ケ ル ト人 と混血 して い た ラテ ン系 人Romanenを 先

住 民 に持 ち， 彼 らは， これ ら先 住 民 を奴 隷 ・半 自 由民 と して 利 用 し， 見 下 し

て いた ， と い う側 面 が 嘗 て は強 調 され たが ， 最 近 の研 究 で ， ラ テ ン系 人 か ら

バ ユ ヴ ァー レ ンは葡 萄 栽 培 或 い は牧 畜 に関 す る知 識 を仕 入 れ ， 石 造 建 築 の技

術 を 習 得 ， 更 に は ラ テ ン系 人 地 主 の許 で 小 作 人 と して も働 ぎ)， これ ら ラテ

1) Friedrich Prinz， Bayern zwischen Antike und Mittelalter， in：Bayern一
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ン系 人 は初 期 の バ イエ ル ン太 公 国Herzogtum Bayernの 文書 作 成 担 当 者 で も

あ った こ と等 が 明 らか に され て い る2)。 バ ユ ヴ ァー レ ンの 部 族 法 「バ イ エル

ン部 族 法 典Lex Baiuvariorum」 は8世 紀 に成 立 した と推 定 され て い る3)。 ア

ギ ロル フ ィ ング家Agilolfingerに 太 公 位 の 相 続 を 保 障 した この 法 典 ， 豊 か な

自然 ， ロ ー マ の残 滓 ， 先 住 民 と の宥 和 を バ ック に， バ イエ ル ン人 は そ の地 歩

を固 め て行 く。

 バ イ エ ル ン人 は既 に， ど の程 度 ま で か は不 明 な も の の， キ リス ト教 カ ト

リ ック信 徒 に な っ て い た よ うで あ る。 か と言 って 彼 らは西 方 の フ ラ ンク王 国

Frankenreichに 牛 耳 られ る こ とは望 まず ， 東 方 へ の 発 展 を 目指 す 。 初 期 の ア

ギ ロル フ ィ ング家 の 支 配 者 にっ い て は漠 た る こ と しか 分 らな いが ， ラ ンゴバ

ル ド国 王 とバ イ エル ン太 公 の 間 に接 点 が あ った こ と は確 実 で， 文献 上 把 握 で

き る最 初 の バ イエ ル ン太 公 ガ リバ ル ド1世Garibald I.(在 位555以 前一591?)は ，

ラ ン ゴ バ ル ド国 王 ヴ ァホWa(c)h・(在 位510?一 †540?)の 王 女 ヴ ァル デ ラー ダ

Walderadaを 妃 に 迎 え て い た。 彼 女 は フ ラ ン ク国 王 テ ゥデ バ ル ドTheude-

bald(在 位548-555)の 未 亡 人 。 ガ リバ ル ドは ヴ ァル デ ラー ダ との間 の下 の息

女 テ ゥデ リ ンデTheudelinde或 はTheodelinde， つ ま りヴ ァホ の孫 娘 を 当初 フ

ラ ンク国 王 ヒル デ ベル ト2世Childebert II.(在 位575-596)と 婚 約 させ るが，

彼 女 は589年 ラ ン ゴバ ル ド国 王 ア ゥ タ リ4)Authari(在 位584-590)に 嫁 ぎ，

 Spiegel， Nov./Dez.1987/Nr.6， M�chen. S.9ff.

2) Joachim Jahn， Ducatus Baiuvariorum . Das bairische Herzogtum der

 Agilolfinger， in：Monographien zur Geschichte des Mittelalters， hg. von

 Karl Bosl， Bd.35， Anton Hiersemann， Stuttgart，1991.5.559.

3) この 「法 典 」 の成 立 時期 につ い て は様 々 な論 議 が あ り，630年 頃，728年 ，744

 -748年 頃， とす る主 張 が 目立 っ 。

4) フ ラ ンク王 国 と の関 係 は微 妙 だ っ た。568年 ，そ れ ま でパ ンノ ー ニ アPannonia

 と ノ ー リク ム に居 住 して い た ラ ン ゴバ ル ド人Langobardenが そ の 居 住 域 を 放 棄

 して イ タ リア に侵 入 ， 瞬 く間 に北 イ タ リアー 帯 を 占拠 した。 ラ ンゴ バ ル ド人 の こ

 の イ タ リア 侵 攻 は ア ヴ ァ ー ル人Awarenや ス ロ ヴ ェ ニ ア 人Slowenenの パ ン

 ノ ーニ アや ノ ー リク ムへ の 進 出 を 結 果 す る と同 時 に， 東 ロ ー マ の敵 意 を 買 い， 更

 に イ タ リア進 出 を 断 念 して い な い フ ラ ン ク王 国 の 敵 愾 心 を 煽 る結 果 を生 ん だ 。

 575年 フ ラ ン ク人Frankenは イ タ リア に軍 を 進 め る。 こ れ は ラ ン ゴ バ ル ドの ト
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ア ゥ タ リの 死 後 ， ラ ン ゴ バ ル ド王 位 を 継 い だ ア ギ ル ル フAgilulf(在 位5go-

615/616?)と 結 ば れ る 。 テ ゥ デ リ ン デ は ア リ ゥ ス 派 キ リ ス ト教Arianismusを

も受 け 入 れ て い た ラ ン ゴ バ ル ド人 を カ ト リ ッ ク 信 仰 に 改 宗 さ せ る こ と に 努 力

し， ロ ー マ 教 皇 グ レ ゴ リ ゥ ス1世Gregorius l.(在 位590-604)か ら絶 賛 さ れ

る 。 バ イ エ ル ン太 公 国 は ロ ー マ 教 皇 座 と も 良 好 な 関 係 を 保 持 す る 。

 ガ リバ ル ドの 子 息 タ シ ロ1世Tassilo I.(在 位591?一610)は バ イ エ ル ン東 部

に 侵 入 して 来 る諸 民 族 か ら バ イ エ ル ン を 防 衛 す る 。 そ の 子 息 ガ リバ ル ド2世

Garibald II.(在 位610-640'?)も 防 衛 に 専 心 す る 。660年 頃 バ イ エ ル ン人 は 現 在

の 下 オ ー ス ト リ アNieder6sterreich地 域 に 領 土 の 拡 大 を 図 る が ， ア ヴ ァ ー ル

人 に 逆 襲 さ れ る 。 一 方 ， エ ン ス 河 及 び ト ラ ゥ ン河 に は カ ラ ン タ ニ アKaranta-

nienの ス ロ ヴ ェ ニ ア 人 が 入 り 込 ん で 来 る。 ア ギ ロ ル フ ィ ン グ 家 の テ ー オ ド

Theodo(在 位680?一717?)は ，715/716年 に ロ ー マ を 訪 れ バ イ エ ル ン の 教 会 組

織 建 設 に つ い て 教 皇 グ レ ゴ リ ゥ ス2世Gregorius II.(在 位715-731)と 話 合 う 。

伝 記 記 述 者 の フ ラ イ ジ ン グFreising司 教 ア ル ベ ォArbeo(在 職764/765一 †783)

の 記 し た 「コ ル ビ ニ ア ー ヌ ス 伝Vita Corbiniani」 に よ れ ば ， テ ー オ ドは ，

ロ ー マ に 旅 立 っ 前 に 四 人 の 子 息 テ ー オ デ ベ ル トTheodebert ， テ ー オ ド ァ ル

ドTheodoald， グ リモ ァル ドGrimoald， タ シ ロ2世Tassilo II.に 領 土 の 分 割

を 決 め た5)が ， テ ー オ デ ベ ル ト， テ ー オ ド ア ル ド， タ シ ロ2世 が 早 世 し た た

め ， 最 終 的 に は720年 頃 グ リモ ァ ル ド と， テ ー オ デ ベ ル トの 子 息 フ ク ベ ル ト

Hucbert或 はHugibert(在 位725/28?一736?)の 二 人 が 太 公 領 を 分 割 して バ ィ エ

  リエ ン ト公 工 一 ヴ ィ ンEwin von Trientに よ って 打 ち破 られ る。 この エー ヴ ィ

  ン公 が ガ リバ ル ド1世 の息 女(名 は不 明)と 結 婚 す る に及 び， バ イエ ル ン人 と ラ

  ンゴ バ ル ド人 の結 合 が 深 ま り， 反 フ ラ ンク王 国 連 合 の色 彩 を濃 くす る。584年 フ

  ラ ンク王 国 は再 度 ラ ンゴバ ル ドを攻 撃 す る。 この攻 撃 は ビザ ンテ ィ ン帝 国 の傭 兵

  と してで あ っ た。 この よ う な東 西 か らの挟 撃 に あ って，574年 か ら584年 ま で王

  位 に空 白が あ っ た ラ ンゴバ ル ド人 は ア ゥタ リを王 に戴 い た。

 5) コル ビニ ア ー ヌ スCorbinianus(*700以 前 一†728/730)に っ い て の 伝 記 ：F.

  Brunh�zl(�ersetzt)， Bischof Arbeo von Freising. Das Leben des heiligen

  Korbinian (lat.一dt.)， in：hg. v. H. Glaser， F. Brunh�zl， S. Benker， Vita

  Corbiniani， Verlag Schnel1&Steiner， MUnchen・Z�ich，1983. S.109，
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ル ン を統 治 す る こ と に な る。 しか し こ の両 者 間 に は対 立 が 絶 え ず ， そ れ が

メー ロ ヴ ィ ン グ朝 フ ラ ン ク王 国宮 宰 カ ー ル ・マ ル テ ルKarl Martell(在 職720

以 前一741)に バ イ エ ル ン干 渉 の き っ か け を 与 え る。 カ ー ル ・マ ル テ ル は725

年 と728年 に軍 を 率 いて バ イエ ル ンに乗 り込 み ， ス ワ ー一ナ ヒル トSwanahilt

(グ リモ ァル ドの妻 ピ リ トルー ドPilitrudの 姪 とも言 われ る)を フ ラ ンク王 国 に 連

れ帰 って妻 と し， バ イエ ル ン併 合 へ の 足 場 を 築 く。 フ ラ イ ジ ングを 統 治 して

い た グ リモ ァ ル ド(在 位*?一†725/728?)は こ の 間 に暗 殺 さ れ る。 カ ー ル ・マ

ル テル の 支 援 を 受 け た フ ク ベ ル トが 全 バ イエ ル ンを統 治 す るが ， 彼 は男 系 子

孫 を 残 さ な か っ た た め， ア レマ ニ アAlemannien系 アギ ロ ル フ ィ ン グ家 出 身

の 太 公 オ ー デ ィ ロOdilo或 はOatilo(在 位736?一748)が そ の 後 継 者 とな る。 ス

ワ ー ナ ヒル トを通 して カ ー ル ・マ ル テ ル と も良 好 な関 係 を結 ん だ オ ー デ ィロ

は，739年 ， 太 公 テ ー オ ドの 遺 志 を 継 い で バ イ エ ル ン に， ザ ル ツ ブ ル ク，

レー ゲ ンス ブ ル ク， フ ラ イジ ング， パ ッサ ゥの4司 教 区 か ら成 る教 会 組 織 を

完 成 させ る。740年 頃 ； ア ヴ ァー ル 人 に圧 迫 さ れ た カ ラ ン タ ニ ア 人 は オ ー

デ ィロ に救 援 を求 あ る。 す る と オ ー デ ィロ は援 軍 を送 って ア ヴ ァー ル人 を打

ち破 り， カ ラ ン タニ ア を 自 らの支 配 下 に置 き， キ リス ト教 の伝 播 に努 め る。

カ ラ ン タニ ア部 族 侯 ボ ー ル トBoruth(†750)の 後 を継 い だ子 息 カ カ ー テ ィ ゥ

スCacatius(在 位750-753)と 甥 ヒェ ィ トマル6)Cheitmar(在 位753-769?)は 既

6)Herwig Wolfram(hg.)， Conversio Bagoariorum et Carantanorum-Das

 Weiﾟbuch der Salzburger Kirche�er die erfolgreiche Mission in

 Karantanien und Pannonien(lat.一dt.)， Hermann B�laus Nachf. Wien-K�n-

 Graz，1979.(こ の書 は聖 ル ペ ル トゥス[本 稿93ペ ー ジ参 照]の バ イ エル ン到 着

 [695/696年]頃 か ら ア ー ダ ル ウ ィ ンAdalwinの ザ ル ッ ブ ル ク 司 教 時 代[865

 年]ま で を記 録)S.43及 びLexikon des Mittelalters， Studienausg.， Verlag J.

 B.Metzler， Stuttgart-Weimar，1999(以 下LMAと 省 略)， Bd. V， Sp.1003に よ

 れ ば， オ ー デ ィ ロに救 援 を 求 め た カ ラ ン タニ ア 太 公 ボー ル トはオ ー デ ィ ロの 支配

 に服 し， 子 息 カ カ テ ィ ゥ ス及 び 甥 ヒェ ィ トマ ル を 含 む人 質 を オ ー デ ィロ に 差 出

 す。 この 二 人 の 人 質 は キ ー ム ゼ ー 僧 院Chiemseeklosterで 教 育 を 受 け る。743

 年 オ ー デ ィ ロが フ ラ ン ク人 に 敗 北 した 後 ， カ ラ ン タニ ア は フ ラ ン ク王 国 の 高 権 下

 に入 る。
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に キ リス ト教 徒 で あ った。 ヒ ェ ィ トマ ル の死 後 ， キ リス ト教 の芽 生 え が 脅 か

さ れ る。 ス ラ ヴ勢 力 が 再 びバ イエ ル ンに迫 った772年 ， オ ー デ ィロの 子 息 タ

シ ロ3世Tassilo III.(*741一在位748-788一 †794以 後)が 大 きな 戦 果 を 挙 げ る
。 即

ち， 彼 は カ ラ ンタ ニ ア内 の ス ロ ヴ ェニ ア人 異 教 徒 の 暴 動 を 制 圧 す る。 これ を

「ザ ル ッ ブ ル ク大 年 代 記Annales Iuvavenses maximi」 は， 同 年 の カ ー ル 大 帝

に よ るザ ク セ ン人Sachsenの イ ル ミー ンズ ル7)破 壊 に 匹敵 す る快 挙 ， と称 え，

タ シ ロ はキ リス ト教 世 界 にお け る最 高 の支 配 者 の 一 人8)， コ ン ス タ ンテ ィ ン

大 帝Constantinus der Groﾟeの 再 来 ， と賞 揚 さ れ る。 こ の時 ， カ ラ ン タニ ア，

即 ち現 在 の ケ ル ンテ ンK舐ntenの キ リス ト教 化 と西 方 勢 力 へ の従 属 化 が 決 定

づ け られ る。 しか し784年 ， カ ール 大帝 と タ シ ロ3世 の 関 係 が 決定 的 に悪 化

す る。 ア ル プ ス南 麓 の ボ ー ツ ェ ンBozenで フ ラ ン ク軍 が バ イ エ ル ン軍 に襲

い か か っ た の で あ る。787年 ， タ シ ロ3世 は， そ の 上 部 先 端 に人 間 の 姿 を

象 った ア ギ ロル フ ィ ン グ家 伝 来 の笏 ， バ イエ ル ン太 公 の支 配 権 の象 徴 た る こ

の笏 を レ ヒ河 畔 の古 い墓 丘 に立 って カ ー ル大 帝 に手 渡 し， 家 臣 誓 約 を行 な う

が ， 翌788年 ， カ ール に よ りタ シ ロ はバ イエル ン太 公 の 座 を 追 わ れ
， 剃 髪 さ

れ， 僧 院 に 幽 閉 され る。794年 ， フ ラ ン ク フル トFrankfurtの 王 国 会 議 で
，

タ シ ロ3世 はバ イエ ル ン太 公 国 に対 して持 つ す べ て の 自 らの権 能 及 び 資産 の

放 棄 を宣 言 させ られ る。 以 後 タ シ ロに つ い て の情 報 は ま った く途 絶 え る。 未

だ に死 亡 年 す ら分 らな い。

 太 公 オ ー デ ィロ及 び タシ ロ3世 の時 代 に お い て は， カ ー ル大 帝 の ザ ク セ ン

人 圧 伏 同 様 ， キ リス ト教 化 と フ ラ ンク王 国 へ の服 属 化 は車 の両 輪 で ， これ は

宗 教 的 ・政 治 的 ・経 済 的 相 互 波 及 効 果 を 生 み 出 した。 太 公 オ ー デ ィロが739

 7) Heinrich L�e， Deutschland im fr舅kischen Reich， in：Gebhardt，

  Handbuch der Deutschen Geschichte，9.， neu bearbeit. Aufl.， hg. von H.

  Grundmann， Bd.1， erster unver舅derter Nachdruck， Union Verlag

  Stuttgart，1973. S.171に よれば， ザ クセ ン人の崇拝す るIrminsulは 彼 らの部族

  支配の柱で あり象徴で あり，部族の政治的，宗教=祭 祀的秩序 と密接 に結 び付 け

  られて いた。

 8)Herwig Wolfram(hg.)， Conversio，5.283， Anm.492.
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年 に僧 院 カ ム ミュ ンス タChamm�ster，741年 に僧 院 ニ ー ダ ア ル タ イ ヒNie-

deraltaichを 建 立 した の も， 北 部 山地9)N・rdwaldの 開 拓 と植 民 を考 え て の こ

と。 太 公 タ シ ロ3世 が769年 プ ス タ河 谷Pustertalに 僧 院 イ ニ ヒ ェ ンInni-

chen(現 イタ リァ領内)，777年 に僧 院 ク レム ス ミュ ン ス タKremsm�ster(現

オ ース トリァ領 内)を 開 い たの もこれ と同 根 と言 え る。

 バ イエル ンの 無 血 統 合 を 果 た した カ ー ル大 帝 は，3人 目 の妻 と して ア レマ

ニ ア の豪 族 の 出 で あ る ヒル デ ガ ル ドHildegard(*?一 †783)を 妃 に迎 え て い た

が ， 大 帝 は彼 女 の兄 弟 ゲ ー ロル ド伯Graf Gerold(在 職788-799)を バ イエ ル

ン代 官praefectus Bavariaeに 任 ず る。 これ に よ りバ イエ ル ン太 公 国 は決 定 的

に フ ラ ンク王 国 の 属 州 に転 化 す る。 ア ヴ ァー ル人 は， タ シ ロ3世 の僧 院 入 り

後 ， 恐 ら く タ シ ロ3世 に対 す る カ ー ル大 帝 の 遣 り 口 に反 発 して で あ ろ う，

バ イエ ル ン地 域 を 襲 撃 す る。 しか し強 力 な フ ラ ン ク軍 に押 し返 され る。798

年 ， ザ ル ッ ブル ク にバ イエル ン大 司 教 区 が 設 置 され ， そ の初 代 大 司 教 にバ イ

エル ン人 豪族 の 一 人 で カ ール 大 帝 に 「誠 実 な 」 ア ル ンArn[o](*740過 ぎ一司教

785一大司教798-821)が 任 命 され る。 国 内体 制 を整 え つ っ ， そ の後 ， カ ー ル大

帝 は ア ヴ ァー ル 人 を 間 断 無 く攻 め ，803年 ， 彼 らに決 定 的 な打 撃 を与 え る も

の の ， そ の 戦 闘 で ゲ ー ロル ド伯 は戦 死 す る。 そ の後 任 に カ ー ロ リン グ家 と縁

戚 関 係 が 推 定 され る ア ゥ ドゥル フ伯Graf Audulf(在 職799-818?)が な る。

814年 ， カ ー ル大 帝 は死 去 す る。 カ ー ル に叛 旗 を翻 した長 男 屈 背 の ピ ピー ン

Pippin der Bucklige(*770以 前一†811，カールの最初 の妻 ヒ ミル トルー ドHimiltrud

との間 の長子)は 既 に 僧 院 で 死 去 ， ヒル デ ガ ル ドと の 間 にで き た 最 初 の子 ，

次 男 カ ー ル ・ジ ュニ ァKarl der J�gere(*772/73一 †811)， 三 男 ピ ピー ンPippin

(旧名Karlmann，*777一 †810)も 既 に亡 く， 残 った男 子 は 四男 ル ー トヴ ィ ヒの み。

彼 ， 即 ち ル ー トヴ ィ ヒ1世 敬 虔 帝Ludwig I. der Fromme(在 位813/14-840)

が カ ー ル大 帝 の後 を 継 ぐ。 敬 虔 帝 は， 長 男 ロー タ ルLotharに バ イエ ル ンを

 9) 当時 の北 部 山地 とは，現在 の ヴ ァル トシ ュ タ ィン山塊Waldsteingebirge，

  シュタイン山地Steinwald， 上 パル ッ山地Oberpf舁zer Wald， ボヘ ミァ山地

  等，現 バ イエル ン東北部州境 にあ る山塊地帯の総称。
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与 え， バ イエ ル ンを部 分 王 国(=分 割王国)と す る。 今 や バ イエ ル ンは代 官

にで は な く王 に よ って 支 配 さ れ る。 これ はバ イエ ル ン人 に 自 らの居 住 域 を 自

立 的 「国 家 」 と意 識 す る き っか け を与 え る。817年 の帝 国 整序 令Ordinatio im-

periiに 基 づ き敬 虔 帝 は三 男 で 当 時11歳 の ル ー トヴ ィ ヒ， 後 の ル ー トヴ ィ ヒ

2世 ドイ ッ人 王Ludwig II. der Deutsche(*806?一 国王817一†876)を バ ィエ ノレン

国 王 に任 ず る。 彼 は825年 親 政 を 開 始 す る。 彼 は， 父 王 敬 虔帝 が シ ュ ヴ ァー

ベ ンを ル ー トヴ ィ ヒの異 母 弟 カ ー ル2世 禿 頭 王Karl II. der Kahle(*823一 皇帝

875一†877)に 与 え よ う と した と き， 父 王 に 叛 旗 を翻 して シ ュ ヴ ァー ベ ンを 獲

得 して しま うよ う な血 気 に は や っ た国 王。843年 の ヴ ェ ル ダ ン条 約Vertrag

von Verdunで ， 敬 虔 帝 の 三 男 カ ー ル 禿 頭 王 は 西 フ ラ ン ク王 国Westfr舅 -

kisches Reichを ， 次 男 ル ー ト ヴ ィ ヒ2世 ドイ ッ人 王 は 東 フ ラ ン ク王 国Ost-

fr舅kisches Reichを ， 長 男 ロー タル1世Lothar I.(在 位817-855)は 帝 位 と イ

タ リア を 含 む ロ ー ト リ ンゲ ンLothringen及 び プ ロ ヴ ァ ン スProvence等 の 中

部 王 国 を相 続 す る こと が協 定 さ れ， ル ー トヴ ィ ヒは正 式 に東 フ ラ ンク王 国 国

王 の 座 に即 く。 彼 は東 方 に も積 極 的 に勢 力 を伸 ば し，874年 ま で に モ ラ ヴ ィ

アM臧ren， ボ ヘ ミアB6hmenを も支 配 下 に 置 く。 ル ー トヴ ィ ヒの支 配 域 の

拡 大 に よ りバ イ エル ンに代 官 が 必 要 と され ， ル ー トヴ ィ ヒの長 男 カ ール マ ン

Karlmannの 義 父 エ ル ンス ト伯Graf Ernst(在 職?一861)が 代 官 に投 入 さ れ る
。

ル ー トヴ ィ ヒは活 動 の拠 点 を レー ゲ ン ス ブル ク に置 く
。 バ イ エル ン は彼 の支

配 の根 拠 地 とな り， レー ゲ ンス ブル クの繁 栄 の基 礎 はル ー トヴ ィ ヒ ・ ドイ ッ

人 王 に よ って 置 か れ た， と言 え る。 彼 は， 所 謂 「ドイ ッ」 を基 盤 に して 統 治

を進 あ た 最 初 の 王 で ， 「ドイ ッ人 王 」 と呼 ば れ る に相応 し く， 広 い視 野 を 持

ち っ っ 「ドイ ッ」 を 愛 した 国 王 で あ っ た。

 ル ー トヴ ィ ヒ2世 ドイ ッ人 王 の 死 後 ， 王 位 を 継 い だ 彼 の 長 男 カ ー ル マ ン

(在位876一†880)は 「バ イエ ル ン王 」 を名 乗 り，877年 に はイ タ リア を もそ の

支 配 下 に置 き， バ イエ ル ン とイ タ リア の結 合 を 強 あ る。 彼 は カ ラ ン タニ ア の

統 治 を 庶 子 ア ル ヌ ル フArnulf von K舐ntenに 委 ね る。 カ ー ル マ ンは程 な く し

て死 去 ， 東 フ ラ ン ク王 国 はそ の弟 ル ー トヴ ィ ヒ3世 ジ ュニ ァLudwig III. der
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J�gere(*?一 †882)の 支 配 下 に入 る。 が ， この 王 も直 ぐに 死 に， そ の 弟 カー

ル3世 肥 満 王Karl III， der Dicke(*839一 退位887一†888)を 王 に仰 ぐ。 カ ー ル肥

満 王 は， 当初 ， 最 小 の領 国 を相 続 した もの の， 兄 た ち や カ ー ル禿 頭 王 の 子孫

の相 次 ぐ死 に よ り， 彼 らの領 国 す べ てが 彼 の支 配 下 に集 ま り， 結 果 的 に イ タ

リア を も含 む東 西 フ ラ ンク王 国 全 土 の支 配 者 に な り， 更 に は皇 帝 に もな る。

カ ー ル大 帝 時 代 の領 国 を一 手 に収 め た カ ー ル肥 満 王 に して み れ ば， バ イエ ル

ンな ど物 の数 に も入 ら な い。 彼 は， バ イエ ル ンを代 官 エ ン ギ ル デ ォ伯Graf

Engildeo(在 職?一895)に ， ドナ ウ地 域 を代 官 ア リボ辺 境 伯Markgraf Aribo

に委 ね ， カ ラ ンタ ニ ア は ア ル ヌ ル フ に引 き続 き任 せ る だ け で， バ イエ ル ン及

び東 方 領 域 の 統 治 ヴ ィ ジ ョ ンを何 ら示 さ な い。 遂 に887年11月 アル ヌ ル フ

は， バ イエ ル ンや ス ラ ヴの 豪 族 の 支 援 を 得 て ク ー デ タ を起 こ し， カ ー ル3世

肥 満 王 を 王 座 か ら追 い落 と し， 広 大 な 東 西 フ ラ ンク王 国 国 王 に な る。 ア ル ヌ

ル フ(在 位887一皇帝896-899)は 分裂 状 態 にあ る西 フ ラ ンク王 国 に は 目 も呉 れ

な い。 専 ら東 フ ラ ンク王 国 情 勢 の安 定 に意 を 用 い る。 祖 父 の ル ー トヴ ィ ヒ2

世 ドイ ッ人 王 同様 ， レー ゲ ン ス ブル クに統 治 の本 拠 を 置 き， 東 方 の安 定 化 に

意 を 用 い る。 同 時 に891年 レ ー ヴ ェ ン10)L6wenで ヴ ァ ィキ ンガ ー に も勝 利

を収 あ， ロー ト リンゲ ン と東 フ ラ ンケ ンを ノル マ ン勢 力 か ら解 放 し そ の 名

声 を 上 げ る。 彼 は， バ イエ ル ンの東 部 辺 境 域 に お い て 謀 反 を 企 て た代 官 エ ン

ギ ル デ ォ伯ll)を粛 清 し， バ イエ ル ンの辺 境 域(Nordgau， Donaugau， K舐nten，

10)現 在の ベル ギー地域。

11) Karl Brunner， Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich， in：

  Ver�fentlichungen des Instituts der�terreichischen Geschichtsforschung，

  Bd. XXV， Hermann B�laus Nachf. Wien-K�n-Graz，1979.5.142ff. u.160ff.

  によれば， エンギルデ ォ伯の前任者 エル ンス ト伯 は，バ イエル ンの東方辺境域 を

  独立 させそ の支配 者 になろ うと した東部辺 境代官 カ ールマ ン(国 王 ルー トヴ ィ

  ヒ ・ドイ ッ人王 の長男)の 策 謀 に巻 き込 まれ る。 これ が発覚 して，ル ー トヴィ

  ヒ ・ドイ ッ人王は861年 長男 カールマ ンとエル ンス ト伯を解職 し， その後任 にエ

  ンギルデ ォ伯を任ず る。彼 はノル トガ ゥのロー ドル ド伯Graf Rodoldの 後継者，

  恐 らく子息， と目されて いる。 しか しエ ンギルデ ォ伯 は，895年 ル ー トヴィ ヒ3

  世 ジュニ ァの娘，即 ち国王 ア ル ヌル フの従姉 妹 ヒル デガル ドHildegardと 結ん
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Oberpannonien)を ル ー イ トポ ル ド伯12)Graf Luitpold(在 職895一†907)に 委 ね

る。 ア ル ヌル フは896年 皇 帝 に な るが， そ の3年 後 に 死 去 す る。 後 を 継 い だ

の は彼 の7歳 の子 息 ル ー トヴ ィ ヒ4世 幼 童 王Ludwig IV. das Kind(*893一 在位

900一†911)。彼 の治 世 は東 西 フ ラ ン ク王 国 が最 大 の危 難 に 直 面 して い た 時 期 に

当 た り， 騎 馬 民 族 マ ジ ャー ル 人Magyarenが 西方 世 界 を 股 に か けて 劫 掠 の 限

りを尽 して い た。 所 詮 ， この幼 童 王 に そ の対 策 を求 め る こ と 自体 ， 不 可 能 事 。

カ ー ロ リ ング朝 フ ラ ンク王 国 は幼 童 王 の死 と共 に歴 史 に お け るそ の役 割 を終

え る。

 嘗 て メ ー ロ ヴ ィ ング朝 諸 王 の衰 微 し行 く勢 威 が バ イエ ル ンの ア ギ ロ ル フ ィ

ング家 に大 きな 活動 の 余 地 を 与 え た と同 じよ う に， カ ー ロ リ ング朝 最 後 の国

王 ル ー トヴ ィ ヒ4世 幼 童 王 もそ の 王 権 の 弱体 化 を 如 実 に示 した め， ザ ク セ ン

人 ， フ ラ ンク人 ， シ ュ ヴ ァーベ ン人Schwabenの 主 体 性 は強 ま る。 バ イ エル

ンで は ル ー イ トポ ル ド伯 が， マ ジ ャー ル人 問題 で何 ら有効 な 対抗 手 段 を 見 出

し得 な い 幼 童 王 政 権 を 支 え っ つ ， 着 々 と具 体 的 対 策 を 打 ち 出 し， 例 え ば，

900年 に エ ンスEnns左 岸 に要 塞 エ ンス ブル クEnnsburgの 新 設 に着 手 す る。

術 策 に も長 じて い た ル ー イ トポ ル ドは，902年 ， ハ ンガ リー軍 指 導 部 を宴 会

に招 いて 彼 らを 皆 殺 しに した り， ま た ボ ヘ ミア を攻 あ て903年 に は ボ ヘ ミア

 で 国 王 に叛 旗 を 翻 した と され ， ア ル ヌ ル フ に よ り ヒル デ ガ ル ドと共 に不 誠 実 の罪

 で 処 断 さ れ た。 と ころ で 国 王 ア ル ヌ ル フ は， ル ー トヴ ィ ヒ ・ ドイ ッ人 王 の 長 男

 カ ー ル マ ン とエ ル ン ス ト伯 の 娘 で 側 室Friedelfrau (Wilhelm St6rmer， in：

 LMA， Bd. III， Sp.2177に よ れ ば正 室Frau)の リ ゥッ ヴ ィ ン ドLiutswindと の

 間 に で きた男 子 で， 既 述 の よ うに カー ル3世 肥 満 王 か ら ク ーデ タ に よ り王 位 を 簒

 奪 した 当 の本 人 。

12) ル ー イ トポ ル ドは皇 帝 ア ル ヌル フの母 リゥ ツ ヴ ィ ン ドを 介 して アル ヌル フ と姻

 戚 関 係 に あ る と言 わ れ る一 方 ，LMA， Bd. V， Sp.2206f.に よれ ば， カ ー ロ リ ング

 家 と の系 譜 関 係 は明 確 で は な く， 辺 境 伯 ル ー イ トポ ル ドが そ の一一族 に ル ー イ トポ

 ル ド家Luitpoldingerと い う名 を 与 え， ル ー イ トポ ル ド家 は フ ラ ン ク王 国 の 豪

 族 の一 家 系 ， と され る。 更 にKarl Brunner， Oppositionelle Gruppen， S.162に

 よれ ば ， ル ー イ トポ ル ドの 先 祖 にっ いて は ま っ た くと言 っ て良 い ほ ど何 も分 らな

 い， との こ と。
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太 公13)dux Boemanorumに もな った り， フ ラ ンケ ン地 域 の覇 権 を 巡 るバ ーベ

ンベ ル ク家Babenbergerと コ ン ラ ー ト家Konradinerの 血 で 血 を 洗 う 「バ ー

ベ ンベ ル ク家 の私 闘Babenberger Fehde」 に干 渉 ， バ ー ベ ンベ ル ク家 当 主

ア ー ダ ル ベ ル トAdalbertを 騙 し討 ち に して906年 に コ ン ラ ー ト家 を 勝 利 に

導 い た り も した。 ル ー イ トポ ル ドは， 皇 帝 ア ル ヌ ル フ及 び そ の 子 息 ル ー ト

ヴ ィ ヒ4世 幼 童 王 に代 って バ イエ ル ンを見 事 に統 治 した が， そ の ル ー イ トポ

ル ドも，907年 ， プ レス ブル クPreBburg近 傍 で のハ ンガ リー人Ungarn(=

マ ジャール人)と の 戦 い で 他 の 多 くの 伯 や三 人 の 司 教 と共 に落 命 す る
。 こ の

戦 い はバ イエ ル ン史 上 最 大 の国 難 の一 つ で あ った。

 ル ー イ トポ ル ドの後 を襲 った の は そ の子 息 ア ル ヌ ル フ悪 玉 公14)Arnulf der

B6se(在 職907-937)。 彼 は父 と異 な り， 王 命 を 待 た ず に 自 ら 「神 の恩 寵 に よ

りバ イエ ル ン及 び近 隣 を支 配 す る太 公 ア ル ヌ ル フHerzog Arnulf」 と名乗 る。

彼 は劫 掠 す る騎 馬 民 族 ハ ンガ リー人 と戦 う。 戦 士 に封 土 を 授 け るた め 太 公 ア

ル ヌル フ は， そ の 機 能 を 停 止 して いた り無 人 と化 した 僧 院 ・教 会 を 没 収 す る。

この た め ， 彼 は年 代 記 者 か ら 「悪 玉 公 」 とい う呼 び名 を頂 戴 す る。911年11

月， フ ラ ンケ ン 出 身 の コ ン ラ ー ト家 の コ ンラ ー ト1世Konrad I.(在 位911-

918)が 東 フ ラ ン ク王 国 王 位 に即 く。 カ ー ロ リン グ家 出 身 の 国 王 と の離 別 で

あ る。913年 の対 ハ ンガ リー戦 で アル ヌル フ と共 に ハ ンガ リー人 を 叩 い た の

は， アル ヌル フの 母 クニ グ ンデ15)Kunigunde(シ ュヴ ァーベ ン出身)の 二 人 の

13) LMA， Bd. V， Sp.2206.

14) ル ー イ トポ ル ドは そ の子 息 に カ ー ロ リ ング家 の皇 帝 ア ル ヌ ル フ の名 を与 え て い

 る こと か ら， ル ー イ トポ ル ド家 と カ ー ロ リ ング家 の姻 戚 関 係 も想 定 し得 る。

15) Kurt Reindel， Bayern vom Zeitalter der Karolinger bis zum Ende der

 Welfenherrschaft(788-1180)， in：Max Spindler(hg.)， Handbuch der

 bayerischen Geschichte， Bd.1， zweite，�erarb. Aufl.， M�chen， Beck，1981.

 (以 下K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， と省 略)S.283に よれ

 ば ， コ ンラ ー ト1世 は913年 ， ル ー イ トポル ド伯 の 未 亡 人 で アル ヌル フの 実 母 ク

 ニ グ ンデ と結 婚 して い る。 従 って エル ヒ ァ ン ガー とベ ル トル ドは コ ン ラー ト1世

 の 義 兄 弟 。
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兄 弟 エル ヒ ァ ンガ ー伯Erchanger(†917)と ベ ル トル ド伯Berthold(†917)で

あ った。 悪 玉 公 は ハ ンガ リー人 と何 らか の協 定 に達 した の で あ ろ う， そ の後

13年 間 バ イエ ル ンは彼 らの 襲 撃 を 受 け ず に 済 む 。 国 王 コ ンラ ー トに して み

れ ば， 強 力 なバ イエ ル ン人 と シュ ヴ ァー ベ ン人 の この よ うな軍 事 協 力 の成 立

は ま った く不 都 合 で あ った。 そ こで914年 ， コ ン ラー トは悪 玉 公 に攻 撃 を仕

掛 け る。 と， 悪 玉 公 は嘗 て の敵 ハ ンガ リー人 の 許 に逃 げ込 む 。 しか し917年 ，

悪 玉 公 は レーゲ ンス ブル ク に戻 り悪 玉 公 の 後 釜 に座 って い た コ ンラ ー トの弟

工 一バ ハ ル ドEberhardを 追 い 出 す 。 が ， シ ュ ヴ ァ ー ベ ンの二 人 の叔 父 は処

刑 され て しま う。918年12月 ， 悪 玉 公 は国 王 軍 を打 ち破 る。 コ ンラー トは

そ の 時 の受 傷 が原 因 で死 去 す る。

2.オ ッ トー 朝is)と バ イ エ ル ン

 919年5月 ザ クセ ン出身 の ハ ィ ン リヒ1世Heinrich I.(在 位919-936)が 国

王 に選 出 され るが， アル ヌル フ悪 玉 公 もバ イ エル ンで 国 王 に選 出 され る。 ど

ち らが本 命 か は異 論 の あ る と こ ろ。 兎 も角 ハ ィ ン リヒ1世 は統 治 態勢 を 固 め

るた あ悪 玉 公 との交 渉 に入 り， 言 わ ば悪 玉 公 を一 国 の君 主 同等 に扱 って彼 に

王 権 を放 棄 させ る。 ザ クセ ン人 ハ ィ ン リヒ1世 が国 王 に な った の を見 て， ハ

ンガ リー人 は ザ クセ ンに矢 を 向 け る。 そん な時 ハ ンガ リー軍 高 官 が捕 虜 に な

る。 これ を き っか け にハ ィ ン リヒはハ ンガ リー人 と交 渉 を持 ち，926年 ，9

年 間 の平 和 協 定 を 結 ぶ 。 ハ ンガ リー の脅 威 か ら解 放 され たハ ィ ン リ ヒは国 内

防 備 態 勢 を 固 め る と共 に， 対 外 的 に も多 くの 成 果 を 挙 げ る。 悪 玉 公 も彼 に協

力 しボヘ ミアに 出 兵 す る。 しか しそ の 後 バ イエ ル ンもハ ンガ リー軍 に襲 わ れ

た た め， 悪 玉 公 は彼 ら との協 定 を更 新 す る。933年 ハ ンガ リー の 使 者 が ハ ィ

ン リヒの許 に貢 納 金 を受 け取 りに来 るが， 素 っ気 無 く断 られ る
。 す る と直 ち

16) オ ッ トー 朝 と は， ハ ィ ン リ ヒ1世 に始 ま り， オ ッ トー1世 ， オ ッ トー2世 ，

 オ ッ トー3世 ， ハ ィ ン リ ヒ2世 まで の 東 フ ラ ン ク王 国 国 王 を 輩 出 した ザ ク セ ンの

 リ ゥ ドル フ ィ ング家 の 王 朝 を 言 う。 ザ クセ ン朝 ， リゥ ドル フ ィ ング朝 と も呼 ばれ

 る。
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にハ ンガ リー軍 は掠 奪 行 を 組 織 す る。 ハ ィ ン リ ヒ1世 は これ を迎 え 撃 っ

リ ァデ の 戦 いSchlacht bei Riadeで あ る。 充 分 に準 備 を重 ね たハ ィ ン リヒ1

世 側 の一 方 的 な勝 利 ， ハ ィ ン リヒの 令 名 は， 同 じ くハ ンガ リー人 の 掠奪 に悩

ま され て い た遙 か 西 方 に まで 轟 く。 王 国 の 強 化 を 考 え て い たハ ィ ン リ ヒは

929年 ， 王 位 継 承 等 に っ い て 王 族 と約 定17)を 行 い， メ ー ロ ヴ ィ ン グ朝 以 来

綿 々 と続 い て来 た分 割 相 続 を廃 止 し， 王 国 及 び王 位 を彼 の二 人 目 の妻 マ テ ィ

ル デMathildeと の 間 に 出来 た オ ッ トーOttoの み に単 独 継 承 させ る こ と に す

る。

 936年 ハ ィ ン リヒ1世 が死 去 す る と， この約 定 に従 い， マ テ ィル デの 長 男

オ ッ トー1世Otto I.(*912一在位936一皇 帝962一†973)が 王 座 に登 る。 悪 玉 公 は

厩 役18)と して即 位 式 に列 席 す る。 悪 玉 公 はそ の 娘 ユ ー デ ィ トJudith(†985?)

を オ ッ トー1世 の 弟 ハ ィ ン リヒHeinrichに 嫁 が せ る。937年7月14日
， 勇

猛 果 断 で 王 者 と して の 風 格 充 分 の ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 が 亡 く な る。 彼 は 父

ル ー イ トポル ドか ら受 け継 い だ よ り も遙 か に多 くの遺 産 を バ イ エル ンに遺 す
。

悪 玉 公 の 長 男 工 一バ ハ ル ドEberhard(在 位937-938)が バ イエ ル ン太 公 に任

じ られ る。 しか しエ ーバ ハ ル ドは， バ イエ ル ンの主 体 性 を父 の治 世 時 よ り強

化 しよ うと した た δ619)，直 ぐオ ッ トー1世 と衝 突 す る。 エ ー バハ ル ドの他 の

17)諸 研 究 者 に よ りHausordnungと され て い る もの
。 Monumenta Germaniae

 Historica(以 下MGHと 省 略)， Die Urkunden der deutschen K6nige und

 Kaiser， Bd.1， zweite unver舅derte Aufl.， Berlin，1956，20. v.929 Sept.16.， S.

 55ff.に は， オ ッ トー の 王 国 ・王 位 の 単 独 継 承 及 び王 妃 マ テ ィル デ へ の遺 贈 地

 (Quedlinburg， P6hlde， Nordhausen， Grone)が 淡 々 と記 録 され て い るの み。

 そ の 精 神 とか 意 図 にっ い て の 記 述 は一 切 無 い。

18)LMA， Bd. V， Sp .67及 びBd. VII， Sp.1751ff .に よれ ば， 王 宮 の 四っ の重 要 な宮

 内 職(厩 役Marscha11・ 納 戸 役K舂merer・ 献 酌 役Mundschenk・ 内 膳 役

 TruchseB)に は， メ ー ロ ヴ ィ ン グ朝(当 時 は更 に宮 宰Hausmeierが こ れ に 含

 ま れ て五 職)以 来 ， 王 国 最 高 位 の太 公 が就 任 す る慣 わ し にな って い た。

19)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen
， S.290及 びWilhelm

 St�mer， in：LMA， Bd. III， Sp.1512に よ れ ば， 両 者 の 武 力 衝突 の原 因 は 厂オ ッ

 トー1世 が バ イ エル ン太 公 の 諸 特 権 を削 減 した た め」。
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兄 弟 もオ ッ トー へ の服 属 を拒 否 す る。 そ こで オ ッ トー は938年 始 め， バ イエ

ル ンに 出兵 し征圧 を試 み る もの の ， この 軍事 行 動 は失 敗 す る。 この バ イエ ル

ン の 動 向 を 見 て， タ ン グ マ ルThangmar或 はThankmar(*900/905一 †938)が

オ ッ トー1世 に叛 旗 を 翻 し， 公 然 と決 起 す る。 タ ン グマ ル は ハ ィ ン リヒ1世

が最 初 の妻 ハ ー テ ブル グHatheburgと の間 に も うけた 長 子 。 彼 は オ ッ トー1

世 よ り も7歳 は年 上 で あ った が ，929年 の 約 定 に よ り王 国 の継 承 か ら外 され

て い た 。 オ ッ トー1世 は， タ ング マル の実 母 ハ ー テ ブル グが 死去 した と き，

彼女 が オ ッ トー と の結 婚 時 に持 参 した ザ ー レSaale中 流 域 メ ル ゼ ブ ル クMer-

seburgの 所 領 を， オ ッ トー の実 弟 ハ ィ ン リ ヒ(後 のバ イエル ン太 公ハ ィ ンリヒ

1世)に 渡 して しま う。 更 に937年 ， タ ング マ ル の母 方 の 従 兄 弟 で 辺 境 使le-

gatioジ ー ク フ リー ド伯Graf Siegfriedが 亡 くな った と き， オ ッ トー は タ ング

マ ル を 無 視 して ジ ー ク フ リー ドの 弟 と され るゲ ロ1世Gero I.に そ の 役 職 を

委 ね る20)。王 国 統 治 へ の 関与 の望 み を ま った く絶 た れ た タ ング マ ル は， コ ン

ラー ト1世 の 兄 弟 で フ ラ ンケ ン太 公 工 一バ ハ ル ドEberhard(†939)と 結 託 の

上 ， 決 起 す る21)。彼 ら は 先 ず 国 王 の 実 弟 ハ ィ ン リ ヒ を 攻 撃 し， メ ー ネ

M6hne河 畔 の べ レ ッケBelecke城 ， 更 に デ ィー メ ルDiemel河 畔 の エ ー レ ス

ブル ク22)Eresburgを 占 拠 ， 彼 を人 質 にす る。 しか しオ ッ トー1世 軍 が 逆 襲

して 来 た と き， ハ ィ ン リ ヒ の 家 臣 が エ ー レ ス ブ ル ク の ペ ー タ教 会Peters-

kircheで タ ング マ ル を槍 で刺 し殺 す  タ ン グマ ル は 自 らの武 器 と王権 の 象

徴 た る金 鎖 首 掛 けを 祭 壇 に置 き， 王 息 が 持 つ 国 王 と して の 支 配 権 の 放 棄 を 明

20) Josef Fleckenstein， Begr�dung und Aufstieg des deutschen Reiches， in：

 H.Grundmann(hg.)， Gebhardt， Handbuch der Deutschen Geschichte，9.，

 neu bearbeit. Aufl.， Bd.1， erster unver舅derter Nachdruck， Union Verlag

 Stuttgart，1973. S.237及 びLMA， Bd. VIII， Sp.610.

21)J.Fleckenstein， Begr�dung und Aufstieg S.237に よ れ ば ， フ ラ ン ケ ン太

 公 工 一 バ ハ ル ト は 自 ら の 判 断 で 反 抗 的 な ザ ク セ ン の 封 臣 を 処 罰 し た 。 そ れ が 「独

 断 専 行 」 と さ れ て オ ッ ト ー1世 の 怒 り を 買 い ， 彼 及 び フ ラ ン ケ ン の 重 臣 が 重 い 処

 分 を 受 け る 。 こ れ を き っ か け に エ ー バ ハ ル ト は 反 オ ッ トー 色 を 鮮 明 に す る 。

22)本 稿 註7に 説 明 さ れ て い るIrminsulが 在 っ た 城 。
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示 して いた に も拘 らず。

 タ ング マ ル の謀 反 は彼 の 死 で 終 り， フ ラ ン ケ ン太 公 工 一 バ ハ ル トは人 質

ハ ィ ン リヒを解 放 し
， オ ッ トー1世 と和 解 す る。 オ ッ トー1世 は， この乱 鎮

圧 後 の938年 秋 ， 再 度 バ イエ ル ン征 討 に向 か う。 強 力 な軍 を 引 き連 れ た彼 は

バ イエ ル ン太 公 工 一バ ハ ル トを 蹴 散 ら し
， エ ーバ ハ ル トの叔 父 ， つ ま り悪 玉

公 の弟 ベ ル トル ドBerthold(在 位938-947)を そ の後 任 に据 え る。

 この 事 件 の 翌939年 ， 今 度 はオ ッ トー1世 の 実 弟 ハ ィ ン リ ヒが ， 王 位 継 承

権 或 い は オ ッ トー1世 との 共 治権 を求 め て23)， フ ラ ンケ ン太 公 工 一バ ハ ル ド

及 び王 妹 ゲ ル ベ ル ガGerbergaの 夫 ロ ー ト リ ンゲ ン太 公 ギ ゼ ル ベ ル トGisel-

bert(†939)の 支 援 の元 ， オ ッ トー1世 に謀 反 を 起 こす 。 彼 ら は司 教 た ちを

も味方 に付 け つ っ， 武 力 で オ ッ トー を絶 体 絶 命 の と ころ ま で追 い詰 め た が，

ライ ン河 の ア ンダ ナ ハAndernach対 岸 で 国 王 軍 の 奇 襲 攻 撃 に 遭 い， ハ ィ ン

リ ヒは命 拾 い して オ ッ トー に赦 され る もの の， エ ーバ ハ ル トと ギ ゼ ル ベ ル ト

は落 命 し，939年10月 ， 謀 反 は終 る。 オ ッ トー は ザ ク セ ンに あ るハ ィ ン リ

ヒの 諸 城 を も接 収 し， フ ラ ンケ ン太 公 国 同 様 ， ザ ク セ ンを 王 権 の管 理 下 に置

く24)。 オ ッ トー1世 は，940年 ， 実 弟 ハ ィ ン リヒを 赦 して ロ ー トリ ンゲ ンを

委 ね， シ ュ ヴ ァー ベ ン とバ イエ ル ンは， 以 前 同様 ， コ ン ラ ー ト家 の ヘ ル マ ン

1世Hermann I.(在 位926-948)と 上 述 の ベ ル トル ド両 太 公 に そ の支 配 を継 続

さ せ る。 オ ッ トー1世 は ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の存 命 中(937年7月14日 以前)に

そ の息 女 ユ ー デ ィ トと実 弟 ハ ィ ン リ ヒを結 婚 さ せ て い る が，940年 ， 彼 は，

そ の 長 子 リ ゥ ドル フLiudorfを シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 ヘ ル マ ン1世 の 娘 イ ダ

Idaと 婚 約 させ ， と い う具 合 に， この 両 太 公 家 と姻 戚 関 係 を取 り結 ぶ こ とに

ぬ か り は無 か った。 オ ッ トー1世 は西 フ ラ ンク王 国 で も政 略 結 婚 の網 を張 る
。

彼 は939年 ， 実 妹 ゲ ル ベ ル ガ を， そ の夫 ギ ゼ ル ベ ル トの 死 後 ， カ ー ロ リ ング

23) LMA， Bd. IV， Sp.2063. J. Fleckenstein ， Begr�dung und Aufstieg S.237に

 よ れ ば， 王 家 に生 を享 け た以 上 政 権 を奪 取 して 当 然 ， と い う理 由か らの 叛 乱 ， と

 さ れ て い る， との こ と。

24) フ ラ ンケ ン地 域 は二 度 と 自立 的太 公 領 に形 成 され る こ と はな か った 。
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家 の ル イ4世Louis IV.(在 位936-954)に 嫁 が せ た が ， 既 に937年 に25)その下

の実 妹 ハ ドヴ ィ ヒHadwigを ル イ4世 に敵 対 す る ロベ ー ル 家Robertinerの フ

ラ ンキ ア太 公dux Francorumユ ゴ ーHugo(*893一 †956)に 嫁 が せ て い て ， フ

ラ ン スで の 自 らの影 響 力 と発言 権 の 確 保 を も計 る。

 と こ ろが， ロ ー ト リンゲ ン太 公 に任 じたハ ィ ン リ ヒは， ま た ま た謀 反 を企

み，941年 ， 彼 は オ ッ トー1世 の命 を狙 い王 座 を簒 奪 しよ う とす る。 事 前 に

発 覚 した た め大 事 に は至 らず， ハ ィ ン リ ヒは イ ンゲ ルハ イ ムで 捕 縛 され る。

豪 族 た ち はハ ィ ン リ ヒの 断 罪 を 求 あ るが ， ハ ィ ン リ ヒが贖 罪 の 衣 を ま と い

オ ッ トー の足 元 に身 を投 げ 出 した と き， オ ッ トー は彼 を 再 び赦 す 。 この 和 解

に は王 母 マ テ ィル デ の力 もあ った よ うで ， 以 後 ハ ィ ン リ ヒは国 王 に誠 実 を 尽

す26)。 後 任 の ロ ー ト リ ンゲ ン太 公 に は コ ン ラー ト赤 毛 公Konrad der Rote(*?

一太公944-953一 †955)が 任 命 され
， 彼 は947年 頃 オ ッ トー1世 の 息女 リゥ トガ

ル ドLiutgardを 娶 る。

 オ ッ トー1世 は東 フ ラ ン ク王 国 の王 位 と領 土 を遺 産 と して単 独 継 承 した も

の の， 多 くの謀 反 と の対 決 を余 儀 な くさ れ た。 オ ッ トー1世 の治 世 の前 半 は，

929年 の 約 定 に起 因 す る 「負 の 遺 産 」 処 理 に費 や さ れ た， と言 え よ う。

 オ ッ トー1世 に よ りル ー イ トポ ル ド家 第3代 目の バ イエ ル ン太 公 に任 じ ら

れ た ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の弟 ベ ル トル ドは，943年 ，上 オ ー ス ト リアOber6ster-

reichヴ ェ ル スWels近 郊 で の ハ ンガ リー 人 との 戦 いで 輝 か しい戦 果 を挙 げ は

す る もの の ， バ イエ ル ン太 公 国 に嘗 て の勢 威 は既 に見 られ な か った  太 公

位 の 相 続 も許 され ず ， 領 土 も切 り取 られ， 司 教 任 命 権 も奪 わ れ て い た。 だ が，

ベ ル トル ドは死 ぬ まで オ ッ トー1世 に忠 誠 を尽 す 。 しか しな が ら947年 に ベ

ル トル ドが 死 去 す る と， 太 公 権 力 が 部 族 と癒 着 す る の を阻 止 す る た あ太 公 に

25) LMA， Bd. V， Sp.160.

26)「 ザ クセ ン史 三 巻Rerun Gestarum Saxonicarum libri III」 を書 い た年 代 記 者

 Widukind(*?一 †973)に よ れ ば オ ッ トー1世 の 持 っ 最 高 の 美 徳 は 「心 の 優 し さ

 clementia」 ， とJ. Fleckenstein， Begr�dung und Aufstieg S.239に 記 され て

 い る。
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は可 能 な 限 り部 族 と無 関係 な者 を任 命 す る， とい うオ ッ トー1世 の太 公 政 策

に基 づ き， 後 継 太 公 に国 王 へ の 謀 反 を繰 り返 した ハ ィ ン リ ヒHeinrich(*919/

22?一 在位948一†955；バ イエル ン太公 と してハ ィ ンリヒ1世)が 任 命 され ， ベ ル ト

ル ドの幼 い子 息 ハ ィ ン リヒHeinrich(*940以 後一†989)は バ イエ ル ン太 公 国 の

相 続 か ら排 除 さ れ て しま う。 これ に よ りバ イエ ル ンは究 極 的 に東 フ ラ ン ク王

国 に吸 収 さ れ る。 王 弟 ハ ィ ン リヒは ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の長 女 ユ ー デ ィ トを妻

に迎 え て い た が， バ イエ ル ン人 は初 め て言 葉 を異 にす る ザ ク セ ン人 太 公 を戴

くこ と に な る。

 一 方 ，950年 に は イ タ リア情 勢 が 緊 迫 して 来 て いた 。 歴 史 を若 干 遡 る と，

ル ー トヴ ィ ヒ1世 敬 虔 帝 の長 男 ロ ー タ ル1世 の 流 れ を汲 む一 派 と， 同 じ く敬

虔 帝 の 王 女 ギ ー ゼ ラ27)Giselaの 流 れ を汲 む 一 派 とが ， イ タ リア支 配 を 巡 っ

て争 って いた 。 当 時 の 男 系 の 見地 か らす れ ば， ロ ー タル1世 側 が カ ー ロ リ ン

グ家 正 統 を主 張 した の も尤 もで あ ろ う。 王女 ギ ー ゼ ラを 母 に持 つ べ 一 レ ンガ

ル1世Berengar I.(在 位888一皇帝915一 †924)は ， 皇 帝 カ ール3世 肥 満 王 の跡 を

受 け て，888年 イ タ リア国 王 に な り915年 皇 帝 に な る。924年 彼 が死 去 す る

と，926年 ， そ の 敵 対 勢 力 の 指 導 者 で ロ ー タ ル1世 の 孫 娘 ベ ル タBerthaを

母 に持 っ プ ロ ヴ ァ ン ス太 公 ウー ゴUgo(在 位926一†947?， ドイッ名Hugo)が イ

タ リア の豪 族 に招 か れ イ タ リア王 位 に即 く。 ウー ゴは， ア ル プ スを包 含 す る

大 帝 国 創 設 を 目指 し帝 位 を得 ん と して そ れ は な らな か った もの の， 東 フ ラ ン

ク王 国 国 王 ハ ィ ン リ ヒ1世 及 び ビザ ン ッ帝 国 皇 帝 ロ マ ノ ス1世Romanos I.

(*870?一†948)と 同 盟 を結 び， 国 内 で も安 定 した 政 治 を 行 う。931年 ， 彼 は そ

の 子 息 ロ ター リ ォLothario(*926/928一 †950，ドイッ名Lothar)を 共 治 王 に即 け

王 統 を確 保 す る。937年 ， 高 地 ブ ル グ ン ドHochburgund国 王 ル ー ドル フ2

世Rudolf II.(*880一在位912一†937)が 死 去 す る と， ウ ー ゴ は， そ の未 亡 人 ベ ル

タBerta(シ ュヴ ァーベ ン太 公 ブ ル ヒァル ド1世Burchard I.[†926]の 娘)を 妻

に娶 り， ロ ター リォを ベ ル タの 娘 ， つ ま り 王 女 ア ー デ ル ハ イ ドAdelheid

27) ギ ー ゼ ラは ブ リア ゥル辺 境 伯 工 一バ ハ ル ドEberhardと 結 婚 した 。
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(*931?一999)と 婚 約 させ(947年 結婚)， プ ロ ヴ ァ ンス と ブル グ ン ドBurgundを

併 合 した大 ブル グ ン ド王 国 の建 国 を 図 る。 と こ ろが945年 ， べ 一 レ ンガ ル1

世 の孫 で 亡 命 先 の シ ュ ヴ ァー ベ ンか ら帰 国 した イ ヴ レー アIvrea辺 境 伯 の

べ 一 レンガ ル2世Berengar II.(在 位950-961一 †966)が ， オ ッ トー1世 の 支 援

を 得 て， 北 イ タ リアで 勢 力 を伸 ば し ウー ゴを脅 か す。947年 ， ウー ゴ はべ ー

レ ンガ ル2世 に決 戦 を 挑 む が 急 死 す る。 そ の 子 息 ロ ター リォ も950年11月

22日 に死 ぬ。 彼 の 死 に よ り イ タ リア王 位 の カ ー ロ リン グ家 男 系 の 血 筋 が 絶

え る。 す る とべ 一 レ ンガ ル2世 は12月15日 ， パ ヴ ィ ァPaviaで 子 息 ア ー ダ

ル ベ ル トAdalbertと 共 に イ タ リア 国 王 に 即 位 し， そ の 王 位 を 固 あ る た め ，

ア ー ダル ベ ル トを ロ ター リォの未 亡 人 ア ー デ ル ハ イ ドと結 婚 させ ん と し， そ

れ を 肯 ん じ な い ア ー デ ル ハ イ ドを 幽 閉 す る。 こ の よ う な イ タ リア の 動 静 を

知 った オ ッ トー1世 は彼 らの即 位 を王 位 簒 奪 と判 断， 軍 を率 い て イ タ リア に

向 か う。951年9月23日 ， オ ッ トー1世 は 嘗 て の ラ ン ゴバ ル ド王 国Lango-

bardenreichの 首 都 パ ヴ ィ ァ に姿 を 現 す。 が， そ の 前 日 に は べ ー レ ン ガ ル2

世 親 子 はパ ヴ ィ ァを去 って い た。 そ の年 の暮 れ， オ ッ トー1世 は， 選 挙 も戴

冠 も無 しに イ タ リア王 位 に 即 き， ア ー デ ル ハ イ ドと結 婚 す る。 こ の 時 オ ッ

トー1世 は皇 帝 戴 冠 を 考 え た が， ロー マ の 情 勢 が そ れ を 許 さ な か っ た28)。

952年 ， オ ッ トー1世 は ア ゥ ク ス ブ ル クAugsburgの 王 国 会 議 で 嘗 て の 敵

ベ ー レ ンガ ル2世 及 び ア ー ダ ル ベ ル トを赦 し， 両 人 に， 誠 実 誓 約 を さ せ た上

で， イ タ リア を授 封 す る。

 国 王 で あ る実 兄 に赦 され て948年 バ イエ ル ン太 公 に任 じ られ た ハ ィ ン リヒ

1世 は， 兄 オ ッ トー1世 に誠 実 を 尽 す 。 彼 はハ ンガ リー人 と正 面 か ら向 き合

い， 彼 らに大 き な勝 利 を収 め た こ と もあ った。 彼 は951年9月 の べ 一 レ ンガ

ル2世 征 討 の国 王 軍 に も従 軍 す る。 そ の見 返 りに バ イエ ル ンに， 前 述 の ア ゥ

ク ス ブ ル ク王 国 会 議 で ， 辺 境 伯 領 ト リエ ン トTrient， ヴ ェ ロ ー ナVerona，

ア キ レ ィ アAquilejaと イ ス ト リアIstrienを 含 む嘗 て の ラ ン ゴバ ル ド王 国 の

28) LMA， Bd. VI， Sp.1565.
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太 公 国 ブ リア ゥル29)Friaulが 併 合 さ れ る こ と が 決 ま る。 山 国 バ イ エ ル ン

は念願 の 海岸 を手 に入 れ ， 東 フ ラ ンク王 国 は南 方 へ の通 路 を よ うや く確 保 す

る。

 953年 ， 王息 で シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 リ ゥ ドル フ(*930一 太公950-954一 †957)と ，

王女 リゥ トガル ド30)の夫 で ロ ー トリ ンゲ ン太 公 コ ン ラー ト赤 毛 公 が ， ア ル ヌ

ル フ悪 玉 公 の 三 男 で バ イ エ ル ン の 宮 廷 伯 ア ル ヌ ル フPfalzgraf Arnulf in

Bayern(*?一 †954)を 巻 き込 ん で， オ ッ トー1世 に対 す る謀 反 を 起 こす 。 彼 ら

の謀 反 は オ ッ トー1世 を そ の対 象 に して い た が， 主 敵 はバ イエ ル ン太 公 ハ ィ

ン リヒ1世 ハ ィ ン リ ヒの た め に彼 らは様 々 な場 面 で国 王 か ら袖 に され た，

とい うの が そ の主 因 で あ る。 こ の謀 反 に反 ハ ィ ン リ ヒ ・反 ザ ク セ ンの空 気 漲

るバ イエ ル ン人 もそ の 殆 ど が 加 わ る。 こ の大 叛 乱 の 最 中， ハ ンガ リー軍 が

ア ゥ ク ス ブル ク近 郊 に現 れ る。 リ ゥ ドル フか コ ンラ ー トか がハ ンガ リー人 と

手 を 結 ん だ の で は な い か ， と言 わ れ るが ， 真 相 は不 明。 この 事 件 が 転 機 と

な って叛 乱 軍 側 は一 挙 に不 利 な立 場 に追 い込 まれ ，955年5月 ， オ ッ トー1

世 はや っ と この大 叛 乱 の鎮 圧 に成 功 す る。

 上 に見 た よ うに， オ ッ トー1世 は， 有 力 諸 侯 或 い は 自分 の兄 弟 ・子 供 た ち

か ら叛 乱 攻 め に遭 う。 東 フ ラ ンク王 国 に と って 非 常 に危 機 的 な状 況 の中 で 国

王 オ ッ トー1世 が そ の 支 配 の 拠 り所 に した の は王 国 教 会 で あ っ た。 国 王 即 位

の 際 の塗 油 の儀 式 か ら生 まれ る神 政 的 観 念 が ， オ ッ トー1世 に そ の よ うな王

国教 会 へ の 関与 を正 当化 して い た。 彼 は次 々 と所 領 や特 権 を教 会 に賦 与 し，

代 償 と して 司教 や 僧 院 長 に対 して 王 国 へ の奉 仕Reichsdienstを 求 め た。 王 弟

で ケ ル ンK61n大 司 教 ブル ンBrun(*923一 在 位953一†965)は そ の典 型 的 な例 で，

29)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen，5.292.

30)LMA， Bd. IV， Sp.2161に よれば， 様 々な状況で オ ッ トー1世 を支え たシ3

  ヴァーベ ン太公 ヘ ルマ ン1世 が949年 に死 去 し，後任 に947年 に彼 の娘 イー タ

  Ita(或 はIda)を 娶 って いた王 息 リゥ ドル フが任 命 され る。 リゥ ドル フ及 び

  リゥ トガル ドはオ ッ トー1世 の最 初の妻 エ ドギスEdgithと の間に出来 た王子 と

  王 女，っ ま りタ ングマル の弟 妹。 エ ドギ スは イギ リス国王 エ ドアー ドEduard

  (在位901-925)の 王女 。
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彼 は， リ ゥ ドル フの 大 叛 乱 が 頂点 に達 して い た と き， 司教 職 に加 え て ロー ト

リンゲ ン太 公職 を 引 き受 け31)，国 王 で あ る兄 を支 え る。 オ ッ トー1世 を巡 る

窮 境 か ら生 ま れ た の が所 謂 「王 国教 会 制 度Reichskirchensystem」 で ，929年

の約 定 の落 し子 と言 え る。

 955年 ， 大 叛 乱 が収 拾 さ れ て一 ヶ月 後 の6月 ， ハ ンガ リー軍 が嘗 て無 い程

の規 模 で シュ ヴ ァー ベ ン方 面 に 向 か って バ イエ ル ンに侵 入 して来 る。 バ イエ

ル ン太 公 ハ ィ ン リヒは即 座 に抵 抗 を諦 あ， オ ッ トー1世 に急 使 を送 る。 オ ッ

トー1世 は， 大 叛 乱 の収 拾 直後 か ら， ス ラ ヴ人Slawenと の対 応 に追 わ れ て

い た。 しか し彼 の決 断 は速 か った。 長 期 に亙 った 内戦 も収 あ て い る こ と で も

あ り， 西 方 世 界 に お け る東 フ ラ ンク王 国 の覇 権 確 保 の た あ， 彼 は， 全 国 に非

常 召 集 令 を発 してハ ンガ リー軍 と戦 う決 意 を直 ち に固 め， 選 りす ぐ りの近 衛

兵 と共 に ザ ク セ ンを 発 っ。 内戦 の し こ りは解 消 して い た。 彼 は ウル ムUlm

周 辺 で ， 馳 せ 参 じた ボ ヘ ミア人 ， フ ラ ンケ ン人 ， シ ュ ヴ ァ ーベ ン人 ， バ イ ェ

ル ン人 と合 流 ，8月10日 ， レ ヒ フ ェ ル ト(Lechfeld=レ ヒ河 原)で ハ ン ガ

リー人 と戦 いを 交 え る。 これ が有 名 な 「レヒ フ ェル トの戦 いSchlacht auf

dem Lechfeld」 。 ハ ンガ リー人 は二 度 と立 ち上 が れ ぬ程 の壊 滅 的打 撃 を受 け，

戦 い は東 フ ラ ンク王 国 側 の 圧 勝 に終 る。 以 後 ， ハ ンガ リー人 の侵 寇 は西 方 世

界 か ら絶 え る32)。こ の 直 後 の11月1日 ， バ イ エ ル ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ1世 は

死 去 ， そ の後 任 に そ の子 息 で 当 時4歳 の ハ ィ ン リヒ2世 喧 騒 公33)Heinrich II.

31) 東 フ ラ ンク王 国 の歴 史 上 ， 大 司 教 が 太 公 を 兼 任 した 例 は， 後 に も前 に も皆 無 。

32) オ ッ トー3世 治 下 で 東 フ ラ ン ク王 国 の政 情 が 不 安 定 に な っ た985年 ， ハ ンガ

 リー人 が ブ リア ゥル まで 侵 出 して 来 た が ，991年 にな って ハ ィ ン リヒ2世 喧 騒 公

 はや っ と彼 らに勝 利 を 収 あ る(K.Reindel， Von den Karolingern zu den

 Welfen， S.296及 びAnm.129)。

33)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.297及 びAnm.133に よ

 れ ば， 「喧 騒 公 」 と い う綽 名 は 後 世 が 彼 に与 え た も の で ， ア ヴ ェ ンテ ィ ー ヌ ス

 Aventinus(本 名Johannes Turmair[*1477一 †1534])が 「バ イエ ル ン歴 代 太 公

 年 代 記Annales ducum Boiariae」 の 中 で 用 い た表 現rixosus「 喧 嘩早 い」 が

 き っか け に な った可 能 性 が 大 きい。
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der Z舅ker(*951一 太公955-976， 太公985一 †995)が 任 ぜ られ る。 オ ッ トー1世

は， 同 年 ， 更 に レ ク ニ ッ河Recknitz周 辺 の ス ラ ヴ人 も征 圧 す る34)。これ ら

の勝 利 は東 フ ラ ン ク王 国人 の帰 属 意識 を 強 め る と共 に， オ ッ トー の名 声 を世

に轟 か せ る。

 ハ ンガ リー人 問題 に決 着 を付 けた オ ッ トー1世 を 待 って い た の は， ま た ま

た イ タ リア を 巡 る問 題 で あ った 。959年 ， ベ ー レ ンガ ル2世 の 子 息 ウ ィ ド

Wido或 は グイ ドGuido(生 没年 等 は不 詳)が ス ポ レ トSpoleto太 公 国 を 征 圧 ，

ロ ーマ教 皇 を脅 か す35)。 教 皇 ヨハ ネ ス12世Johannes XII.(在 位955-963)は

イ タ リア国 王 で も あ る オ ッ トー1世 の イ タ リア 復 帰 を 望 む 。961年 ， オ ッ

トー1世 は， 子 息 オ ッ トー(後 のオ ッ トー2世)を 東 フ ラ ンク王 国 の共 治 王 に

即 位 させ て 王位 継 承 を 固 あ た 上 で ，教 皇 と イ タ リア の豪 族 の要 請 に応 え て イ

タ リアに入 り， 漸 くべ 一 レ ンガ ル2世 らの 策 動 に終 止 符 を打 っ 。 皇 帝 べ 一 レ

ンガ ル1世 が 没 して 以 来 凡 そ40年 振 りに962年2月2日 ロ ー マ で ， 西 方 世

界 を震 撼 させ た ハ ンガ リー 人 を 打 ち 破 った 強 力 な皇 帝 ， カ トリ ック世 界 の星 ，

オ ッ トー1世(=大 帝)が 誕 生 す る。 彼 は， ロ ー マ教 皇 座 の所 領 や諸 権 利 を

保 障 し， 北 部 及 び 中 部 イ タ リア の皇 帝 支 配 を 固 あ た 上 で ，965年 に な っ て

や っ と帰 国 す る。

 か ね て か らオ ッ トー1世 は ス ラ ヴ人 居 住 域 に対 して も東 フ ラ ン ク王 国 の政

治 力 を及 ぼ す と同 時 に， キ リス ト教 の布 教 に努 力 して い た。 彼 は，948年 ，

オル デ ン ブル クOldenburg司 教 座 ， ブ ラ ンデ ン ブ ル クBrandenburg司 教 座 ，

ハ ー フ ェ ル ベ ル クHavelberg司 教 座 等 を，968年 ， メ ル ゼ ブ ル ク司 教 座 ，

マ イセ ンMeiBen司 教 座 ， ツ ァ ィ ツZeitz司 教 座(後 にナ ゥムブルクNaumburg

へ移設)を ，972/73年 ， プ ラハPrag司 教 座 を設 立 す る。 彼 は これ らス ラ ヴ

の 諸 司 教 座 を統 括 す る大 司 教 座 を 設 置 しよ う と した が ， こ れ に は マ ィ ン ッ

Mainz大 司 教 ， ハ ル バ シ ュ タ トHalberstatt司 教 が 強 く反 対 した た あ 当 初 は

実 現 しな か った。 しか し皇 帝 戴 冠 を 終 え た968年 ， オ ッ トー は皇 帝 の権 威 を

34) LMA， Bd. VI， Sp.1565.

35) Ebd.， Bd.1， Sp.1933.
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利 用 し， ビザ ン ッ帝 国 と の 問 題 で ロ ー マ 教 皇 ヨハ ネ ス13世Johannes XIII.

(在位965-972)を 手 助 け した こ と もあ って， 教 皇 の 同 意 を 得 て ， マ クデ ブル

クMagdeburgの 聖 マ ゥ リテ ィ ゥスSankt Mauritius僧 院 を， ブ ラ ンデ ン ブル

ク司 教 座 ・ハ ー フ ェル ベ ル ク司 教 座 ・メ ル ゼ ブ ル ク司 教 座 ・マ イ セ ン司 教

座 ・ッ ァ ィツ司 教 座 を属 司 教 座 とす る マ クデ ブル ク大 司 教 座 へ と昇 格 させ て

教 会組 織 の 整 備 に成 功 す る。 オ ッ トー1世 は， そ の後 も皇 帝 問 題 を 巡 る ビザ

ン ッ帝 国 と の 関 係 改 善 に 努 力 し，972年 ， 彼 は次 の 国 王 オ ッ トー(後 の2

世)を ， ビザ ンッ帝 国 皇 帝 ヨハ ネ ス1世 ツ ィ ミス ケ スJohannes I. Tzimiskes

(*925?一†976)の 同 意 の 元 ， ツ ィ ミス ケ ス の 姪 テ オ ー フ ァ ヌTheophanu或 は

Theophanoと 結 婚 さ せ る。 これ に よ り， ビザ ン ッ帝 国 もオ ッ トー朝 皇 帝 を

承 認 す る36)に至 っ た， と考 え て よ か ろ う。 この よ うな ， オ ッ トー大 帝 の聖

俗 ・国 内 外 に亙 る並 み並 み な らぬ努 力 に よ って， 東 フ ラ ン ク王 国 の統 合 ・発

展 の 基 盤 が 形 成 され る。 オ ッ トー1世 は973年5月 ， 死 去 す る。

 オ ッ トー1世 の 死 去 を受 け て オ ッ トー2世Otto II.(*955一 在位961/73一 皇帝

967一†983)が 円滑 に後 を継 ぐ。 しか し翌974年 ， ハ ィ ン リ ヒ2世 喧 騒 公 が 従

兄 弟 の 国 王 オ ッ トー2世 に対 して 謀 反 を 企 て る。 ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 の 父 は，

既 述 の よ うに， オ ッ トー1世 の 弟 ハ ィ ン リ ヒ1世 バ イ エル ン太 公 ， 母 は アル

ヌ ル フ悪 玉 公 の息 女 ユ ー デ ィ ト。 ユ ーデ ィ トは， シ ュ ヴ ァ ーベ ン太 公 リゥ ド

ル フ(在 位950-954)と 彼 女 の 実 弟 の バ イエ ル ンの 宮 廷 伯 アル ヌル フ等 が企 ん

だ953年 の 大 叛 乱 の 際 ル ー イ トポ ル ド家 の 中 で 只 一 人 叛 乱 側 に組 み さ な

か っ た。 そ の た あ彼 女 は一 時 バ イエ ル ンか らの所 払 い を余 儀 な くさ れ て い た

が37)，955年 ， 父 を亡 く して直 ぐ4歳 に して太 公 位 に即 い た ハ ィ ン リ ヒ2世

喧騒 公 に は後 見 役 が 必 要 と さ れ， そ の役 を務 あ た の が母 ユ ー デ ィ トと フ ラ イ

36)476年 の西 ロー マ帝 国 滅 亡 後 は， ビザ ンッが ロ ー マ帝 国 を継 承 した ， と一 般 に

 理 解 さ れ る。 カ ー ル大 帝 は， 自 ら ロー マ 帝 国 皇 帝 にな り更 にル ー トヴ ィ ヒ1世 敬

 虔 帝 を 共 治 帝 に す る こ と に よ って， この 問 題(=両 皇 帝 問 題)を 先 鋭 化 させ た

 が ，こ れ に け りを付 け る こ とな く死 去 した。 これ の解 決 は15世 紀 に持 ち越 さ れ る。

37)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Weifen ，5.295.
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ジ ン グ司 教 ア ブ ラハ ムAbraham(在 職957-993?)。 ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 が い っ

か ら自立 的 に太 公職 に就 い た か は不 明 で あ るが， 当 時 の 成 人 年 齢 が16歳 と

され て い る こ とか ら， 彼 の場 合 は967年 頃 か ら， と推 定 され る。973年 ， ハ

ン ガ リ ー の 大 侯 ゲ ー ザGroﾟf�st Gezaの 使 節 団 が ク ヴ ェ ー ド リ ン ブ ル ク

Quedlinburgに や って 来 た が ， そ の 目的 は平 和 交 渉 を 巡 って の よ うで ， 成 人

に達 した ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 が ハ ン ガ リー 領 内 を盛 ん に荒 ら し所 領 の拡 大 を

図 って い た こ と に起 因 して の よ うで あ る38)。

 974年 ， この よ うな ハ ィ ン リヒ喧騒 公 が オ ッ トー2世 に謀 反 を 企 む 。 そ の

理 由 は明 らか で な く様 々 に憶 測 され て い るが ， 理 由 の 一 っ は， 彼 の実 妹 ヘ ド

ヴ ィ ヒHedwigの 夫 シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 ブル ヒ ァル ド3世Burchard III.(在

位954一†973)が 死 去 した と き， そ の後 任 に オ ッ トーOtto(在 位973一 †982，国王

オ ットー2世 の異母兄 リゥ ドル フの子，つ ま りハ ィンリヒ喧騒公 の従兄弟， の子)が

シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 に任 じ られ ， ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 が ， 無 視 さ れ た， と感 じ

た ら しい こ と， もう一 つ は， バ ーベ ンベ ル ク家 の二 人 の兄 弟 ， 即 ち， ノル ト

ガ ゥ辺 境 伯 ベ ル トル ドBerthold(†980)と オ ス トマ ー クOstmarkに 勢 力 を張

る新 バ ー ベ ンベ ル ク家j�gere Babenbergerの 始 祖 ル ー イ トポル ド1世Luit-

pold I.(=レ ォポル ドLeopold I.†994)， の両 兄 弟 が夫 々 の領 地 で勢 力 を 伸 ば

しつ つ あ り， 両 兄 弟 を国 王 オ ッ トー2世 が， バ イエ ル ン太 公 の権 力 を 弱 体 化

さ せ る た め， 意 識 的 に支 援 して い た こと にハ ィ ン リヒ喧 騒 公 が脅 威 を 感 じた

ら しい こ と， と され る39)。兎 も角 ， 喧 騒 公 は ル ー イ トポ ル ド家 の 肉親 及 び関

係 者 一 彼 の 従 兄 弟 ラ ィ ゼ ン ス ブ ル ク の ベ ル ト ル ドBerthold von Rei-

sensburg(†976年 以 後)， 彼 の叔 母(名 前不詳)の 配 偶 者 で オ ス トマ ー ク辺 境

伯 兼 レー ゲ ンス ブル ク城 伯 ブル ヒ ァル ドBurggraf Burchard(在 職955-976)，

彼 の後 見役 の一 人 フ ラ イ ジ ン グの ア ブ ラハ ム等  か ら支 援 を 受 けっ っ ， こ

の 陰謀 に ボ ヘ ミア太 公 ボ レス ラ フ2世Boleslav II.(在 位967或 は973?一†999)

及 び ポ ー ラ ン ド太 公 ミエ シ ュ コ1世Mieszko I.(在 位960?一 †992)を も引 き入

 38) Ebd.，5.296.

 39) Ebd.，5.297.
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れ た。 しか しこの 陰 謀 は発 覚 ， そ の年 の内 に そ の共 謀 者 た ち は捕 え られ イ ン

ゲ ルハ イムIngelheimに 送 られ る。975年 に オ ッ トー2世 が ボ ヘ ミア太 公 ボ

レス ラ フ2世 に軍 を 向 けた の も この 陰 謀 に関連 して で あ ろ う。976年 始 あ，

イ ンゲ ル ハ イム か ら脱 出 した ハ ィ ン リヒ喧騒 公 はバ イ エ ル ンで 支 持 者 を集 め

て再 度 謀 反 を起 こす が， これ はオ ッ トー2世 に鎮 圧 され る。 そ の後 もハ ィ ン

リヒ喧 騒 公 の策 動 は続 くが， この事 件 を き っか けに オ ッ トー2世 はバ イエ ル

ン関 係 の太 公 領 の再 編 成 を行 う。 ル ー イ トポ ル ド家 と姻 戚 関 係 にあ っ た ブル

ヒ ァル ドに替 え て ， ル ー イ トポル ド1世(在 職976一 †994)を オ ス トマ ー ク辺

境 伯 に任 命 し， 更 に， ケ ル ンテ ン及 び ヴェ ロー ナ， ア キ レ ィア とイ ス ト リア

を バ イエル ンか ら切 り離 して ケ ル ンテ ン太 公 領40)と し， そ の太 公 に ル ー イ ト

ポル ド家 の元 バ イエ ル ン太 公 ベ ル トル ドの 遺 児 ハ ィ ン リ ヒ3世Heinrich III.

(†989，ヘ ツ ィロHezilo41)と も呼ば れ る)を 任 命 ， 残 余 の バ イエ ル ン太 公 領 を

シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 オ ッ トー に委 ね る。 オ ッ トー2世 は こ う して 東 部 辺 境 地

域 及 び イ タ リアへ の 出兵 に と って重 要 な地 域 を信 頼 の 置 け るハ ィ ン リ ヒ3世

(ヘツィロ)に 委 ね， 新 興 勢 力 バ ー ベ ンベ ル ク家 に も辺 境 伯 の 地 位 を 与 え る こ

と に よ り， 同 家 に も配 慮 した人 的 配 置 を行 う。

 しか し977年 ， ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 は， ボ ヘ ミア の援 助 を得 て， ケ ル ンテ ン

太 公 ハ ィ ン リ ヒ3世(ヘ ツ ィロ)と ア ゥ ク ス ブ ル ク 司 教 ハ ィ ン リ ヒ42)Hein-

rich(*?一 †982)と 共 に， バ イエ ル ンを 奪 取 しよ う とす る。 彼 らは ボ ヘ ミア と

の交 通 に と って重 要 な パ ッサ ゥを 占拠 す る。 オ ッ トー2世 は バ イエ ル ン太 公

オ ッ トー と共 に， 先 ず ボ ヘ ミア太 公 ボ レス ラ フ2世 を圧 伏 し， そ れ か らパ ッ

40) Peter Rassow(hg.)， Deutsche Geschichte imﾜberblick ， ein Handbuch，

 Stuttgart，1. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung，1973.5.118.

41) Ludwig Schrott， Die Herrscher Bayerns-Vom ersten Herzog bis zum

 letzten K�ig， S�deutscher Verlag M�chen，1966.5.38.

42) この ハ ィ ン リヒ は， ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の名 前 不 詳 の娘 とオ ス トマ ー ク辺 境 伯 ブ

 ル ヒ ァル ド との 間 の 子 息 ， っ ま りア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の 孫 に あ た り，973年 か ら

 ア ゥ ク ス ブ ル ク司 教 に な って い た 。後 述 の よ う に南 伊 ア プ ー リ ェ ンApulien地

 方 の コ ロ ンネ岬Capo Colonneで 戦 死 す る。
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サ ゥを 包 囲 ， ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 を 降 す 。 喧 騒 公 は ユ トレ ヒ ト司 教 フ ォ ル ク

マ ーFolkmar von Utrecht(在 職976-991)の 許 に追 放 され ， ハ ィ ン リ ヒ3世

(ヘッィロ)も 追 放 され る(追 放 先不明)。 ケ ル ンテ ン太 公 に は， ロ ー ト リンゲ

ン太 公 コ ン ラ ー ト赤 毛 公 の 子 息 ， つ ま りオ ッ トー2世 の 甥 の ヴ ォ ル ム ス の

オ ッ トー43)Otto von Worms(*?一 †1004)が 任 命 さ れ る。 以 上 の よ うな結 末 で，

二 人 の オ ッ トー対 三 人 の ハ ィ ン リ ヒの 騒 乱 ， つ ま り， 国 王 オ ッ トー2世 と

シ ュ ヴ ァー ベ ン太 公 兼 バ イエ ル ン太 公 オ ッ トー， 対 ， ハ ィ ン リヒ2世 喧 騒 公

とハ ィ ン リ ヒ3世(ヘ ツィロ)と ア ゥク ス ブ ル ク司 教 ハ ィ ン リ ヒ， の叛 乱 は

決 着 す る44)。

 皇 帝 オ ッ トー2世 の イ タ リア政 策 は， 当初 か ら南 イ タ リア を そ の支 配 下 に

置 く こ とを 狙 う もの で ， そ れ は， ア ル プ ス を挟 む広 大 な領 域 を支 配 下 に収 め

ビザ ン ッ帝 国 を上 回 る帝 国 を 形 成 す る， と い う帝 国 政 策 の一 環 を成 す 。 当然 ，

南 イ タ リアを支 配 して い る ビザ ンッ帝 国 及 び イ ス ラ ム勢 力 の排 除 が 前 提 に な

る。981年 ， 皇 帝 オ ッ トー2世 は南 イ タ リア支 配 の た め 出兵 ， バ イ エ ル ン太

公 オ ッ トー もそ れ に参 加 す るが， 皇 帝 軍 は982年7月 ， 南 イ タ リアの ア プ ー

リェ ン地 方 の コ ロ ンネ 岬 に お け る イ ス ラ ム勢 力 との 戦 闘 で 決 定 的 な 敗 北 を 蒙

り， オ ッ トー2世 は， ビザ ンッ帝 国 の 船 で 逃 れ ， 辛 う じて 命 拾 い を す る有

様45)。 以 後 イ タ リア に お け る東 フ ラ ン ク王 国 の影 響 力 は大 き く低 下 ， バ イ エ

ル ン太 公 オ ッ トー も帰 国 の途 上 ル ッカLuccaで11月 に死 ぬ。 イ タ リア で の

大 敗 北 に 直 面 して 皇 帝 オ ッ トー2世 は 強 力 な諸 侯 と の 妥 協 に 追 い込 ま れ，

983年5月 の ヴ ェ ロ ー ナ で の王 国 会 議 で は， 南 イ タ リアで死 亡 した バ イ エル

ン太 公 オ ッ トー の後 任 に， 追 放 され て い たハ ィ ン リ ヒ3世(ヘ ッィロ)を 任

43)Otto von Wormsは ，985年 まで ケ ル ンテ ン太 公 職 に留 ま っ た と さ れ て い る

 た め ，Otto von K舐ntenと も呼 ば れ る。985年 ， 新 設 の ヴ ォ ル ム ス太 公 領 の太

 公 に 任 命 され ，995年 に は ヴ ェ ロ ーナ 辺 境 伯 ，1002年 に は再 び ケ ル ンテ ン太 公 の

 地 位 に 就 く。 彼 は バ イエ ル ン太 公 オ ッ トーの 従 兄 弟 に あた る。

44)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Weifen，5.300.

45) LMA， Bd. II， Sp.1484.
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ず る一 一彼 は以 後 オ ッ トー2世 に忠 誠 を尽 す 。 同 王 国 会 議 で は， 更 に， オ ッ

トー2世 の長 男 オ ッ トー(後 の オッ トー3世)が 後 継 国 王 に決 定 され る。983

年 夏 ， 皇 帝 不 在 を 衝 い て ， エ ル ベ 河Elbe及 び ザ ー レ河Saale東 域 の ス ラ ヴ

人 が 大 叛 乱 を 起 こす46)。彼 ら は， オ ッ トー1世 が 設 立 した ブ ラ ンデ ンブ ル ク

司 教 座 ， ハ ー フ ェル ベ ル ク司 教 座 を 破 壊 ， エル ベ 河 及 び ザ ー レ河 東 域 を 取 り

戻 す 。 イ タ リア で の 大 敗 北 に加 え て ， 王 国 東 域 で の ス ラ ヴ人 大 叛 乱 は皇 帝

オ ッ トー2世 の晩 年 に 暗 い影 を 落 と す。983年12月 オ ッ トー2世 は， ロ ー一

マ で ア ラ ブ人 との戦 闘準 備 中 に マ ラ リア に罹 って死 亡 ， 享 年28歳 。 彼 の 遺

骸 は  東 フ ラ ン ク王 国皇 帝 と して は彼 の み  ロー マ の サ ン ・ピエ トロ寺

院San Pietroに 葬 られ る。

 王 位 を 継 い だ の は， 王 国 会 議 の 決 定 通 り， 当 年3歳 半 の オ ッ トー3世

Otto III.(*980年6月 或 は7月 一在位983一†1002)。 彼 は， オ ッ トー2世 の死 を知

る直 前 の983年 ク リスマ ス に， ア ー ヘ ンAachenで 国 王 に戴 冠 され て い た。

追 放 先 の ユ トレ ヒ トか ら脱 出 したハ ィ ン リ ヒ2世 喧騒 公 が ， オ ッ トー3世 の

摂 政 職 を巡 って， 騒 動 を起 こす， 将 に世 間 を騒 が す男 。 オ ッ トー大 帝 を 伯 父

に持 つ 彼47)は， 男 系 で オ ッ トｮg世 に次 ぐ王 位 継 承 順 位 に あ った。 加 え て ，

王 母 テ オ ー フ ァ ヌ は当 時 未 だ イ タ リア に居 た。 これ は摂 政 職 を握 る上 で も テ

オ ー フ ァヌ よ り有 利 ， 当 時30歳 を超 え て い た喧 騒 公 は こ の幼 い 国 王 を奪 い

去 る。 摂 政 職 を手 中 に収 め て東 フ ラ ン ク王 国 の支 配 権 を握 ろ う， とい う喧騒

46)LMA， Bd. VI， Sp.23f.に よれ ば， この 大 叛 乱 を主 導 した の は西 ボ ム メ ル ン

 Vorpommern及 び メ ク レ ン ブル クMecklenburg地 域 即 ち ペ ー ネPeene両 岸

 域 に 居 住 し て い た ス ラ ヴ 人 の 部 族 連 合 体 ル テ ィ ー ツ ェ ンLutizen(或 は

 Liutizen)。 この 集 団 はZirzipanen， Kessiner， Tolensanen(或 はTollenser)

 及 びRedarier等 の ス ラ ヴ諸 部 族 か ら成 る。 オ ッ トー 大 帝 は こ の地 域 の ス ラヴ人

 の 自立 的支 配 を排 除 ， 堡 塁 の網 を巡 らせ て こ の地 域 を ロ ー マ教 会 組 織 に組 み込 ん

 で い た。 この よ うな 東 フ ラ ン ク王 国 の 侵 出 に対 す る反 感 がRedarierを 主 体 とす

 る激 しい叛 乱 を 生 ん だ 。

47)ハ ィ ン リ ヒ2世 喧 騒 公 の 父 はバ イ エル ン太 公 ハ ィ ン リヒ1世 ， バ イ エ ル ン太 公

 ハ ィ ン リ ヒ1世 は オ●ッ トー大 帝 の 弟 。
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公 の野 望 に対 し， マ イ ン ッ大 司教 ヴ ィ リギ スWilligisを 中心 と した諸 侯 が抵

抗 す る。 結 局984年6月 ， ハ ィ ン リヒ喧騒 公 はオ ッ トー3世 の身 柄 を返 還 し，

王 位 簒 奪 を断 念 す る。 以 後 王 母 テ オ ー フ ァ ヌが， 大 司教 ヴ ィ リギ スの後 援 を

得 て， そ の死(991年6月)ま で国 務 を 司 る。 ハ ィ ン リヒ喧騒 公 は， 今 度 は，

バ イ エ ル ン太 公 領 をハ ィ ン リ ヒ3世(ヘ ツィ ロ)か ら武 力 で奪 い 返 そ う とす

る。 が ， 旨 い具 合 に事 は運 ば な い 。 そ こで彼 は， ヘ ル マ ン伯48)Hermannの

仲 裁 に基 づ き， バ イエ ル ンを断 念 す る代 りに， 嘗 て バ イ エル ン太 公領 の一 部

で あ った ケ ル ンテ ン太 公 領 を返 還 す るよ う， 要 求 す る。 この 彼 の要 求 を フ ラ

ンス国 王 ロ ター ル3世49)Lothar III.(*941一国王954一†986)も ロ ー トリ ンゲ ン奪

還 が らみ で支 持 す る。 そ こで985年1月 ， フ ラ ン ク フル ト王 国会 議 は事 態 の

拡 大 防 止 の た め， 調 整 を行 い， ヴ ォル ム スの オ ッ トー を， ケ ル ンテ ン太 公職

か ら解 い て， ヴ ォル ム ス太 公 領 を新 設 して そ の太 公 に任 じ， ハ ィ ン リヒ3世

(ヘッ ィロ)を ， バ イエル ン太 公 職 か ら解 いて ， ケ ル ンテ ン太 公 に任 じ， ハ ィ

ン リ ヒ2世 喧 騒 公 をバ イエ ル ン太 公 に任 命 す る。 各 々 が元 の古 巣 に戻 った形 。

986年 の 復 活 祭 に， 東 フ ラ ン ク王 国 国 王 オ ッ トー3世 は ク ヴ ェー ド リン ブル

クで 王 国 会 議 を開 催 ， 続 い て華 や か な祝 宴 を催 す。 祝 宴 で は， バ イエ ル ン太

公 ハ ィ ン リ ヒが 内 膳 役 を， ケル ン テ ン太 公 ハ ィ ン リ ヒが 献 酌 役50)を， 厳 か且

っ 円満 に， 務 め る。

 989年10月 ， ケル ンテ ン太 公 ハ ィ ン リ ヒ3世(ヘ ツィロ)が 死 去 す る

ル ー イ トポ ル ド家 の始 祖 ル ー イ トポ ル ド伯 が895年 に バ イエ ル ンの辺 境 域 の

48)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen，5.301に よ れ ば， ヘ ル マ ン

 伯 は ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の子 ， と想 定 さ れ る。 だ とす れ ば ヘ ル マ ン伯 は ハ ィ ン リヒ

 2世 喧 騒 公 の 「伯(叔)父 」 に当 た る。

49) ロ タ ー ル3世 の 父 は西 フ ラ ンク王 国 国 王 ル イ4世Louis Iv.で あ るの で ， ロ

 タ ー ル3世 は カ ー ロ リ ング家 の末 裔 。 母 は オ ッ トー1世(=大 帝)の 妹 ゲ ル ベ ル

 ガ， 従 って ロ タ ー ル3世 とハ ィ ン リ ヒ2世 喧 騒 公 は従 兄 弟 同士 の 関係 に あ り， こ

 の 両 者 は オ ッ トー3世 の祖 父 オ ッ トー1世 を伯 父 に持 つ。 ロ ター ル3世 は ロー ト

 リ ンゲ ン奪 還 を巡 って オ ッ トー2世 と戦 火 を交 え て い た。

50) 本 稿 註18参 照 。



78

統 括 を 委 ね られ て か ら凡 そ100年 の 間 ル ー イ トポル ド家 はバ イ エル ンの 政 治

に 関 わ った  そ の 結 果 ， ル ー イ トポル ド家 男 系 は絶 え る。 そ こで ， ハ ィ ン

リ ヒ3世(ヘ ツ ィロ)の 太 公 領 ケ ル ンテ ンを ハ ィ ン リ ヒ喧 騒 公 が 受 け継 い だ

結 果 ， 喧騒 公 は嘗 て の バ イエ ル ン太 公 国 の 全 領 域 を 手 中 に す る こ とに な る。

以 後 ， 彼 の喧 騒 ぶ りは姿 を消 し， 死 ぬ(995年)ま で オ ッ トー3世 に忠 誠 を

尽 す。 彼 は ブ ラ ンデ ン ブル ク奪 還 を 目指 す オ ッ トー3世 の ス ラ ヴ人 征 圧 に も

従 軍 す る。

 991年 ， 王 母 テ オ ー フ ァヌ が死 去 す る と， 祖母 で あ る皇 太 后 ア ー デ ル ハ イ

ドが オ ッ トー3世 の摂 政 を務 め る。994年9月 ， 彼 は帯 刀 の 儀 を行 い ， 自 ら

政 務 を執 り始 あ る。 早 速 彼 は， ロ ー マ行 きの決 心 を表 明， そ の政 策 の基 本 構

想 を 明 示 す る。 当 時 ， 彼 は， カ ラ ブ リア出 身 の ヨハ ネ ス ・フ ィ ラ ガ トスJo-

hannes Philagathosや 王 宮 礼 拝 堂 司 祭 ベ ル ンヴ ァル ド51)Bernward(*960年?一

†1022)か ら， キ リス ト教 の 在 り方 や王 国 の 基 本 的 政 策 に っ い て充 分 な教 育

を受 けて い た 。 後 に彼 は， 時 代 を 代 表 す る精 神 生 活 の 指 導 者 プ ラハ の ア ー ダ

ル ベ ル ト52)Adalbert等 を そ の身 辺 に集 め ， イ タ リア の隠 者 カ マ ル ド リの ロ

ム ァル ド53)Romuald von Camaldoliに も深 く共 鳴 す る。

51)LMA， Bd.1， Sp.2012f.に よれば，ベル ンヴァル ドはザ クセ ンの大豪族 の出，美

  術 ・工芸 に も明 るいルネ ッサ ンス的人 物。ユ トレヒ トの司教 フォル クマー(本 稿

  75ペ ー ジ)は 彼 の叔(伯)父 。987年 王宮礼拝堂司祭 にな り，989年 オ ッ トー3

  世 の教育係 を命 じられ る。993年 ヒルデスハ イムHildesheimの 司教 にな る。 彼

  は， オ ッ トー朝司教 の典型 的人物 で，精神生活 の向上，教会規律 の淳化及 び教養

  の深化，教会組織 の拡大 に意 を用 いた。

52) LMA， Bd.1， Sp.101f.に よれば， アーダルベル ト (*956一†997)は ザ クセ ンの

  リゥ ドルフ ィング家 と姻戚関係が あるとされる侯家 の出，983年 プ ラハ司教 にな

  り，988年 その職 を辞 しローマに行 く。 彼 がオ ッ トー3世 と交流 を持 ったのは，

  サ ン ・ボニフ ァッィォとア レッシォの僧団 にいた時。彼 はプロイセ ンの異教徒へ

  の宣教活動中， 殉死 す る。 ポー ラン ド太公 ボ レス ラフ1世 フロブ リBoleslaw I.

  Chrobry(*966?一 †1025)は その遺骸 をプ ロイセ ン人 か ら買 い取 り， 首都 グネー

  ゼ ンGnesenに 葬 る。1000年 オ ッ トー3世 はアー ダル ベル トの墓 に詣で この地

  に大司教座 を設 置す る。

53)LMA， Bd. VII， Sp.1019f.に よれ ば， ロム ァル ド(*950?一 †1027)は ，公子 と し
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 996年 初 め， オ ッ トー3世 は イ タ リア に 向 か う。 そ の 途 中 ヨハ ネ ス15世

Johannes XV.(在 位985-996)の 死 去 の知 らせ を知 り， 従 兄 弟 ヴ ォル ム ス太 公

オ ッ トー の子 息 ブ ル ンBrunを 教 皇 に指 名 ， そ の 名 を グ レゴ リ ゥス5世Gre-

gorius V.(在 位996一†999)と す る。 東 フ ラ ン ク王 国 出身 の教 皇 の 誕生 で あ る。

オ ッ トー3世 は身 内 で あ る この グ レ ゴ リゥス5世 の 手 か ら同 年5月 皇 帝 に戴

冠 さ れ る。 皇 帝 オ ッ トー3世 は政 教 合 同 の王 国会 議 を 開 催 し， 聖 俗 の 協 調 ・

連 帯 を 世 に明 らか に す る。 が ，実 態 は， 東 フ ラ ン ク王 国 国 王 が 教 皇 座 を 牛

耳 った こと に他 な らな い。 ロ ーマ の 豪 族 ク レシ ェ ンツ ォ2世Crescenzo II.

(*?一†998)を 筆 頭 と す る ロ ー マ人 は当 然 これ に反 発 ， オ ッ トー3世 が ロ ー マ

を去 る と 直 ぐ， 彼 ら は グ レ ゴ リゥ ス5世 を 追 放 ， オ ッ トー3世 の信 任 厚 い

フ ィラ ガ トスを 対 立 教 皇 に立 て ， ヨハ ネ ス16世Johannes XVI .(在 位997-

998)と す る。 今 や オ ッ トー3世 が 殴 り返 す 番 ，998年 彼 は再 び ロー マ入 り し，

ク レシ ェ ン ツ ォ2世 及 び そ の 一 派 を 捕 え て そ の 首 を斬 り， 逃 走 した フ ィラ ガ

トスを 捕縛 ， 肉 体 を 切 り刻 む 体 罰 を科 し， 僧 院 に押 し込 む54)。

 999年 ， 返 り咲 い た グ レ ゴ リゥス5世 が死 去 す る と， オ ッ トー3世 は前 年

 て10世 紀 半 ば ラ ヴ ェ ンナRavennaに 生 まれ た。 彼 は父 と共 に私 闘 に巻 き込 ま

 れ， こ れ を き っか け に 僧 に な る。 多 くの転 変 を 経 て，1021年 皇 帝 ハ ィ ン リ ヒ2

 世 に よ り彼 は モ ンテ ・ア ミア ー タMonte Amiataの 僧 院 長 に任 命 さ れ， カ マ ル

  ド リに隠 者 庵 を作 る。 ロ ム ァル ドの生 涯 は論 争 に 明 け暮 れ た。 彼 は聖 職 者 の腐 敗

 を厳 し く指 摘 ， 多 くの ベ ネ デ ィ ク ト会 士 の凡 庸 さ を も鋭 く批 判 ， 常 に全 ヨー ロ ッ

 パ の 優 れ た 人 士 と交 流 ， そ の 死 後 も， 例 え ば， ペ トル ス ・ダ ミ ア ー 二Petrus

 Damianiに 影 響 を 及 ぼ す 。 ロ ム ァル ドは11世 紀 の教 会 改 革 運 動 の精 神 的土 壌 を

 準 備 した 人 物 ， と され る。

54)LMA， Bd. V， Sp.542f.に よ れ ば， ヨハ ネ ス16世 フ ィ ラ ガ トス(*?一 †1001?)は

 カ ラ ブ リアKalabrien出 身 の ギ リ シ ア人 。 オ ッ トー3世 の 信 任 厚 く， ピ ァチ ェ

 ン ツ ァPiacenza大 司 教 及 び パ ヴ ィ ァ王 宮 長 を務 め ， 皇 帝 オ ッ トー3世 の 花 嫁 選

 び の特 使 と して ビザ ン ッ帝 国 に赴 く。 そ こか ら帰 国 した と き彼 は対 立 教 皇 に推 さ

 れ た。 彼 は押 し込 め られ た 僧 院 で1001年 頃 死 ん だ ， と さ れ る。 彼 の 受 け た体 罰

 は，verst�meltと 形 容 され て い る こ とか ら， よ ほ ど陰 惨 で 惨 忍 な刑 罰 ， 時 に

 17歳 の皇 帝 オ ッ トー3世 に す れ ば， 可 愛 さ余 って憎 さ百 倍， だ った の だ ろ う。
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に ラ ヴ ェ ン ナ大 司 教 に任 じて い た55)オ リヤ ッ ク の ジ ェ ル ベ ー ル56)Gerbert

von Aurillacを そ の後 任 に指 名 ， シル ヴ ェ ス タ2世Silvester II.(在 位999-

1003)を 名 乗 らせ る。 こ の名 は オ ッ トー3世 と ジェ ル ベ ー ル の支 配 意 図 を明

示 す る。 と言 うの も，4世 紀 ， シ ル ヴ ェ ス タ1世(在 位314-335)は コ ンス タ

ン テ ィ ー ヌ ス1世Constantinus l.(在 位 副帝306-324， 皇帝324-337)と 完 全 な

協 調 行 動 を と っ た， と言 わ れ ， そ の再 現 を 目指 して の命 名 ， と理 解 さ れ る か

らで あ る。 オ ッ トー3世 は， ジ ェ ル ベ ー ル や 後 の ケ ル ン大 司 教 ヘ リベ ル ト

Heribert(在 位999-1021)及 び ヴ ェル チ ェ ッ リの レオLeo von Vercelli(*?一 †

1026?)の 助 力 を得 て 「ロー マ帝 国 の 復 興Renovatio imperii Romanorum」 の

理 念 を 明 確 に し， ロ ー マ こそ 聖 権 と俗 権 の各 代 表 者 が職 務 を執 行 す べ き場 ，

この ロー マ か ら皇帝 はキ リス ト教 国 の人 民 ・支 配 層 を統 御 す べ し， と の固 い

信 念 を抱 くに 至 り  オ ッ トー3世 は伝 統 的 な 「コ ンス タ ンテ ィー ヌ ス の定

あ57)」を 無 視 し教 皇 領 の 存 在 そ の もの を 否 定 す る一 一 ロ ー マ 皇 帝 ア ゥ グ ス

55) Josef Fleckenstein， Horst Fuhrmann， Joachim Leuschner， Deutsche

 Geschichte：Sonderausgabe， Bd.1Mittelalter， G�tingen， Vandenhoeck&

 Ruprecht，1985. S.162(こ の 項 の 執 筆 者 はJ. Fleckenstein).

56)LMA， Bd. IV， Sp.1300ff.に よ れ ば， ジ ェル ベ ー ル(*950年?一 †1003)は ア キ

 タ ニ アの オ リヤ ック の質 素 な家 庭 に生 ま れ，970年 頃 ロー マ に 出 て教 皇 ヨハ ネ ス

 13世 の仲 介 で オ ッ トー1世 の 知 己 を 得 る。 オ ッ トー2世 の執 り成 しで982年 か

 ら1年 間 北 イ タ リアの 僧 院 ボ ッ ビ ォBobbio(現 イ タ リア領 で トレ ッ ビ ア河 谷 の

 町)の 僧 院 長 に な る。996年5月 彼 は オ ッ トー3世 に ロ ー マで 会 い，997年 オ ッ

 トー3世 に依 頼 され 彼 の 個 人 的 師 及 び政 治 上 の助 言 者 に な る。

57)Constitutum Constantini或 はKonstantinische Schenkung「 コ ンス タ ン

 テ ィ ー ヌ スの 寄 贈 」。LMA， Bd. V， Sp.1385f.及 びBrockhaus-Enzyklopadie，19.，

 vollig neu bearb. AufL， Mannheim，1990(以 下Brockhausと 省 略)， Bd.12， S.

 292等 に よれ ば ，1433年 ， この 文 書 は ロ ー マ に よ る偽 作 ， と断 定 され た。 この文

 書 はConfessio部 分 とDonatio部 分 か ら成 り， 前 者 は， ロ ー マ教 皇 シ ル ヴ ェ ス

 タ1世(在 位314-335)が 癩 病 と戦 う皇 帝 コ ンス タ ンテ ィー ヌス1世(=大 帝 ，

 在 位324-337)に 洗 礼 を 授 け た こ とか ら大 帝 の病 が 快 癒 した と い う シ ル ヴ ェ ス タ

 伝 説 ， 並 び に大 帝 の 信 仰 告 白 を 含 み ， 後 者 は， 教 皇 へ の感 謝 の念 か ら大 帝 が 教 皇

 に与 え た 諸 権 利 及 び 寄 贈 内 容 を 含 む 。 ロ ー マ教 皇 庁 は こ の文 書 を拠 り所 に して教

 皇 領 の 所 有 ・支 配 を 正 当 化 して 来 た 。 こ の偽 作 文 書 の成 立 時 期 は 「ピ ピー ンの寄
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ト ゥスAugustus(在 位 紀元前27一紀 元後14)が そ の 宮 殿 を 置 い たパ ラ テ ィー

ノPalatinoの 丘 に王 宮 を造 営 させ る。 彼 の真 意 は， 聖 権 を俗 権 の下 に 置 き，

ロー マ は も とよ り， 全 キ リス ト教 世 界 に君 臨 す る こ とに あ った。 彼 は， そ の

意 図 の実 現 を図 る際 ， 現 実 の力 関 係 を熟 慮 す る こ と は な く， 言 わ ば， 机 上 の

空 論 を， 即 ， 実 行 に移 した。 そ の結 果 ， ロ ー マ に と っ て は異 国 人 以 外 の何 物

で も な い 人 間 オ ッ トー3世 は，1001年 ， ロ ー マ の 豪 族 及 び市 民 に よ って

ロ ー マか ら追 い 出 され る。 教 皇 と共 に ラ ヴ ェ ンナ に逃 げ た彼 は， ロ ー マ奪 還

準 備 中 ， マ ラ リア を病 ん で死 去 す る(1002年1月24/23日)。 享 年21歳 ， 独

身 で あ っ た。 彼 の 業 績 と して 挙 げ られ るの は， 信 仰 上 及 び政 治 的 に尊 崇 して

いた ア ー ダル ベ ル トの 墓 を グ ネ ーゼ ン に詣 で 同地 に ポ ー ラ ン ド大 司教 座 を 設

置(1000年)， グ ラー ンGran(現 エ ステル ゴムEsztergom)に ハ ン ガ リー大 司

教 座 を 設 置(1001年)， ハ ン ガ リー 太 公 イ シ ュ トヴ ァ ー ンIstv舅を シ ュ テ

フ ァ ン1世58)Stephan I.(*970?一 国王1001一 †1038)と して ハ ンガ リー 国王 に即

位 さ せ， ビザ ン ッ帝 国 の影 響 力 を排 除 しっ つ 東 方 地 域 の カ ト リッ ク教 会 組 織

及 び国 家 体 制 を固 め た こ と， で あ った ろ うか。 「レ ヒ フ ェル トの戦 い」(本 稿

70ペ ー ジ参照)か ら半 世 紀 を 経 ず して， ハ ン ガ リー は西 方 世 界 の一 員 に な る

が ， 留 意 す べ き は， オ ッ トー3世 の真 意 は， ポ ー ラ ン ド及 びハ ンガ リー を東

フ ラ ン ク 王 国 に で は な く， 彼 の 想 念 に 厳 存 す る 「ロ ー マ 帝 国imperium

Romanorum」 に組 み込 む こ とに あ った点 ， で あ る。

  贈Pippinische Schenkung」(ラ ンゴバ ル ド人 が奪 った教 皇領 を小 ピ ピー ン

  Pippin der J�gere[*714/715一 宮宰741一国王751-768]が 奪回 し教皇 に返還す

  ると約 した小 ピピー ン文書)の 成立 当時(754/56年)か らフランク国王 カール

  の皇帝戴冠(800年)を 経て850年 頃迄， と想定 されてい る。J. Fleckenstein，

  Deutsche Geschichte：Sonderausgabe， Bd.1， S.161に よれ ば， オ ッ トー3世 は

  1001年 に この 「定 め」 を偽作， と非難 している。

58)J.Fleckenstein， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe ， Bd.1， S.163に よれ

  ば， シュテフ ァン1世 は996年 プ ラハ司教 アーダルベル トか ら洗礼 を受 け， オ ッ

  トー3世 が代父 になった， との こと。 彼 は997年 にバ イエル ン太公 ハ ィンリヒ2

  世 喧騒公 の息 女 ギ ーゼ ラGiselaと 結 婚 して いた。ギ ーゼ ラとバ イエル ン太 公

  ハ ィ ンリヒ4世(=皇 帝ハ ィ ンリヒ2世)は 兄妹 の間柄。
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 オ ッ トー3世 の 後 を継 い だ の は， ハ ィ ン リ ヒ2世 喧 騒 公 の 死 去(995年)

当 時， 既 に国 王 の許 可 を得 て共 治 太 公 と して バ イエ ル ン太 公 の地 位 に あ った

そ の子 息 ハ ィ ン リ ヒ4世Heinrich IV.(在 位995-1004，1009-1018)で ， 国 王 と

して はハ ィ ン リ ヒ2世Heinrich II.(*973/78?一 在位1002一 皇帝1014一 †1024)を 名

乗 る。 バ イエ ル ン太 公 ハ ィ ン リヒ4世 は， 父 ハ ィ ン リ ヒ2世 喧 騒 公 が974年

以 来 余 りに世 間 を騒 がせ 続 け た た め， 当初 ， 太 公 位 の相 続 か ら も排 除 さ れ た

か に見 え た。 父 太 公 が ユ トレ ヒ ト司 教 フ ォル ク マ ー の許 に追 放 さ れ た と き，

幼 児 ハ ィ ン リ ヒ もそ の側 杖 を 食 ってバ イエ ル ンを追 わ れ て ザ クセ ンの 司教 座

教 会 ヒル デ スハ イムHildesheimに 送 られ ， 聖 職 に 就 くよ う定 め られ る。 こ

れ は国 王 オ ッ トー2世 の差 し金 と推 定 され る。 オ ッ トー2世 は王 座 を競 い合

う者 を排 除 す る こ と を狙 って こ の措 置 を採 っ たが ， こ の彼 の差 し金 は， 幼 児

ハ ィ ン リ ヒへ の父 公 の影 響 を遮 断 す る上 で は， 好 ま しい結 果 を生 む。985年

以 後 ， 国 王 と和 解 した喧 騒 公 は， ハ ィ ン リ ヒ等 子 供 た ち の教 育 を レー ゲ ンス

ブ ル ク司 教 ヴ ォ ル フ ガ ングWolfgang(在 職972-994)に 委 ね る。 この地 の僧

院 聖 エ メ ラ ムst. Emmeramで ハ ィ ン リ ヒは， 司教 ヴ ォル フガ ン グを介 して ，

ロ ー トリ ンゲ ンの ゴ ル ツ ェGorze僧 院 に端 を 発 す る僧 院 改 革 運 動 を知 る。 父

太 公 に よ りバ イ エル ンに呼 び戻 され 政 務 に携 わ り始 め たハ ィ ン リ ヒは， 喧 騒

公 の 死 去 後 ， バ イエル ン豪 族 の 協 力 に よ りバ イ エル ン太 公 に選 出 され る59)。

彼 は， オ ッ トー3世 の 死 去 を 知 るや 早 速 ， 王 座 に即 く決 意 を固 め， 国 王 の遺

骸 に付 き添 いつ つ 王 国 権 標 を 手 中 に し， ケ ル ン大 司 教 ヘ リベ ル トか ら 「マ ゥ

リテ ィ ゥ スの 槍60)Mauritiuslanze」 を も奪 い去 る。 彼 は， 当初 反 抗 的 態 度 を

 59)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen， S.303 u. Anm.5.こ の こ と

   か ら当時 バ イエ ル ンの豪 族 が 太 公 選 出権 を持 っ て い た こ とが分 る。

 60) 聖 槍Heilige Lanzeと も言 わ れ， 日 本 の 三 種 の 神 器 に 当 た る 王 国 権 標

   Reichsinsignienの 一 っ 。1806年 神 聖 ロ ー マ帝 国 が 崩 壊 す る ま で ， 王 冠 ・十 字

   架 付 き宝 珠 ・王 笏 ・王 剣 ・聖 槍 な どが 王 国 権 標 と され るが ， 時 代 に よ って そ の 内

   容 は異 な る。LMA， Bd. IV， Sp.2020f.に よ れ ば， 何 故 こ の聖 槍 が11世 紀 に王 国

   聖 人 で あ る マ ゥ リテ ィ ゥス の槍 と呼 ば れ る よ う に な っ たか は不 明 で， 聖 槍 が王 国

・  権 標 と して 用 い られ た の はハ ィ ン リ ヒ2世 の即 位 の場 合 が 最 初 。 この聖 槍 は 「ロ
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取 って い た ヴ ォル ム ス太 公 オ ッ トー に 自分 の省轄 下 の ケル ンテ ン太 公 領 の移

譲 を 約 し， 彼 を懐 柔 す る。 と言 うの も， ヴ ォル ム ス太 公 オ ッ トー は， オ ッ

トー大 帝 の 孫  太 公 オ ッ トーの 両 親 は オ ッ トー大 帝 の 息 女 リ ゥ トガ ル ドと

ロー ト リ ンゲ ン太 公 コ ン ラー ト赤 毛 公61)_一一 に当 た る ため ， 王 座 を 狙 うバ イ

エ ル ン太 公 ハ ィ ン リヒ4世62)に と って ， 血 統 上 ， ラ イ ヴ ァル にな る可 能 性 を

秘 め て い た か らで あ る63)。ハ ィ ン リ ヒ4世 は，1002年7月7日 ， 即 ち オ ッ

トー3世 の没 後 半 年 を経 て， バ イエ ル ン， フ ラ ンケ ン及 び 高 地 ロー ト リ ンゲ

ンOberlothringenの 豪 族 の支 持 を受 け て マ イ ン ッ大 司教 ヴ ィ リギ スに よ り王

冠 を授 け られ， ハ ィ ン リヒ2世 と して 東 フ ラ ンク王 国 王 位 に即 く。 「夢追 い

人Vision舐オ ッ トー3世 の 後 を した た か な 現 実 政 治 家z臧er Realpolitiker

ハ ィ ン リヒ2世 が襲 った」 と い うAlfred Wendehorstの 表 現64)は， 彼 の即 位

  ンギ ヌスLonginusの 槍」 と も呼ば れ ることか ら も知 れ るよ うに，聖槍伝 説 は

  ヨーロ ッパ に広範 に存す る。 この聖槍 はイタ リアの支配権 を象徴す る， とされ，

  イタ リアの豪族 が高地 ブル グ ン ド国王 ル ー ドル フ2世 に献上 した もの， それを

  ル ー ドル フが，東 フランク国王ハ ィンリヒ1世 か らシュヴ ァーベ ン南部 を授封 さ

  れたの と引換え に，926年 ， ハ ィ ンリヒ1世 に贈 った， と言われ る。 オ ッ トー1

  世 は この聖槍 を手 に955年 マ ジ ャール人 との 「レ ヒフ ェル トの戦 い」 に臨ん だ

  一 一聖槍 は武運長 久 と弥 栄 を約 す る とされ る。 尚， オ ッ トー1世 の2度 目の妻

  アーデルハ イ ドはルー ドル フ2世 の息女(本 稿67ペ ージ参照)。

61)本 稿66ペ ー ジ参 照。

62)バ イエル ン太 公ハ ィン リヒ4世 の父 はバ イエル ン太公ハ ィン リヒ2世 喧騒公，

  祖父 はオ ッ トー大帝 の弟 バ イエル ン太 公ハ ィン リヒ1世 。従 ってハ ィ ンリヒ4世

  は リゥ ドル フィング家(=オ ッ トー家)直 系の男系子孫。

63) ヴォル ムス太公 オ ッ トーの他 に，血 統上，彼 の ライヴ ァル とされ るの は シュ

  ヴァーベ ン太公ヘ ルマ ン2世Hermann II.(*?一†1018/19)。 LMA， Bd. IV. Sp.

  2161に よれ ば，彼 は母 方 を通 して 東 フ ラ ンク王 国 国王 ハ ィ ン リヒ1世 の兄

  Thangmarタ ングマ ル(†912以 前) 一本稿64ペ ー ジに記述 されて い るオ ッ

  トー大帝 の兄 タ ングマル(†938)の 伯父一 の玄孫 と推定 されてい る。彼 は迫 り

  来 るハ ィ ン リヒ2世 軍 を前 に1002年10月1日 降伏 す る。血 統 と関 係無 しに，

  マ イセ ン辺 境伯 エ ケハ ル ドEkkehardが 王座 へ の名乗 りを あ げた。彼 は オ ッ

  トー3世 を支え た重臣の一人 であったが，1002年4月30日 彼 は何 らかの恨 みが

  原因で惨殺 された(LMA， Bd. III. Sp.1764f.に よる)。

64) LMA， Bd. IV， Sp.2038.
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経 過 か ら して も， 彼 の 治 世 内 容 か ら して も， 至言 と言 え よ う。

 即 位 後， 彼 は即 位 式 に欠 席 した ザ クセ ン， テ ィー リ ンゲ ンThUringen， 低

地 ロ ー ト リ ンゲ ンNiederlothringen及 び シ ュ ヴ ァー ベ ンの諸 太 公 国 を歴 巡 し

そ の支 配 を固 あ る。 東 国 ポ ー ラ ン ド対 策 で も彼 は現 実 政 治 家 の実 を発 揮 し，

ス ラ ヴ人 の異 教 徒 集 団 ル テ ィー ッ ェ ン65)と反 ポ ー ラ ン ド66)同盟 を結 ぶ。 これ

は ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 を思 い起 こさ せ る戦 略 で あ る が， これ に対 して国 内 か ら

轟 々 た る非 難 の声 が挙 が る。 彼 は， そ れ を意 に も介 さず ， 彼 ら異 教 徒 を も率

い て キ リス ト教 国 ポ ー ラ ン ドの国 王 ボ レス ラ フ1世 フ ロ ブ リに三 度 に亙 って

襲 い掛 か る。 結 局 ，1018年 の 「バ ゥ ツ ェ ンの和 約Frieden von Bautzen」 で

ハ ィ ン リ ヒ2世 は ボ レス ラ フ に ミル ゼ ン地 域67)Milsener Landと ラ ゥ ジ ッ

Lausitzを 封 と して 与 え る に留 ま る。

65)ハ ィ ン リヒ2世 に よ るル テ ィー ツ ェ ン (本 稿 註46参 照)と の 協 同 行 動 は彼 ら

 ス ラ ヴ人 の結 束 強化 及 び異 教 の復 活 を結 果 し， ハ ィ ン リ ヒ2世 の 後継 者 に よ る彼

  らへ の攻 撃 も， せ い ぜ い， 東 フ ラ ン ク王 国 の主 権 の名 目 的承 認 ， 及 び 王 国 へ の 朝

 貢 義 務 の設 定 しか生 ま な か った 。 しか し1056/57年 ， ル テ ィ ー ッ ェ ン内 部 に主

 導 権 争 いが 発 生 ， 連 合 体 と して の 機 能 は低 下 ，12世 紀 半 ば に ザ ク セ ン部 族 の 支

 配 下 に入 る。

66)P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick ， S.126f. u.129及 びJ.

 Fleckenstein， Deutsche Geschichte：Sonderausgabe， Bd.1， S.168に よ れ ば，

 ポ ー ラ ン ド国 王 ボ レス ラ フ1世 フ ロ ブ リは ボ ヘ ミアの 王 位 を巡 る混 乱 に乗 じて 君

 合 国 の 形 で ボ ヘ ミア を併 合 ， 東 フ ラ ン ク王 国 東 境 に一 大 ス ラ ヴ王 国 を誕 生 さ せ

 る。 これ は従 来 か らの 東 フ ラ ンク王 国 との 友 好 的 路 線 を 敵 対 的 政 治 路 線 へ と変 質

 させ る もの ， と判 断 した ハ ィ ン リヒ2世 は， 東 フ ラ ン ク王 国 の 利 益 擁 護 を 最 優 先

 させ ， こ の ボ レス ラ フの 勢 い に 脅 威 を感 じた ル テ ィ ー ッ ェ ン と同 盟 した。 これ

 は， オ ッ ト_3世 の 「ロ ーマ 帝 国 の 復 興Renovatio imperii Romanorum」 路

 線 か らハ ィ ン リヒ2世 の 金 属 印璽(1003年)に あ る 「フ ラ ン ク王 国 の 復 興Reno-

 vatio regni Francorum」 路 線 へ の転 換 ， い わ ば カ ー ル大 帝 当 時 の 路線 へ の 復帰

 を意 味 す る。 これ と関連 す る が， ハ ィ ン リ ヒ2世 の ロー マ で の皇 帝 戴 冠 も長 期 に

 亙 って 国 を 留 守 に して も心 配 の無 い 客観 情 勢 が 生 ま れ た1014年2月 に な っ て初

 め て実 現 して い る。 彼 は ロー マ や教 皇 座 に殆 ど 口 出 しを しな い。 この よ うな彼 の

 対 応 が ビザ ンッ帝 国 に イ タ リア南 部 へ の干 渉 を容 易 に させ た， と も言 え る。

67)LMA， Bd. VI， Sp.628f.及 びebd.， Bd.1， Sp.1692f.に よれ ば ， Milsener Land

 は ス ラ ヴ系 ミル ゼ ン人Milsener或 はMilzenerが 居 住 した 地 域 で ，現 在 の バ ゥ
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 内政 に お い て ハ ィ ン リヒ2世 は 「国 王 に して祭 司rex et sacerdos」 とい う

神 政 観 念 に基 づ き， オ ッ トー大 帝 及 び オ ッ トー3世 の王 国 教 会 政 策 を 引 き継

ぐ。 既 に カ ー ロ リン グ朝 時 代 か ら， 聖 職 者 の 間 に聖 職 売 買simoniaと 妻 帯 ・

蓄 妾Nikolaitismusの 悪 弊 が 広 が って い た。 この よ うな悪 弊 を放 置 す れ ば，

教 会 は そ の司 牧 上 の意 義 を失 い， 教 会 に依 存 す る王 国 が結 果 的 に崩 壊 しか ね

なか っ た。 それ 故 ， こ れ まで もこ れ らの悪 弊 を排 除 す る動 き が聖 俗 双 方 か ら

繰 り返 され て き た。 古 くは888年 の マ イ ン ッ教 会 会 議916年 の ホ ー エ ンア

ル トハ イ ム の会 議(本 稿120ペ ージ)な どで シモ ニ アが禁 止 され，909年 の マ

イ ン ッ教 会 会 議 な どで ニ コ ラ ィテ ィズ ムが 批 判 さ れ禁 止 され た。 ハ ィ ン リヒ

2世 も1014年 の ロ ー マ 公 会 議 で シ モ ニ ア を禁 じて い る。 しか しな が らそ の

一 方 で
， 彼 は， 王 権 の 支 柱 た る各 司 教 区 に寄 贈 を 行 い， そ の代 償 と して 教 会

側 に対 して 王 権 へ の 奉 仕 を 求 め， 教 会 と王 国 の癒 着 を 強 め ん とす る。1004

年68)，彼 は メ ル ゼ ブル ク司 教 区 を 再 建1007年 ， マ イ ン上 流 の バ ンベ ル ク

Bambergに 司 教 区 を 創 設 して 国 境 防 備 と ス ラ ヴ人 宣 教 に備 え る が， この 創

設 に よ り彼 は マ イ ン上 流 域 を 自己 の権 力 の 中心 ， 王 国教 会 の 新 た な 戦 力 と し

て活 性 化 せ ん と した。 彼 は， 彼 の意 に適 う有能 な 司教 や 僧 院 長 を 起 用 し， 王

国 教 会 諸 機 関 を追 認 機 関 に堕 さ しあ， そ の一 方 で 僧 院 改革 運 動 を助 成 ， 王 国

教 会 に 王 権 を定 着 させ る努 力 を す る。 彼 は子 を 成 す こ とな く1024年 死 去 ，

1146年 ， 聖 人 に列 せ られ る。 彼 の 死 を も っ て リ ゥ ドル フ ィ ン グ 家 ， 即 ち

オ ッ トー朝 ， の男 系 子 孫 は断 絶 す る。

3.バ イ エ ル ン と キ リ ス ト教

11世 紀以後のキ リス ト教会及 び東 フランク王国を巡る諸変動にっいて述

 ツ ェ ン周 辺 。10世 紀 ， バ ゥ ツ ェ ン は メ ル ゼ ブ ル ク(ザ ー レ河 畔)と ク ラ ク フ

 Krakauを 結 ぶ 通 商 路 の 中継 点 と して栄 え た た め， 近 隣 列 強 の干 渉 を しば しば受

 け る。 尚 ， バ ゥ ツ ェ ン地 域 に 現 存 す る ゾル ベ ン人Sorbenは ミル ゼ ン人 等 の 後

 裔 ， とす る説 もあ る(Brockhaus， Bd.20， S.482)。

68) P.Rassow， Deutsche Geschichte imﾜberblick， S.128 .
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べ る前 に， こ こで バ イ エル ン とキ リス ト教 と の関 わ りを 概 観 す る。 こ の概 観

は， 当 然 の こ とな が ら， 紀 元 前 か ら約400年 に亙 って アル プ ス東 部 及 び北 部

前 縁 地 を支 配 した ロー マ帝 国 の存 在 と密接 に関 わ る。 しか し本 稿 にお いて は

で き る限 りバ イエ ル ンに お け るキ リス ト教 を巡 る諸 問題 に焦 点 を 合 わ せ る こ

と と し， 具 体 的 に は， バ イエ ル ン， シ ュ ヴ ァ ーベ ン， フ ラ ンケ ン にお いて 司

教 区 が成 立 す るに至 る8世 紀 過 ぎま で に っ い て は， そ れ ら地 域 へ の キ リス ト

教 の伝 播 及 び そ れ ら地 域 で の教 会 組 織 の生 成 に 的 を絞 り，9世 紀 以 後 にっ い

て は， 一 連 の聖 職 者 倫 理 の改 革 と ロー マ教 皇 座 の 関 わ りに論 点 を合 わ せ て，

凡 そ11世 紀 末 まで の キ リス ト教 を 巡 る問 題 を， 便 宜 的 に10項 目に分 け て，

概 括 す る。

 紀 元 前15年 頃 以 来 ， ア ル プ ス前 縁 地 か ら ドナ ウ河 に至 る地 域 が ロ ー マ の

支 配 下 に入 る。 当 時 ， ロ ーマ は北 方 か らこ の地 域 に迫 って 来 る ゲ ル マ ン諸 族

か ら身 を 護 る必 要 に 迫 られ て い た 。 ロ ー マ は 占拠 した 地 域 を 属 州 化 し， 現 在

の スイ スか らイ ン河 に 至 る地 域 を 彼 らは ラ ェ テ ィ ア， そ の 東 部 を ノ ー リク ム

と名 付 け る。 ライ ン河 東 部 地 域 ， つ ま り ライ ン右岸 地 域 ， か ら ドナ ウ河 北 方

地 域 に か け て は 「自由 ゲ ル マ ニ アfreies Germanien」 と呼 ば れ た。紀 元 後3世

紀 後 半 か ら4世 紀 初 頭 に か け て ノ ー リクム に ア レマ ニ ア人 ， つ ま り後 に シ ュ

ヴ ァー ベ ン人 と呼 ば れ る民 族 集 団， が流 れ込 ん で く る。 ロー マ皇 帝 デ ィ ォ ク

レテ ィア ー ヌ スDiocletianus(在 位284-305)の 治 世 下 で， ラ ェテ ィア は クー

ルChurを 首 都 とす る ラ ェテ ィア1と ア ゥク ス ブル ク(ラ テ ン名Augusta Vin-

delicum)を 首 都 と す る ラ ェテ ィアIIに ， ノ ー リク ム は ドナ ウ 河 畔 ノ ー リ ク

ムNoricum ripenseと 地 中 海 側 ノ ー リク ムNoricum mediterraneumに 夫 々分

割 さ れ る。 そ れ ら各 地 域 の 統 括 者 と して ， 前 二 者 各 々 に 太 公duxが ， 後 二

者 各 々 に長 官praesesが 置 か れ る。 ロ ー マ末 期 に ノー リク ム で民 政 ・軍 政 の

双 方 を掌 握 して い た の はキ リス ト教 界 の 代 表 者 だ った ， と され る69)。

69)Wilhelm St�mer， Fr�es Christentum in Altbayern， Schwaben und

  Franken， in：Walter Brandm�ler(hg.)， Handbuch der bayerischen

  Kirchengeschichte， Bd.1，1， St. Ottilien， EOS-Verl.，1998.5.3.
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 ア ル プ ス北 部 に は ロ ー マ 時 代 以 前 に 既 に ケ ル ト人 の 城 砦 都 市oppidumが

あ り， それ を ロ ー マ は都 市 に発 展 させ た。 初 期 キ リス ト教 は都 市 文 化 と密 接

な関 係 を 持 って い た ので ， ア ル プ ス北 部 に も2世 紀 以 後 の キ リス ト教 伝 播 の

痕 跡 が あ って 良 か ろ うと思 わ れ るが ， そ の裏 付 け は未 だ検 出 さ れ て い な い。

そ の 原 因 は色 々考 え られ よ うが ， デ ィ ォク レテ ィア ー ヌ ス帝 の キ リス ト教 徒

迫 害(303/304年)が そ の 最 た る原 因 を な す も の で あ ろ う。 この 迫 害 に よ り

パ ンノ ー ニ ア の教 会 組 織 は破 壊 され ， ドナ ウ河 畔 ノ ー リクム で は ロー マ の行

政 官 ， 聖 フ ロ リア ー ヌ スder heilige Florianが そ の犠 牲 に な り，304年 エ ン

ス河 畔 の ロ ル ヒ近 傍 で 水 死 させ られ た， と され る70)。聖 フ ロ リア ー ヌス の背

後 にキ リス ト教 徒 集 団 が 存 在 した こと は明 らかで あ る。 ア ル プ ス前 縁 地 で は

ア ゥク ス ブ ル ク に住 ん で い た聖 ア フ ラdie heilige Afraも この迫 害 の犠 牲 に

な り， 聖 フ ロ リア ー ヌス 同様 ，304年 に死 亡 した， と推 定 され て い る。 彼 女

の 存 在 及 び彼 女 へ の 信 仰 が 明 らか に な っ た の は6世 紀 に な ってか らの こ とで

あ る71)。 この両 犠 牲 者 信 仰 が 後 世 に引 き継 が れ た の も，313年 ， コ ンス タ ン

テ ィー ヌ ス大 帝 が キ リス ト教 の 公 認 ・国 教 化 と信 教 の 自 由 を保 証 す る ミラー

ノ勅 令 を 発 布 した こ とが 大 い に貢 献 して い よ う。

 ドナ ウ沿 岸 地 域 や アル プ ス前 縁 地 の バ イエ ル ンや ア レマ ニ ア の キ リス ト教

の 伝 播 状 況 は， ス イ スや ラ イ ン地 域 にお け る ほ ど に は， 明 らか に な って い な

い 。 例 え ば ス イ ス で は517年 に既 に 最 初 の 司 教 が 存 在 した こ とが 明 らか に

な っ て い る72)。聖 ア フ ラ信 仰 の根 拠 地 ア ゥク ス ブ ル ク は ラ ェ テ ィ アIIの 首

都 で あ り， また 都 市 文 化 と密 着 した キ リス ト教 が この地 に定 着 して い た こ と

が 考 え られ る以 上 ， ア ゥク ス ブル ク に も古 代 の司 教 座 が あ った， と想 定 さ れ

るが ， 確 認 され る に至 って いな い。 ロ ー マ帝 国 の辺 境 域 で キ リス ト教 との関

70)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.5.

71)Ebd.， S.5.に よれ ば， 詩 人Venantius Fortunatusの 著 したVita S. Martini

 の 中 で ， 彼 が ラ ヴ ェ ンナ か ら トゥ ール に向 か った565年 の 巡 礼 の 旅 の 記 述 にお い

 て聖 ア フ ラ信仰 に つ い て 触 れ て い るが ， 彼 女 の 生 年 等 は不 明 。

72)  Ebd.，5.6.
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連 を窺 わ せ る遺 物 が 出土 して い る地 域 は， ア ゥク ス ブ ル ク周 辺 ， パ ッサ ゥー

レ ー ゲ ン ス ブ ル ク 間 の ドナ ウ流 域 ， そ して テ ィ ロ ー ルTirolの イ ン河 谷

Innta1及 び ア ィザ ク河 谷Eisacktalの3ヶ 所 に集 中 して い る。 この こ と か ら，

キ リス ト教 は アル プ ス地 域 及 びそ の 前 縁 地 の 主 要 道 路 に沿 って 伝 播 し， そ の

地 域 の 中心 的都 市 を介 して広 ま った， と想 定 し得 る。 これ ら地 域 へ の キ リス

ト教 の伝 播 ル ー トは南 東 の シル ミゥ ム73)Sirmiumか ら ドナ ウ河 経 由， ラ ェ

テ ィ アIIへ は主 と して イ タ リア 経 由， 部 分 的 に は フ ラ ンス経 由 ， が 考 え ら

れ よ う74)。バ イエ ル ン地 域 に は古 代 後 期 の教 会 建 築 の遺 跡 が発 見 され て い な

いが ， そ の原 因 と して， キ リス ト教 徒 た ち の 自 己防 衛 本 能 も挙 げ られ よ う。

彼 らは， 隠 れ た信 仰 に追 い込 まれ て い た た め， ご くあ りふ れ た建 物 で礼 拝 を

行 った 可 能 性 が あ るの で あ る。 この 種 建 築 物 の検 出 は考 古 学 的 に は不 可 能 で

あ ろ う。 しか しイ ン河 谷 で はか な り大 きな5世 紀 の 教 会 と推 定 され る建 築 物

が若 干発 掘 され て い る75)。

A.バ イ エ ル ンの場 合1： バ イエ ル ンに お け る初 期 キ リス ト教 の比 較 的纏

ま った姿 を我 々 が知 り得 る の は 「聖 セ ヴ ェ リー ヌ ス伝76)」 に よ る。 聖 セ ヴ ェ

リー ヌ スder heilige Severinus(ド イツ名 ：ゼ ヴェ リー ンSeverin，*?一 †482)は ，

73) シル ミ ゥ ム は ドナ ウ支 流 サ ヴ ァ河 左 岸 に あ っ た町 。 こ こ に は パ ン ノ ー ニ アII

 の 首 都 が 置 か れ た(現 セ ル ビ ア 領 の 町 ス レ ム ス カ ・ミ トロ ヴ ィ ッ ァSremska

 Mitrovica)。 前1世 紀 末 ロ ー マ は ビ ザ ン ッ帝 国 及 び ア ル プ ス東 部 に 向 か う要 衝

 の 地 で あ る.この ケル ト人 城 砦 都 市 を 攻 略 ， 後1世 紀 に ロ ー マ は こ の地 を重 要 な軍

 事拠 点 とす る と同 時 に宮 殿 も設 置 ，4世 紀 後 半 に は こ こで ア リ ゥス派 の 異 端 を決

 定 づ け る公 会 議 が 度 々 開 か れ る。568年 ノ ー リク ム及 び パ ン ノ ー ニ ア地 域 に居 住

 した ラ ン ゴバ ル ド入 の北 イ タ リア 移住 に 伴 な い ア ヴ ァー ル 人 が パ ンノ ー ニ ア に入

 植 ， 彼 らは更 に南 に勢 力 を広 げ，582年 シル ミ ゥムを 奪 取 す る。 しか し この 町 は

 796年 カ ー ル大 帝 に よ り落 城 ， ア ヴ ァー ル人 は歴 史 の舞 台 か ら姿 を 消 す 。 近年 の

 発 掘 調 査 で ロー マ時 代 の遺 構 の概 要 が 明 らか に さ れ て きて い る。

74)W.St�mer， Fr�es Christentum， S.7.

75) Ebd.，5.7.

76) 「聖 セ ヴ ェ リー ヌ ス伝Vita Sancti Severini」 は聖 セ ヴェ リー ヌ ス の弟 子 エ ゥ

 ギ ピゥ スEugippiusが 著 した， とさ れ る。
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イ タ リア の 出身77)， ドナ ウ河 畔 ノ ー リク ム や ラ ェ テ ィアIIの 東 部 で 僧 及 び

政 治 家 と して 活 動 した 身 分 の 高 い， 影響 力 を 持 った 人 物 で ， ビザ ンツ帝 国 王

室 と も関 係 を 持 って いた ， と言 わ れ る78)。彼 の 主 滞 在 地 は フ ァヴ ィア ー ニ ス

Favianis(下 オー ス トリアNieder6sterreichの マ ゥタ ンMauternか?)と さ れ て

い る。 この 地 に彼 は僧 院 を 築 き， そ れ を 基 地 に僧 院 集 落 を作 って 行 く。 そ の

例 と し て パ ッサ ゥ近 傍 ボ ヨ ー ト ロBoiotroの セ ヴ ェ リ ー ン教 会Severins-

kircheが 挙 げ られ る。 セ ヴ ェ リー ヌス は， 開 放 的 な 性 格 だ った ら し く， そ の

上 ， 住 民 の 生 活 向 上 に も意 を用 い たた あ ， ゲ ル マ ン諸 部 族 か ら も大 い に信 頼

され た ら しい。 こ うい う彼 の人 とな りが ロ ー マ人 捕 虜 を ア レマ ニ ア人 か ら釈

放 させ るの に役 立 った ， とさ れ て い る79)。 エ ゥギ ピ ゥスの 報 告 に よれ ば ， ド

ナ ウ河 畔 ノ ー リク ムの ラ テ ン系 人 ， 及 び聖 セ ヴ ェ リー ヌ スが 訪 れ た諸 地 域 の

住 民 はキ リス ト教 徒 で あ っ た ら しい。 例 え ば ， パ ッサ ゥ(ラ テ ン名Batavis)

西 方 の今 日の 村 落 キ ンツ ィ ン グK�zing(ラ テ ン名Quintanis)は 当 時 は大 き

な 町 で ， この 町 の キ リス ト教 徒 は数 が 多 か っ た ら し く， エ ゥギ ピ ゥス は， そ

の 地 の 司 祭 ・僧 ・助 祭 ・副 助 祭 ・衛 士janitor， 及 び尼 僧 な ど に っ い て 述 べ

て い る こ とか ら して ， 階 層 的 に分 化 した 教 会 組 織 の あ った ことが 想 定 され る。

ロ ーマ の 二 つ の 属 州 ドナ ウ河 畔 ノ ー リク ム とパ ンノ ー ニ ア と の境 界 点 に位 置

す るパ ッサ ゥ は， ドナ ウ河 ・イ ン河 ・イ ル ッ河Ilzの3河 川 が 交 わ る交 通 の

要 衝 で ， パ ッサ ゥ にあ る現 在 の 尼 僧 院 ニ ー ダ ンブ ル クNiedernburgは ， 発 掘

調 査 の 結 果 ，5世 紀 頃， 城 砦 の内 側 ，・嘗 て の僧 院 ハ イ リヒ ・ク ロ ィ ッHeilig

Kreuzの 上 に建 て られ た こ とが 分 り， 発 掘 現 場 か らは ゲ ル マ ン地 域 との交 流

を 証 明 す る遺 物 も出 土 して い る80)。

 ドナ ウ河 北 部 地 域 に広 が る上 パ ル ッOberpfalz， フ ラ ンケ ン地 域 に は キ リ

ス ト教 の 痕 跡 は見 当 た らな い。 ロ ー マ は ア ゥグ ス トゥス帝 の時 代 に西 方 か ら

77) LMA， Bd. VIL， Sp.1806.

78)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.8.

79) Ebd.，5.8.

80) Ebd.，5.8.
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マ イ ン河 三 角 地 帯Maindreieckに 侵 入 した が ， 直 ぐ引 き上 げ て しま った ら し

い。 従 って ， ロ ー マ と の接 点 を持 た なか った に等 しい この地 域 に は キ リス ト

教 の 痕 跡 は窺 え な い。 この こ とか ら して キ リス ト教 の 影 響 は リー メ スLimes

の 内 側 に 限 定 され る， と言 え よ う。 しか し リー メ スの 内 側 にお いて も
，253

年 か ら260年 に か けて ア レマ ニ ア人 や フ ラ ンク人 に よ る度 重 な る侵 寇 に よ り

リー メ ス が そ の機 能 を完 全 停 止 す るに及 び， キ リス ト教 の残 滓 す ら失 くな る。

5世 紀 後 半 ， 西 方 の ドナ ウ河 北 部 に居 住 して い た ア レマ ニ ア人 や テ ィー リ ン

ゲ ン人Th�ingerは そ の 大 多 数 が 異 教 を 信 仰 して い た よ うで あ るが ， 東 方 の

ドナ ウ河 北 部 に居 住 して い た ゴ ー ト人 や ル ー ギ ァ人Rugierは ア リゥ ス派 キ

リス ト教 徒 に な って い た。 聖 セ ヴ ェ リー ヌ スが 良 好 な関 係 を結 ん だ の は この

よ うな ル ー ギ ァ人 で あ った 。

 476年 ， ロ ー マ皇 帝 ア ゥグ ス トゥー ル スRomulus Augustulus(在 位475-

476)が 東 ゲ ル マ ン民 族 ス キ ー レ ン人Skirenの 傭 兵 隊 長 オ ドア ー カOdoaker

(在位476-493)に 帝 位 を奪 わ れ ， ロ ーマ帝 国 は瓦解 す る。 フ ラ ン ク王 国 で は

国 王 ク ロー ドヴ ィ ヒ1世Chlodwig I.(在 位481-511)が486年 ロー マ の ガ リア

総 督 シ ャ グ リゥ スSyagriusを 打 ち破 る。 これ ら一 連 の 激 動 は ロ ー マ 教 皇 座

の 影 響 力 を 益 々強 め る。 それ まで ア リ ゥス派 教 徒 だ った フ ラ ンク国 王 ク ロー

ドヴ ィ ヒ1世 も， オ ドア ー カ を破 って東 ゴー ト王 国Ostgotisches Reichを 建

国 した 国 王 テ オ ー デ リ ヒTheoderich(在 位474-526)の 後 継 者 ヴ ィテ ィギ ス

Vitigis或 はWitigis(在 位536-540)も ， カ ト リッ ク信 仰 に 改宗 す る。 ラ ンゴ

バ ル ド王 国 の場 合， 上 層 部 ・民 衆 共 に ア リゥ ス派 とカ ト リッ ク信 仰 の 間 を 行

き来 す る が，589年 国 王 ア ゥ タ リが バ イエ ル ン太 公 ガ リバ ル ド1世 の 息女 で

カ トリ ック信 徒 テ ゥデ リンデ を妃 に迎 え て以 後 ， カ ト リッ ク信 仰 に定 着 す 乙。

フ ラ ンク国 王 テ ゥデ ベ ル ト1世Theudebert I.(在 位533-548)が545年 頃 「余

は神Gottの 加 護 に よ り大 洋 の波 打 ち際 か ら ドナ ウ沿 岸 ・パ ン ノー ニ ア に ま

で広 が る王 国 を建 設 した」 と ビザ ン ツ帝 国 皇 帝 ユ ス テ ィニ ア ー ヌス1世Jus-

tinianus I.(在 位527-56ら)に そ の 勢 威 を ひ け らか す と き， テ ゥデ ベ ル トの言

うそ れ ら地 域 に お い て は， バ イエ ル ン， ア レマ ニ アを 中心 と して， そ の上 層
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部 が カ トリ ック化 され て い た， と考 え て 大 過 あ る ま い。 これ ら地 域 で 古 ゲ ル

マ ン人 の 異 教 の 神 々が 克 服 され る の は凡 そ700年 頃 ， つ ま りカ ー ロ リ ング家

宮 宰 が メ ー ロ ヴ ィ ング朝 フ ラ ンク王 国 の実 権 を 掌 握 した頃 ， と され る。 こ の

時 点 を 境 に墓 所 に副 葬 品 が 見 られ な くな り， 副 葬 品 を 排 除 す る キ リス ト教 の

埋 葬 方 式 が 広 ま る81)か らで あ る。

 さて ， ロ ーマ 帝 国 は瓦 解 して もバ イ エル ン地 域 に は ロ ー マ の豊 か な遺 産 が

遺 され た 。 諸 地 域 を 横 断 す る道 路 網 は無 傷 で あ った し， 古 代 の中 心 的 諸 都 市 ，

レー ゲ ン ス プル ク， パ ッサ ゥ， ザ ル ッ ブル ク も生 き長 らえ，6世 紀 半 ば以 後

これ らの 都市 はバ イエ ル ン太 公 国 及 び そ の 教 会 を 支 え る拠 点 とな る。 一 方 ，

フ ラ ン ク王 国 は6世 紀 末 に集 中 的 に 東 部 アル プ スの キ リス ト教 化 政 策 を 推 し

進 め る が， 彼 らの努 力 も空 し く終 る。 と言 う の も， 彼 らが 建 設 した 東 テ ィ

ロー ルOsttirolや ケ ル ンテ ンの 司 教 区 も600年 頃 に は ス ラ ヴ人 の侵 入 の た あ

消 滅 して しま うか らで あ る。 この 頃 ア ル プ ス前 縁 地 を訪 れ た の が エ ゥ ス ター

シ ゥスEustasiusで ， 彼 は ボ ッ ビ ォに い た ア イル ラ ン ド人 聖 コル ムバ ー ヌ ス

der heilige Columbanus(ド イッ名 ：コル ムバ ーンKolumban，*543一 †615)か ら指

示 を受 け て ア ル プ ス前 縁 地 を訪 れ た。 彼 は多 数 の信 者 を獲 得 す る。 この エ ゥ

ス タ ー シ ゥス の宣 教 活 動 が バ イエ ル ンに お け る文 書 に記 録 さ れ た最 初 の宣 教

活 動 と な る82)。 これ らの 宣教 活 動 は従 来 「ア イル ラ ン ド ・ス コ ッ トラ ン ド系

のiro-schottisch」 と呼 ば れ て 来 た が ， 「ア イ ル ラ ン ド ・フ ラ ン ク 系 のiro-

fr舅kisch」 と 呼 ぶ 方 が 適 切 ， と の 主 張 が 近 年 な さ れ て い る。 そ の 根 拠 は，

ア イル ラ ン ド人 僧 らの大 陸 で の活 動 が 成 果 を収 め た とす れ ば， そ れ は， 彼 ら

が メ ー ロ ヴ ィ ング王 家 の支 持 を得 られ た故 ， 及 び， 聖 コ ル ムバ ー ヌ ス を祖 と

す る ア イ ル ラ ン ド系 僧 院 もフ ラ ンク王 国 にお いて は速 や か に フ ラ ンク化 さ れ

た故 ， とい う もの83)。バ イ エ ル ンで の ア イル ラ ン ド ・フ ラ ンク系 宣 教 活 動 に

81) Ebd.，5.14.

82) Ebd.， S.17.

83)Ebd.， S.17.同 様 の 見 解 をFriedrich Prinzも そ の 著 書Grundz�e der

 Entfaltung des abendl舅dischen M�chtums bis zu Karl dem Groﾟen， in：
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っ い て は， 文 献 上 の 記 録 は殆 ど無 い が ， 民 間 伝 承 ・信 仰 に は 残 さ れ て い る よ

う で あ る。 例 え ば ， 鐘 の 鋳 造 技 術 に 優 れ て い た ア イ ル ラ ン ド人 の 造 っ た 鐘 が

イ ル シ ェ ン ベ ル クIrschenberg(ミ ュ ン ヒ ェ ン南 東40km)近 傍 の 僧 院 ヴ ィ ル パ

ル テ ィ ン グWilpartingに あ る ， と さ れ て い た り， ア イ ル ラ ン ドの 聖 人 モ ヌ

スMonusは 梅 毒 の 守 護 聖 人 ， ま た ア イ ル ラ ン ド の 僧 フ ォ ル ト ヒ ャ ンFort-

chernは 今 日 で も鐘 鋳 造 者 の 守 護 者 と さ れ た り ， そ の 他 ， ア イ ル ラ ン ド人 は

農 業 に お い て も様 々 な 事 象 の 守 護 者 と な る 。 こ れ ら は ， 彼 らが 伝 道 の 際 ， 病

の 克 服 ・農 作 へ の 助 言 に 意 を 用 い た こ と に 発 す る の で あ ろ う84)。

 エ ゥ ス タ ー シ ゥ ス の 努 力 は あ っ た も の の ， バ イ エ ル ン に 当 時 ど の 程 度 キ リ

ス ト教 が 根 づ い て い た か は 明 ら か で な く， そ の 状 況 を 知 る に は， コ ル ビ ニ

ア ー ヌ スCorbinianus (ド イ ッ名 ：コ ル ビニ ァー ンKorbinian ，*700以 前 一†728/

730)が レ ー ゲ ン ス ブ ル ク に 到 着 し た と き の フ ラ イ ジ ン グ 司 教 ア ル ベ ォ に よ

る 「コ ル ビ ニ ア ー ヌ ス 伝 」 の 記 述 ： 「司 祭 た ち は こ の 地(； バ イ エ ル ン)で 高

  Johannes Erichson(hg.)， Kilian， M�ch aus Irland-aller Franken Patron：

  Aufs舩ze， M�chen， Haus der Bayer. Geschichte，1989， S.119で 表 明 して い

  る。 キ リス ト教 を 国 家 宗 教 と観 じ確 か な文 献 史 料 に基 づ い て 分 析 す る場 合 に は

  「ア イル ラ ン ド ・フ ラ ンク系 」 と い う形 容 も適 切 で あ ろ うが ， ア イ ル ラ ン ド系 僧

  院 自身 が 「ス コ ッ トラ ン ド人 僧 院Schottenkl6ster」(レ ー ゲ ンス ブ ル ク に 根 付

  い た 僧 団 で ハ ィ ン リヒ4世 の 保 護 を 受 けた)を 名 乗 って い る こ と も考 え合 わせ る

  と 「ア イ ル ラ ン ド ・ス コ ッ トラ ン ド系」 とい う表 現 もそ れ な りの 意 義 を持 と う。

  フ ラ ン ク王 国 の影 響 を重 視 す る とな る と， ドイ ッ史 な どの 叙 述 の 際 ， 随 所 で 「フ

  ラ ンク の」 とい う形 容 が必 要 に な ろ う。

84) Romuald Bauerreiﾟ， Irische Fr�mission舐e in S�bayern ， in：Joseph

  Schlecht(hg.)， Wissenschaftl. Festgabe aum 1200j臧rigen Jubil舫m des hl.

  Korbinian， M�chen， Anton Huber，1924， S.47ff.21世 紀 に入 った今 日の これ

  ら伝 承 の姿 を現 地 調 査 す る ゆ と り は， 残 念 なが ら， 筆 者 に恵 ま れ な か った。

85) F.Brunh�zl， Vita Corbiniani ，5.109.

86) リク セ ーユLuxeuil僧 院 の 影 響 下 に あ っ たEmmeramus(ド イ ッ名 ：エ メ ラ

  ムEmmeram) は， 彼 の 伝 記 「聖 エ メ ラ ー ム ス伝Vita et passio Sancti

  Haimhramni Martyris」(772年)を 著 した ア ル ベ ォ に よれ ば ，7世 紀 末 に レー

  ゲ ン ス ブ ル ク に宣 教 に 来 る前 は ポ ァテ ィ エPoitiers司 教 を 務 め た。 彼 はバ イエ

  ル ン太 公 テ ー オ ドか ら教 会 組 織 化 の任 を与 え られ る が， 数 年 後(714年?)太 公
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く評 価 され て い た85)」， 或 い は同 じ くア ル ベ ォに よ る 「聖 エ メ ラ ー ム ス伝86)」

の叙 述 ： 「バ イエ ル ンに は既 に 多数 の聖 職 者 が居 た」 な どか ら推 測 す る以 外

に無 い。 こ こに述 べ られ て い る聖 職 者 が， ど こで教 育 を受 け， ど こか らバ イ

エ ル ンに来 た か， は分 って い な い が， 彼 らの一 部 が ア イル ラ ン ド ・フ ラ ン ク

系 宣 教 の流 れ を汲 ん で い る こ とに疑 問 は な い。

 エ メ ラー ム ス と異 な って， そ の宣 教 活 動 ゆ え に高 く評 価 さ れ る聖 人 が ザ ル

ッ ブ ル ク司 教 ル ペ ル トゥスRupertus (ドイッ名 ：ルーペ ァトRupert，*?一 司教

696?一†718?)で あ る。 彼 は晩 くも695/696年 に は バ イ エ ル ンを 訪 れ て い た よ

うで ， 太 公 テ ー オ ドに招 か れ て レー ゲ ンス ブル ク に来 る が， 彼 は レー ゲ ンス

ブ ル クを 早 々 に後 に し， エ ン ス河 口 の ロ ル ヒ を経 て ，太 公 か ら拝 領 し た ユ

ヴ ァー ヴ ムIuvavum(ニ ザ ル ッブル ク)に 入 る。 この と き既 に城 砦 に は マ ル

テ ィー ン教 会Martinskircheが 存 在 して い た。696年 頃 ， ザ ル ッ ブ ル ク司 教

と な っ た 彼 は ノ ンベ ル クNonnbergを 建 立 す る。 こ の 尼 僧 院 は， 文 献 上 ，

バ イ エル ン初 の 尼 僧 院 と され る。 僧 院 ザ ン ク ト ・ペ ー タSt . Peterが 彼 の手

に 成 った か ど うか ， 彼 は単 に それ を 改 修 したの み か ど うか ， は明 らか で は な

い が ， ザ ル ツ ブ ル ク の 遙 か 南 方 ポ ン ガ ゥPongauの ビ シ ョフ ス ホ ー フ ェ ン

Bischofshofenに あ るマ ク シ ミー リァ ン僧 院Maximilianszelleは 彼 と ラ テ ン系

の あ る家族 に よ って711年 頃 造 られ た こ と は明 らか にな って い る。 ザ ル ッ ブ

ル ク地 域 に は715年 以 前 に既 に三 っ の 僧 院 が 建 立 され て いた 訳 で あ る。 この

よ うな聖 ル ペ ル トゥ スの 活 動 か ら我 々 は， ザ ル ッ ブル ク及 び そ の 周 辺 に は当

の 息 女 ウー タUtaを 誘 惑 し妊 娠 さ せ た ， との 濡 れ衣 を 着 せ られ， そ の兄 ラ ン ト

ペ ル トLantpertに よ り拷 問 の上 惨 殺 さ れ る。 W . St6rmer， Fr�es Christen-

tum， S.20に あ るよ う に， エ メ ラー ムス が 聖 人 に な った の は この 惨殺 事件 に よ る

ので あ って， 彼 の布 教 活 動 か ら来 る もの で は な い。 エ メ ラー ム ス が レー ゲ ンス ブ

ル ク に居 た の は 前 述 の 伝 記 に よ れ ば3年 間。 彼 の 没 年 につ い て は，8世 紀 後 半

説 ，714年 説 ，652年 説 等 ，様 々 な議 論 が あ る(W.St6rmerの 上 述 書S.21)。 尚，

「司 教」 に つ い て 付 言 す れ ば， 当 時 の 司 教 は， 若 干 例 を 除 け ば， 国 王 や 太 公 ，

ロ ー マ教 皇 か ら任 命 さ れ る の で は な く， 当該 地 域 の聖 職 者 会 議 等 で聖 職 者 に よ り

選 出 され た。
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時 既 に多 くの キ リス ト教 信 者 が 存 在 した， と推 定 して よ い。 バ イエ ル ン太 公

テ ー オ ドは， 領 国 政 策 に積 極 的 に取 り組 む と同 時 に， 各 領 域 の カ トリ ック信

仰 の 芽生 え を 大 切 に し，教 会 政 策 に も先進 的 に対 応 した ， と言 え よ う。

B.シ ュヴ ァ ー ベ ンの 場 合1： ア ラ マ ン ニAlamanniの 名 が 史 料 に初 出 す

るの は213年 で87)， この 年 ， ロ ー マの カ ラカ ラ帝Caracalla(在 位211-217)は

マ イ ン河 畔 で騎 馬 に よ る戦 い に優 れ た ゲ ル マ ン人 と戦 う。 この ゲ ル マ ン人 集

団 が ア ラ マ ンニ ， 所 謂 ア レマ ニ ア人Alemannenで あ っ た。 彼 ら は， シ ュ

ヴ ァー ベ ン人Schwabenと も呼 ば れ て い る と ごろ か ら， ゲ ル マ ン人 の一・部 族

ス エ ー ベ ン人Sueben或 はSwebenの 出 自 と推 定 さ れ て い る。 そ の居 住 域 が

ア レマ ニ アAlemannien， シ ュ ヴ ァー ベ ンSchwabenと も呼 ば れ る所 以 で あ

る。 彼 らは マ イ ン河 畔 にそ の 居 住 域 を 拡 大 ・確 保 し，233/234年 頃 か ら十 分

の 一 税 地 域88)agri decumatesに 侵 入 ，259/260年 に は リー メ ス を突 破 ， ドナ

ウ河越 え を果 た して 入 植 地 を 拡大 す る。270年 頃 に はゲ ル マ ンの 一 部 族 ユ ー

トゥ ン グ族Juthungenも ア レマ ニ ア人 に合 流 す る。 当 時 の ア レマ ニ ア人 は国

王 を持 た ず諸 部 族 が分 立 す る89)が， 諸 部 族 の首 領 た ち は相 互 に血 縁 関 係 に あ

り， そ の政 治 力 ・軍 事 力 で他 の豪 族 た ち を上 回 る， とい う諸 部 族 中心 体 制 の

元 に 暮 して い た よ うで あ る。456年 に は彼 らの 存 在 が ライ ン左 岸 で記 録 さ

れ90)，彼 らは この 頃 に は， 東 ゴ ー ト王 国 国 王 テ オ ー デ リ ヒTheoderich(在 位

451-526)の 統 治 下 に置 か れ て い た模 様 で， そ の庇 護 の 元 ， エ ル ザ スElsaB，

87) Johannes Hoops(hg.)， Reallexikon der Germanischen Altertumskunde

 (以 下RGAKと 省 略)， Bd.1， StraBburg， Verlag von Karl J. Tr�ner，1911-13，

 5.57.

88)Dekumat[en]1andと も言 わ れ， ライ ン右 岸 の マ イ ン下 流 域 辺 り か ら ドナ ウ上

 流 域 に達 す る地 域 を言 う。

89)RGAK， Bd.1， S.58に よ れ ば， Brisigavi族 は ラ イ ン上 流 フ ラ ィ ブル クFrei-

 burg周 辺 の ブ ラ ィ ス ガ ゥBreisgauに ， Lentienses族 は ボ ー デ ン湖 の 北 岸 リン

 ッ ガ ゥLinzgauに ， Bucinobantes族 は マ イ ンッ周 辺 に， それ にRaetiaと の 関

 連 で 名 を得 たRaetobarii族 等 が 分立 した 。

90) RGAK， Bd.1，5.59，
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パ ル ツPfalzに 侵 入 ， 或 い はパ ッサ ゥまで 侵 出 して ドナ ウ南 岸 に 植 民 を試 み，

南 方 で は現 ス イ スSchweizを も勢 力 下 に収 あ る。

 この よ うな ア レマ ニ ア人 の 勢 力 拡 大 は， 当 然 ， 西 方 の フ ラ ンク人 と の軋 轢

を生 む 。496/497年 以 後 ， フ ラ ン ク国 王 ク ロ ー ドヴ ィ ヒ1世 は ア レマ ニ ア人

と戦 い を構 え る。 ア レマ ニ ア人 との 戦 いで 九 死 に一 生 を 得 ， 更 に フ ラ ンク軍

を勝 利 に導 い た異 教 徒 ク ロー ドヴ ィ ヒ は， これ を 機 会 に カ トリ ック に宗 旨替

え す る。 彼 の妻 ， ブル グ ン ド王 女 で 敬 虔 な カ ト リ ック教 徒 ク ロ テ ィル デ

Chlothildeの 影 響 に重 ね て ， 若 い時 か らの ラ ンス司 教 レ ミ-ギ ゥスRemigius

(*438一†533?)と の 良 好 な 関 係 もこれ に は作 用 して い たで あ ろ うが ， フ ラ ン ク

国 王 の キ リス ト教 入 信 は ゲ ル マ ン世 界 に キ リス ト教 を広 あ る大 きな キ ッカ ケ

と な る。536/537年 に東 ゴ ー ト王 国 が滅 亡 す る と， 時 の フ ラ ン ク国 王 テ ゥデ

ベ ル ト1世 は ア レマ ニ ア人 を そ の支 配 下 に置 く91)
。 フ ラ ンク王 国 は ア レマ ニ

ア に太 公 制 度 を 導 入 ， フ ラ ンク国 王 に よ り太 公 が任 免 さ れ る こと とな る。 最

初 の太 公 及 び軍 司 令 官 に ア レマ ニ ア 人 の 中 か ら二 人 の兄 弟 レ ゥ タ リ92)Leu-

thari(生 没年等 は不詳)と ブテ ィ リ ンButilin(生 没年等 は不詳)が 任 ぜ られ る
。

539年 テ ゥ デ ベ ル ト1世 の 命 に よ りイ タ リア に 出 兵 した この 両 人 は，553年

頃以 降 ， イ タ リアで 自立 性 を高 め る。 フ ラ ン ク国 王 テ ゥデ バ ル ド93)がビザ ン

ッ帝 国 へ の配 慮 か らイ タ リア へ の深 入 りを避 けた の に対 し， この二 人 は イ タ

リア を蹂 躙 す る。 しか し フ ラ ン ク王 国 に と って大 事 に至 らぬ う ち に， レ ゥタ

91)W.St�merはFr�es Christentum， S.26で ， 東 ゴー ト王 国 ・フ ラ ン ク王

 国 ・ア レマ ニ ア ・バ イエ ル ンの4者 の関 係 にっ い て， ご く簡 単 に纏 め れ ば， 以 下

 の よ う に述 べ る ：536/537年 に東 ゴ ー ト王 国 が 滅 亡 して 初 めて テ ゥデ ベ ル ト1世

 は ア レマ ニ アを そ の 支 配 下 に置 くこ とが で き た ので あ り， ま た ア レマ ニ ア が フ ラ

 ン ク王 国 に服 属 して 初 め て バ イ エル ン太 公 国 が 誕 生 す る こ と と な る， と。 的 を射

 た発 言 で あ る。

92)LMA， Bd. v， Sp.1921に よ れ ば， レ ゥタ リは ダ ー ゴ ベ ル ト1世 及 び宮 宰 大 ピ

 ピー ンPippin der Altereの 死(639年)後 ， ア ゥス トリアAustria宮 廷 内 の陰

 謀 に介 入 した。

93)本 稿53ペ ー ジ参 照 。
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リは病 に 倒 れ ブテ ィ リン は兵 と共 に 敗 死 す る。 そ の後 も ア レマ ニ ア人 の 太 公

た ち が ア レマ ニ ア を総 括 す るが ， そ れ ら太 公 が カ ト リッ ク信 徒 で あ った こ と

は疑 い無 か ろ う94)。

 フ ラ ン ク王 国 は ア レマ ニ アに お け る活 動拠 点 を， フ ラ ィ ブル ク南方 で 大 き

く東 方 に屈 曲 して上 流 に 向 か う辺 りの ラ イ ン河 南 部 及 び ボ ー デ ン湖Boden-

see周 辺 に置 い た。 そ の理 由 は， この地 域 に は長 期 に亙 って既 に ロー マ の風

習 及 び キ リス ト教 が伝 播 し， それ が 彼 ら支 配 者 に有 利 で あ っ たか らで95)， こ

の地 域 一 ア ル プ ス北 側 の現 ス イ ス地 域 一 一は文 化 的 に も宗 教 的 に もア レマ

ニ ア の 核 を 成 して い た。 ク ロ ー タ ル2世 及 び そ の子 息 ダ ー ゴ ベ ル ト1世Da-

gobert I.(ア ゥス トリア国王在位623-632， ノ ィス トリア及 びブルグ ン ド国王在位

629-639)は ， 当時 そ の多 くが未 だ異 教 徒 で あ った ア レマ ニ ア人 を宣 教 す る た

あ， チ ュ ー リ ヒZ�ich西 方 の ヴ ィ ンデ ィ シWindisch司 教 区 を ボ ー デ ン湖

畔 の コ ンス タ ンッKonstanzに 移 す。

 先 に触 れ た ア イル ラ ン ド ・フ ラ ンク系 宣 教 者 聖 コ ル ムバ ー ヌ ス は，590年

頃 ア ゥス トリア に接 す る ブ ル グ ン ドの町 リク セ ー ユ に僧 院 を建 立 ， そ こ を彼

の 宣教 基 地 と して い た。 彼 及 び彼 を信 奉 す る僧 た ち の厳 しい禁 欲 生 活 は メ ー

ロ ヴ ィ ン グ朝 国 王 及 び地 元 豪 族 の支 持 を生 む 。 しか し彼 は， メ ー ロ ヴ ィ ング

朝 国 王 か ら彼 の建 立 した諸 僧 院 を フ ラ ンク王 国 の既 に き っ ち り固 ま っ た階 層

的教 会組 織 の 中 に組 み込 む よ う求 あ られ た と き， それ を 敢 然 と拒 否 す る。 彼

は更 に テ ゥデ リヒ2世Theuderich II，(ブルグ ン ド国王在位596-613， ア ゥス トリ

ア国王在位612-613)の 不 行 跡 を厳 し く批 判 ， 王 の庶 子 に対 す る祝 福 を 拒 絶 し，

609/610年 ， 彼 は リクセ ー ユ か ら追 わ れ る96)。610年 彼 は ボ ー デ ン湖 に腰 を

落 着 け， 聖 ガル スSankt Gallus(*?一 †650?)と 共 に ア レマ ニ ア領 内 を 宣 教 す る

が， この地 に お け る コル ムバ ー ヌ スの宣 教 は成 果 を挙 げ た， と は言 い難 い。

即 ち， ブ レー ゲ ン ッBregenzは ゲ ル マ ン人 居 住 域 と ラテ ン系 人 居 住 域 の境 に

94)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.26.

95) LMA， Bd.1， Sp.264.

96) Ebd.， Bd. III， Sp.65f.
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位 置 し， そ の地 の ア レマ ニ ア人 は カ ト リッ ク信 仰 を受 入 れ は す る もの の異 教

の 神 々崇 拝 か ら遠 ざ か り も しな か った。 と こ ろ が， 妥 協 を知 ら ぬ聖 コ ル ム

バ ー ヌ ス は， ブ レー ゲ ン ッの ア ゥ レー リ ァ教 会Aurelia-Kircheに 置 か れ て い

た異 教 の神 々 の三 つ の像 を撤 去 す る。 この事 件 は地 元 民 との対 立 を敵 対 的 関

係 に ま で悪 化 させ て しま い， 彼 は ブ レー ゲ ン ッを去 る。 彼 は ラ ン ゴバ ル ド王

国 を 経 て，613年 ， ラ ン ゴバ ル ド国 王 ア ギ ル ル フ及 び そ の妃 テ ゥ デ リ ンデ

(本稿53ペ ージ参照)の 元 に 身 を 寄 せ， 彼 らか らカ ト リック僧 院 ボ ッ ビ ォの建

立 を許 さ れ る。 フ ラ ン ク王 国 を統 一 した ク ロー タル2世Chlothar II.(ノ ィス

トリアNeustria国 王在位584-629， ブルグ ン ド国王613-629， ア ゥス トリア国王在位

613-623)は コル ム バ ー ヌ ス を 王 国 に 呼 び 戻 そ う とす るが ， そ れ は果 た せ な

か っ た。 彼 は そ の後 間 も無 い615年 に ボ ッ ビォで 死 去 す る。

 一 方 ， 聖 コル ムバ ー ヌ スの ア レマ ニ ア にお け る同 伴 者 で あ っ た聖 ガ ル ス の

宣 教 は著 しい成 果 を 挙 げ る。 ガ ル ス は ボ ー デ ン湖 南 岸 ア ル ボ ンArbon近 傍

の シ ュ タ イ ナ ハ タ ー ルSteinachta1で 隠 遁 生 活 を送 りつ っ ， こ こを 基 地 に 彼

は布 教 活 動 を繰 り広 げ る。 リクセ ー ユ か ら宣教 者 が 来 る以 前 に 既 に コ ンス タ

ン ツに は司教 座 が 置 か れ て い た が， この 司教 座 の 司教 職 が前 任 者 の 死 去 に よ

り空 席 に な った と き， ラ ェ テ ィ ア生 ま れ の ヨハ ネ スJohannesが そ の後 任 に

任 じられ た。 この ヨハ ネ スを 推 薦 した のが ガ ル ス だ った97)。隠遁 者 た る聖 ガ

ル ス は， 聖 コル ム バ ー ヌス が抱 い た僧 集 団 の理 念 を ア レマ ニ ア の地 で 現 実 化

した， とさ れ る。

 メ ー ロ ヴ ィ ン グ朝 フ ラ ンク王 国 は ク ロー ドヴ ィ ヒ2世Chlodwig II.(ノ ィス

トリア及 びブルグ ン ド国王在位639-657， ア ゥス トリア国 王656-657)の 治 世 を経 て

衰 退 に 向 か う。 フ ラ ンク王 国 の国 有 地 は一 部 ア レマ ニ ア人 に よ り私 領 化 され

豪 族 が 力 を得 る。 カー ロ リ ング家 宮 宰 中 ピ ピー ンPippin der Mittlere(在 職

687/688一†714)及 び カ ー ル ・マ ル テ ル(在 職720以 前一†741)は ， ア レマ ニ ア に

お け る フ ラ ンク王 国 支 配 の再 興 を 意 図 し， ア レマ ニ ア太 公 ゴ トプ リ ドGott一

97)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.27.
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frid(*?一 †709)が709年 に死 去 す る と， 宮 宰 中 ピ ピー ンは数 次 に亙 って ア レ

マ ニ アを攻 撃 す る。 ア レマ ニ ア人 は屈 服 しな い。 この 間 を縫 って719年 頃 聖

ガ ル ス に 因 ん だ 僧 院 ザ ン ク ト ・ガ レ ンSt. Gallenが ア レマ ニ ア 人 オ トマ ー

Otmarに よ り建 設 さ れ る。722年 の カ ー ル ・マ ル テ ル の ア レマ ニ ア攻 撃 の後 ，

723年 カ ー ロ リ ン グ家 宮 宰 に よ る フ ラ ン ク王 国 支配 に反 抗 す る暴 動 が起 こ る。

それ が 鎮 圧 され る と太 公 側 と フ ラ ン ク王 国 宮 宰 との間 に休 戦 状 態 が続 い た よ

うで ， そ の 間 の724年 頃， 僧 院 ラ ィ ヒェ ナ ゥReichenauが 宮 宰 カ ー ル ・マ ル

テ ル と ピル ミー ニ ゥ スPirminius(*?一 †755)に よ り建 立 ・完 成 さ れ る。 カ ー

ル ・マ ル テル の 僧 院 建立 の 意 図 は この 僧 院 を 自分 の支 配 拠 点 と して 活 用 す る

こ とに あ り98)，彼 は僧 院 長 に ピル ミー ニ ゥス を起 用 す るが， ピル ミー ニ ゥス

は727年 に ゴ トブ リ ドの子 息 で太 公 の ラ ン トブ リ ドLantfrid(*?一 †730)に よ

り ラ ィ ヒ ェナ ゥか ら追 い 出 さ れ る。 この追 い 出 し騒 ぎ はカ ー ル ・マ ル テル を

刺 激 し，730年 カ ール ・マル テ ル と の戦 闘 で ラ ン トブ リ ドは死 去 す る。

 考 古 学 は レ ヒ河 まで の ア レマ ニ ア に お け る キ リス ト教 の広 ま りを ど う判 断

す る か ， と い う と， 死 者 の埋 葬 状 況 か らす る と，7世 紀 末， 或 い は場 所 に

よ って は8世 紀 初 頭 まで， ア レマ ニ ア全 域 に お い て副 葬 品 を伴 う異 教 的埋 葬

法 が行 わ れ て い た が， そ の後 ， 教 会 周 辺 で の埋 葬 は副 葬 品 を伴 わ な い キ リス

ト教 的埋 葬 に替 わ る。 と は言 う もの の ， 副 葬 品 を伴 う埋 葬 が 行 われ た ア レマ

ニ ア人 の 間 に もキ リス ト教 徒 の存 在 が 推 定 で き る
， とす る。 そ の根 拠 は， 富

裕 層 の 墓 地 で， 遺 体 に掛 け られ た布 に金 箔 を十 字 形 に切 った 金 箔 十 字Gold-

blattkreuzが 縫 い込 まれ ， 副 葬 品 と して 用 い られ て い る こ とで あ る。 こ の金

箔 十 字 は ラ ン ゴバ ル ド地 域 か ら伝 わ った もの で， ア ル プ ス北 部 で は ア レマ ニ

ア に のみ 出土 して い る。 そ の 出土 地 域 は広 範 に亙 り， ライ ン上 流 域 か ら東 は

レ ヒ河 まで ， 北 は ネ ッカ ーNeckar流 域 か ら リー スRies地 方(凡 そ ヴェルニ ッ

W6rnitz流 域)に まで 及 ぶ(尚 ， キ リス ト教徒 の副葬品 と して は7世 紀 頃の胸飾 り

十字Pektoralkreuzが フラ ンケ ンの タゥバー河谷 か ら一 つ出土 してい る99))。ア レマ

98) LMA， Bd.1， Sp.265.

99)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.30 .
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ニ アの 場 合 ， バ イエ ル ンにお け る よ り もラ テ ン系 文 物 が 継 承 され た 痕 跡 は少

な く， カ トリ ック信 仰 は主 と して 豪 族 の居 所 に根 付 き， そ こか ら彼 らの支 配

領 域 に広 ま っ た， と考 え られ る100)。

C.フ ラ ン ケ ンの 場 合1： フ ラ ンケ ンFrankenは 現 バ イエ ル ン州 の北 西 部

に広 が る地 域 で， ラ ヴ ェ ン ナ の 地 理 学 者101)Geographus Ravennasの 言 う

AscaphaとUburzisが ア シ ャ フ ェ ン ブル クAschaffenburgと ヴ ュ ル ツ ブ ル

クW�zburgに 当 た るな らばlo2)，マ イ ン下 流 域 と ヴ ュ ル ッ ブル ク周 辺 は，

フ ラ ン ク国 王 ク ロ ー ド ヴ ィ ヒ1世 が ア レマ ニ ア に勝 利 し た500年 頃 に は，

メ ー ロ ヴ ィ ング朝 支 配 下 に置 か れ た， と判 断 さ れ るが ， フ ラ ンケ ンの大 部 分

は テ ィー リ ンゲ ン王 国Th�ingerreich領 だ った 。 同王 家 に は ア リ ゥス派 キ リ

ス ト教 並 び に カ トリ ック信 仰 が 入 って い た。 が ， そ の よ うな信 仰 を持 った の

は王 家 の一 部 に過 ぎず ， 領 民 全 体 に キ リス ト教 信 仰 は広 が って い なか った，

と考 え られ る。 ア レマ ニ ア人 の元 に広 ま っ た金 箔 十 字 もフ ラ ンケ ンか らは 出

土 して い な いlo3)。 ライ ン左 岸 に 位 置 す るマ イ ン ツの 司 教 は6世 紀 半 ば に ラ

イ ン右 岸 の マ イ ン河 と の合 流 点 に既 に キ リス ト教 信 仰 の始 ま りを見 て ， マ イ

ン上 流 域 の宣 教 に入 る。 同 様 に ヴ ォ ル ム ス の司 教 もネ ッカ ー河 沿 い に上 流 に

向 か って 宣 教 工 作 に入 る。 これ ら6世 紀 及 び7世 紀 に お け る ライ ン右 岸 の宣

教 が ど の程 度 成 果 を挙 げ たか は， しか しなが ら， ま った く不 明 で あ る104)。

100) Ebd.， S.29f.

101) LMA， Bd. IV， Sp.1270f.に よ れ ば ， Anonymus Ravennasと もder Geo-

 graph von Ravennaと も呼 ば れ る地 理 学 者 で ，700年 頃 に古 代 及 び初 期 中世 の

 史 資 料 を基 に して イ ン ドか らア フ リカ ・ヨー ロ ッパ に亙 る地 図 を ラ テ ン語 で作 成

 した。 彼 の地 図 は読 ま れ も し評 価 も受 け た が， 後 世 へ は影 響 は少 な か った。

102)W.St�mer，5.30.

103) Ebd.，5.30.

104) Ebd.，5.31.

105)LMA， Bd. V， Sp.ll36f.に よれ ば， ア イル ラ ン ドで の司 教 の地 位 を捨 て た キ リ

 ア ー ヌ ス を含 め て12名 の宣 教 者 が ヴ ュ ル ッ ブ ル ク に来 る。 彼 らの 目的 は 「わ た

 しの 名 の た め に， 家 ， 兄 弟 ， 姉 妹 ， 父 ， 母 ， 子 ， 或 い は畑 を捨 て た者 はす べ て，

 そ の 幾 倍 もを受 け，ま た永 遠 の い の ち を受 け継 ぎ ます 」(聖 書 ・新 改 訳 ， 日本 聖 書
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7世 紀 後 半 ， ア イ ル ラ ン ド人 宣 教 者 キ リ ア ー ヌ ス105)Kilianus(ド イ ッ 名 ：

キー リァンKilian，*?一 †689?)が フ ラ ンケ ンの マ イ ン中流 域 の宣 教 に入 る。 キ

リア ー ヌ ス の伝 記 「キ リア ー ヌス の受 難Passiones Kiliani」2書 は マ イ ン中

流 域 に お け る キ リス ト教 宣 教 の 様 子 を 伝 え る唯 一 の 史 料 で あ る が， 具 体 的

デ ー タ に乏 し く， 我 々 が こ れ らか ら知 り得 る の は， キ リア ー ヌス及 び11名

の同 行 者 の， キ リス トの 教 え に無 条 件 的 に従 わ ん とす る強 い主 観 的 意 思 の み

で ， フ ラ ンケ ン領 民 の宣 教 につ いて は殆 ど知 り得 な い。 当 時 の ヴ ュ ル ッ ブ ル

ク は一 つ の太 公 領 を形 成 し， ヘ ー デ ン家106)が4代 に亙 って 太 公 を 出 して い

た。 キ リア ー ヌ スが 宣教 に成 功 した の は ヘ ー デ ン家 第3代 太 公 ゴ ッ ベ ル トと

そ の取 り巻 き に関 して の み で あ ろ う。

 次 ぎ に外 国 人 宣教 者 と して フ ラ ンケ ン に入 った の は ア ング ロ ・サ ク ソ ン系

 刊 行 会 ， い の ち の こ とば 社 ，1971年 ， 「マ タ イの 福 音 書 」 第19章 第29節)と い

 うキ リス トの 教 え を絶 対 的 に 実践 す る こ とに あ った。 キ リア ー ヌ スの 受 難 は フ ラ

 ン ケ ン太 公 家 の婚 姻 問 題 へ の 介 入 に 起 因 す る ：彼 は ヘ ー デ ン家Hedene第3代

 目の 太 公 ゴ ッベ ル トGozbert或 はGozbaldに ， そ の 妻 ゲ ィ ラナGeilanaと 離 別

 す る よ う求 め る。 とい うの も， ゲ ィ ラナ は ゴ ッベ ル トの死 ん だ兄 弟 の 妻 だ った か

 らで ， この 種 の婚 姻 は， ロー マ法 や ゲ ル マ ンの慣 習 で は 問題 に な らな くて も， 教

 会 法 で は許 され な か った。 これ を知 った ゲ ィ ラナ は キ リア ー ヌス と彼 の 同 伴 者 コ

 ロ ナ トColonat及 び ト トナ ンTotnanを 奸 計 に か け て 殺 さ せ る。 こ の 受 難 に よ

 りキ リアー ヌス は特 に マ イ ン ・フ ラ ンケ ン地 域 で崇 拝 され， ア イル ラ ン ドで も9

 世 紀 に は キ リア ー ヌ ス信 仰 が 生 ま れ る。 キ リア ー ヌ ス は 「フ ラ ンケ ン人 の使 徒

 Frankenapostel」 と も呼 ば れ る。 キ リア ー ヌ ス信 仰 は， 従 って， エ メ ラー ム ス

 信 仰 と似 た よ うな性 格 を持 っ(本 稿 註86参 照)。

106)LMA， Bd. IV， Sp.1985に よれ ば ， ヘ ー デ ン家 は後 期 メー ロ ヴ ィ ン グ朝 時 代 に

 ヴ ュル ッ ブル ク周 辺 の マ イ ン河 地 域 及 び テ ィー リ ンゲ ンに お い て 太公 職 に 就 き，

 初 代 が フル ォデ ィHruodi， 続 い て ヘ ー デ ン1世Heden I.， ゴ ッ ベ ル ト， ヘ ー デ

 ン2世Heden II.で 終 る。 ヘ ー デ ン1世 は642/643年 に フ ラ ン ク王 国 と共 同 行 動

 を と って テ ィー リ ンゲ ン征 圧 に貢 献 し， 更 に 「リブ ア リア法 典Lex Ribvaria」

 の立 法者 と して は只 一 人 そ の名 が 知 られ て い る。8世 紀 に入 る とヘ ー デ ン2世 が

 第4代 太 公 職 に 就 く。 彼 は妻 テ ォ ドラ ダTheodradaと 協 力 して ア ング ロ ・サ ク

 ソ ン系宣 教 者 ヴ ィ リブ ロ ル ドを助 け そ の仕 事 を成 功 さ せ る。 ヘ ー デ ン2世 に っ い

 て は717年 頃 に そ の名 が 記 録 され て い るが ， 彼 は そ の直 ぐ後 カ ー ル ・マ ル テ ル の

 策 動 に よ り解 職 さ れ る。
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宣教 者 ヴ ィ リブ ロル ドWillibrord(*657?一739)で ， ヴ ュ ル ッ ブ ル ク最 後 の 太

公 ヘ ー デ ン2世 が彼 に協 力 した。 ヘ ー デ ン2世 は ヴ ュ ル ッ ブ ル ク城 砦 に 僧

院 ・尼 僧 院 を建 立 し， 教 会 組 織 化 に も手 を 染 あ ， テ ィー リ ンゲ ンを 宣 教 す る

ヴ ィ リブ ロル ドらに ，704年 テ ィ ー リ ンゲ ン内 の 自 らの所 領 を その 物 的 基 盤

と して提 供 した り して も い る。 しか し719年 ， ヴ ィ リブ ロ ル ドは その 目を プ

リー ス ラ ン ドFrieslandに 向 け る こ と に な る。 と言 うの も同 年 ， ヘ ー デ ン2

世 が テ ィー リンゲ ンの 豪 族 との 紛 争 に起 因 して 太 公 位 を失 い， フ ラ ンケ ン地

域 の政 治 的 中心 が 消 滅 した か らで ， こ の事 変 に よ りフ ラ ンケ ンの キ リス ト教

化 は 旧 の木 阿 弥 に 戻 るlo7)。

 考 古 学 は フ ラ ンケ ンの 状 況 を ど う判 断 して い るか ， と言 うと， 嘗 て は， フ

ラ ンケ ンで は650年 か ら800年 にか けて 墓 所 の副 葬 品 が 徐 々 に減 少 しや が て

完 全 に無 くな る， と想 定 した が108)， 現 在 で は， 凡 そ700年 頃 ， 晩 くと も8

世 紀 に入 って 直 ぐ，ハ スベ ァゲHaBberge及 び シ ュ タ イガ ー ヴ ァル トSteiger-

wald西 方 の フ ラ ンケ ンに関 して は， 列 状 墓 地Reihengr臙erで の 副 葬 品 を 伴

う埋 葬 は， ヘ ッセ ン， ア レマ ニ ア， バ イ エル ンにお け る と同 様 ， 殆 ど完 全 に

消 滅 す る， と判 断 して い る109)。

D.バ イエ ル ンの 場 合2： バ イ エ ル ンで は， 先 に見 た よ うに， バ イ エ ル ン

太 公 テ ー オ ド(在 位680?一717?)の 子 息 ラ ン トペ ル トが 聖 エ メ ラ ー ム スを 拷 問

に か け殺 害 した た め ， テ ー オ ド太 公 の 宿 願 で あ るバ イエ ル ンにお け る教 会 組

織 確 立 問題 が頓 挫 して しま う。715/716年 テ ー オ ドは ロ ー マ に旅 立 つ 。 この

旅 は巡 礼 の旅 と も贖 罪 の 旅 と も言 わ れ るが ， こ の当 時 フ ラ ンク王 国 は， 宮 宰

中 ピ ピー ンの死(714年)後 ， 異 教 徒 フ リー ゼ ン人Friesenや ザ ク セ ン人 を巻

き込 ん で の ノ ィ ス ト リア と ア ゥス ト リアの 対 立 ， 及 び メ ー ロ ヴ ィ ング家 内 部

の跡 目争 い で 大 混 乱 に陥 って い た110)。偶 然 の こ とな が ら， この 状 況 は太 公

107)W.St�mer， Fr�es Christentum， S.74.

108) RGAK， Bd.2， Straﾟburg， Verlag von Karl J. Tr�ner，1913-15，5.83.

109)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.35.

110) 中 ピ ピ ー ン の 庶 子 カ ー ル ・マ ル テ ル が 宮 宰 職 に 就 く の は720年 頃 か ，そ の 直 前 。
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テ ー オ ドに と って 政 治 的 に 非 常 に 有 利 で あ っ た。 彼 は ロ ー マ で 教 皇 グ レ ゴ

リゥス2世(在 位715-731)と バ イエ ル ンに お け る教 会 組 織 建 設 につ い て話 し

合 い， 教 皇 座 の意 向 を尊 重 しつ つ バ イエ ル ンの司 教 区 の設 定 や 司 教 ・大 司 教

等 の人 的 配 置 を行 な う こと を取 り決 め る。 こ の取 り決 め に よ りロ ー マ とバ イ

エル ン太 公 国 の結 合 は強 め られ る。 しか しテ ー オ ドが この 取 り決 め を 具 体 化

で きな いで い た と き， フ ラ ンク王 国 の 中 核 地 帯 で あ るセ ー ヌ河 中 流 域 出 身 の

宣教 者 聖 コル ビニ ア ー一ヌ ス(*700以 前一フライジング司教725?一 †730?)が レーゲ

ン ス ブル ク に テ ー オ ドを 訪 ね て 来 る。 テ ー オ ドは彼 を 歓迎 す る。 太 公 テ ー オ

ドの コル ビニ アー ヌ ス歓迎 は， キ リス ト教 の宣 教 成 果 と同 時 に， バ イエ ル ン

の教 会 組 織 化 を期 待 して で あ っ た ろ う111)。太 公 テ ー オ ドの 没 後 ， 聖 コ ル ビ

ニ ア ー ヌ ス は フ ラ イ ジ ン グに部 分 太 公 グ リモ ァル ドを訪 れ る
。 彼 か ら も コル

ビニ ア ー ヌ ス は熱 烈 な歓 迎 を受 け る。 コ ル ビニ ア ー ヌ ス は太 公 邸 内 の シュ テ

フ ァ ン教 会Stephanskircheが 在 っ た所 に 僧 院 ヴ ァ ィェ ンシ ュテ フ ァ ンWei-

henstephanを 建 立 す る。 だ が， そ の 後 ， 彼 は フ ラ イ ジ ン グか ら南 テ ィ ロ ー

ルS�tirolの マ ィ スMais近 傍 の ク ー エ ン スKuensに 居 を 移 して し ま う

(クー エ ンスに彼 はグ リモ ァル ドの援助 を得て720年 僧院 ヴァ レンテ ィンValentins-

zelleを 建立 していた)。 転 居 の 理 由 と して， 彼 が 太 公 グ リモ ァル ドと公 妃 ピ リ

トル ー ドの 婚 姻112)を批 判 した こ と を挙 げ る こ とが で き よ うが ， 当 時 ， 即 ち

725年 頃 に は， バ イ エル ン太 公 国 の跡 目争 い に 目を付 け た カ ー ル ・マ ル テル

がバ イエ ル ンに介 入 して きた し， 謀 殺 に よ る と も言 わ れ る グ リモ ァル ド太 公

の死 亡 事 件 もあ った し， 等 で バ イエ ル ンは大 揺 れ に揺 れ て い た とい う事 情 も

絡 ん で い た よ うで あ る。 コル ビニ ア ー ヌ ス の ク ー エ ンスへ の転 居 は， 避 難 で

もあ っ た ら しい。 そ の後 ， 彼 は フ ラ イジ ング に復 帰 す るが ， 間 も無 く死 去 ，

遺 骸 は ク ー エ ンス に葬 られ る。 因 み に， レー ゲ ンス ブ ル ク の聖 エ メ ラー ム ス，

ザ ル ッ ブル クの 聖 ル ペ ル トゥス， フ ラ イジ ングの 聖 コル ビニ ア ー ヌ ス は， 宣

111)W.St�mer， Fr�es Christentum， S.38f.

112) ピ リトル ー ドはグ リモ ァル ドの死亡 した兄 弟 テーオ ドアル ドの妻で あ った。

  この種 の婚姻 は，本稿註105に あるように，教会法で は許 され ない。



                 グレゴ.ワセ弖 改革 とバ イヌ…Zレンー(前編) 103

教 史上 「バ イエ ル ン人 の三 使 徒drei Apostel der Bayern」 と呼 ば れ る。

 グ リモ ァル ドの死 後 ， 全 バ イエ ル ン地 域 を統 治 す る こ と に な っ た フ ク ベ ル

トが736年 に死 去 す る と， ア レマ ニ ア太 公 ゴ トプ リ ド(宰?一†709)の 子 息 オ ー

デ ィ ロ(在 位736?一748)が バ イエ ル ン太 公 位 を継 ぐ。 彼 は フ ラ ンク王 国 宮 宰

カー ル ・マ ル テ ル(在 職720以 前一741)と も良 好 な 関係 に あ った た め ， 教 会 組

織 の策 定 に お い て大 きな行 動 の 自由 を 獲 得 す る。 彼 は，739年 ， 行 動 的 で有

能 な聖 職 者 ボニ フ ァ ー テ ィ ゥスを バ イ エ ル ンに招 く。 既 に教 皇 特 使 に任 ぜ ら

れ て い た ボニ フ ァ ー テ ィ ゥス113)Bonifatius(*672/675一 †754)は ， 嘗 て バ イエ

ル ン滞 在 中(733/735年)に 得 た諸 種 情 報 を勘 案 し， 同 年 ， 太 公 オ ー デ ィ ロ

と共 に， テ ー オ ド太 公 時 代 の 教 会 組 織 化 案 に基 づ い てバ イエ ル ンを4分 割 し，

レー ゲ ン ス ブル ク司 教 区 ， フ ラ イ ジ ン グ司 教 区 ， ザ ル ッ ブ ル ク司 教 区 及 び

パ ッサ ゥ司教 区 を 設 定 ， 前3者 にっ いて 各 々 そ の司 教 を任 命 ， パ ッサ ゥ司教

につ いて はそ の 任 命 を ロ ー マ教 皇 に委 ね114)，4司 教 座 の設 置 ，4司 教 の任 命

113) LMA， Bd. II， Sp.417ff.に よ れ ば， ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス の本 名 は ヴ ィ ン フ リー

 ドWinfrid。 彼 は エ ク セ タExeter出 身 の ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン系 宣 教 者 で，716

 年 春使 命 感 に燃 え て フ リー ス ラ ン ドの 宣 教 に赴 くも フ ラ ンク王 国 の支 援 を得 られ

 ず 失 敗 に 終 る。719年 ロ ーマ 教 皇 は彼 に宣 教 の全 権 と ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス の名 を

 与 え る。721年 ヘ ッセ ン， テ ィー リンゲ ン地 域 の 宣 教 に従 事 ，722年 宣 教 上 の必

 要 か ら彼 は教 皇 に服 従 誓 約 を 行 って 教 皇 か ら司 教 が 持 っ 聖 別 権 ・司法 権 を 得 る。

 723年 以 後 は カ ー ル ・マ ル テ ル の 宣 教 許 可 証 を 得 て ヘ ッ セ ンHessen， テ ィー リ

 ン ゲ ン地 域 の宣 教 を 完 成 ， そ の 証 と して ブ リッ ラ ーFritzlar近 傍 の ガ ィ ス マ ー

 Geismarに 聳 え 立 っ カ ッ テ ン族 の 部 族 神 ドー ナ ルDonar(=雷 神)に 捧 げ られ

 た ナ ラの 木 を 切 り倒 す 。732年 彼 は教 皇 か ら司 教 に任 ぜ られ， 教 会 法 に 基 づ く新

 司 教 区 設 定 権 ・大 司 教 任 命 権 を手 に し，737/738年 に は教 皇 特 使 に任 ぜ られ る。

 これ に基 づ き彼 はバ イ エ ル ンの教 会 組 織 を完 成 させ ， 更 に カ ー ル ・マ ル テ ル の 長

 子 で ア ゥ ス トリ ア宮 宰 カ ー ル マ ンKarlmann(在 職741-747一 †754)の 援 助 も得

 て ヴ ュ ル ッ ブ ル ク， ビー ラ ブ ル クB�aburg， エ ァ フ ル トErfurtの 司 教 区 も設

 定 す る。 前2者 はそ の後 マ イ ンッ司 教 区 の許 に緯 合 さ れ る。 ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス

 は 「ドイ ッ人 の使 徒Apostel der Deutschen」 と呼 ばれ る に相 応 し く， その 後

 の ドイ ッ に纏 ま る様 々 な地 域 に そ の足 跡 を残 した が，754年6月5日 ， 彼 の 同 伴

 者 共 々盗 賊 に撲 殺 され る。 彼 は今 もフ ル ダFulda僧 院 に 眠 る。

114)LMA， Bd. II， Sp.418及 びEbd.， Bd. VIII， Sp.1786に よ れ ば， バ イエ ル ンの4
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を果 た す。 但 し， フ ラ イ ジ ン グで は既 に725年 頃 か ら730年 ま で聖 コル ビニ

ア ー ヌ スが ， ザ ル ッ ブ ル ク で は696年 頃 か ら718年 ま で聖 ル ペ ル トゥス が，

718年 か ら725年 まで は ヴ ィ タ ー リスVitalis(生 没年等 は不詳)が ， パ ッサ ゥ

で は731/736年 か ら746/747年 ま で ヴ ィ ヴ ィ ロVivilo(*?一 †746?)が 夫 々 司

教 に な って い た， とい う記 録115)を考 慮 す るな らば， ボニ フ ァーテ ィ ゥ ス は，

テ ー オ ド太 公(在 位680?一717?)か ら グ リモ ァル ド部 分 太 公(在 位*?一†725/

728?)を 経 て フ ク ベ ル ト太 公(在 位725/28?一736?)に 至 る まで の 諸 太 公 に よ っ

て積 み重 ね られ た成 果 を 引 き継 い で バ イエ ル ンの教 会体 制 を 整 え た， と言 え

よ う。 しか し， バ イエ ル ンに点 在 した教 会 が各 司教 座 教 会 の許 に既 に系 列 ・

区 分 化 され て い たか と い うと， そ うい う こ とは な く， 各 教 会 は， 一 部 は7世

紀 に まで 遡 る各 地 域 の 豪 族 や太 公 に よ る私 有 教 会 制 度Eigenkirchenwesenに

よ り細 分 化 され て い て ， 所 謂 ， 下 位(=教 区)教 会 制 度Niederkirchenwesen

は成 立 して い な か っ た116)。従 って ， 各 司 教 座 は739年 以 後 こ れ ら私 有 教 会

の獲 得 ， 系 列 ・区分 化 に努 力 す る(そ の手法 は， 私有教会を司教座教会に寄贈 さ

せ た後 にその教会 を封 と して寄贈者或 いはその身内に授 け る， 等 の授封方式， と推定

され る。 これ は若干の例か ら言 える ことで， 史料 が乏 しいため実態 は この後 の時代 に

つ いて も不 明 としか言 いよ うがない)。 聖 ボ ニ フ ァー テ ィ ゥ ス及 び太 公 オ ー デ ィ

ロの 手 に よ って 誕 生 した これ ら司 教 座 は
， タ シ ロ3世 時 代 に お い て も， カ ー

ル大 帝 に よ るバ イ エル ン併 合 後 にお いて も， 東 方 地 域 の キ リス ト教 化 に大 役

 司 教 区 設 定 時 ， 教 皇 グ レゴ リ ゥス3世Gregorius III.(在 職731-741)に よ り司

 教 に任 命 され た の は ヴ ィヴ ィ ロの み で， 彼 は パ ッサ ゥの初 代 司教 。

115)Walter Brandm�ler(hg .)， Handbuch der bayerischen Kirchenge-

 schichte， Bd.1，2， St. Ottilien， EOS-Verl.，1999. S.1201ff.に よ れ ば， そ の他 の地

 域 で739年 以 前 に司 教 が 置 か れ た の は ア ゥク ス ブ ル ク と ゼ ー ベ ン ・ブ リク セ ン

 S臙en-Brixen(ザ ル ッ ブ ル ク 司 教 区 の 属 司 教 区)で ， 前 者 に は4世 紀 か ら

 Zosimus/Dionysius以 下6名 の 司 教 が 置 か れ，738?年 か ら772年 ま で は

 Wikterpが 司 教 。 後 者 に は575年 頃Materninus(Marcianus)，591年 頃 聖

 Ingenuinus，8世 紀 中頃Mastulo Johannesの 各 司 教 が 置 か れ て い た。

116)W.St�mer， Fr�es Christentum ，5.56.
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を 果 た す 礎 石 にな る。 ボニ フ ァ ー テ ィ ゥ ス は大 司教 に っ い て触 れ な か った が ，

大 司 教 は太 公 が 兼 ね る， と彼 が 前 提 して い た か らか ， そ れ と も フ ラ ン ク王 国

宮 宰 を 刺 激 しな い た め か らか， は定 か で な い117)。兎 も角 ，739年 当 時 は，

メ ー ロ ヴ ィ ング朝 フ ラ ンク王 国 に国 王 は既 に不 在 ， カ ー ロ リ ング家 宮 宰 が ，

王 位 簒 奪 の チ ャ ンス を窺 いっ っ 王 国 を牛 耳 って い た， と い う時 代 だ っ た。

E.シ ュヴ ァー ベ ン の場 合2： 上 記4司 教 区 の他 に ， この 頃， 若 干 の 司教

区 が ア レマ ニ ア や フ ラ ンケ ンに生 ま れ る。 バ イエ ル ンと ア レマ ニ ア の境 界領

域 に あ る ア ゥ ク ス ブ ル ク司 教 座 の 初 期 の再 構 築 は特 に困 難 で あ る118)。古 代

後 期 に ア ゥ クス ブル クに は既 に 司教 座 は あ った が， 民 族 大 移 動 期 に雲 散 霧 消

した ら しい。 ア ゥ クス ブル クに は既 述 の よ うに聖 ア フ ラ信 仰 が 見 られ た が ，

これ は城 壁 内 の特 定 集 団 内 で の 事 だ った ら しいiis)。 この地 域 に ロ ー マ時 代

に 芽生 え た と推 定 され るキ リス ト教信 仰 が ア レマ ニ ア人 に どの 程 度 引 き継 が

れ た か は確 認 で きな い 。 ア ゥク ス ブル ク司教 座 は7世 紀 に フ ラ ンク国 王 ダ ー

ゴベ ル ト1世 の 元 で 新 設 或 い は再 建 され た ， と言 わ れ ， 文 献 上 把 握 で き る最

初 の ア ゥ ク ス ブ ル ク司 教 は ヴ ィ ク テ ル プWikterp(別 名 ヴ ィ ゴWiggo或 は

Uiggo， 在職738?一772)で ，738年 に そ の名 が 記 録 され て い る120)。ア ゥ クス ブ

ル ク司 教 区 は， ア イ ヒ シュ テ トEichst舩t司 教 区 の設 置(787年?)に 伴 い 同

司 教 区 強 化 の た あ，798年 に ズ ァ ラ フ ェ ル トSualafeld地 域(ア ル トミュール

Altm�l中 流域)を 新 司教 区 に割 譲 す る121)。

F.フ ラ ン ケ ン の 場 合2： フ ラ ン ケ ンで の 新 司 教 区 誕 生 は ボ ニ フ ァ ー

テ ィ ゥス 抜 き に は考 え られ な い。 ア ン グ ロ ・サ ク ソ ン系 宣 教 者 ボ ニ フ ァ ー

テ ィ ゥ ス は ヴ ィ リブ ロル ドの後 を う けて フ ラ ンケ ンに入 って 来 る。 彼 は既 に

117) Ebd.，5.41.

118) Ebd.，5.28.

119) Ebd.，5.23.

120) Ebd.，5.66.

121)設 置 年 及 び 割 譲 年 はW.St6rmer， Fr�es Christentum， S.66に よ る 。 LMA，

 Bd. IX， Sp.211f.に よ れ ば ， 設 置 年 は745-754年 と さ れ る。
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ヘ ッセ ン， テ ィ ー リ ンゲ ン地 域 で ヴ ィ リブ ロル ドに付 き随 って 宣 教 を行 い成

果 を 挙 げ て い た。 しか しマ イ ン ・フ ラ ンケ ン地 域 で の 彼 の 宣 教 活 動 は フ ラ ン

ケ ン初 の 司教 座 が ヴュ ル ッ ブル ク に設 置 さ れ るま で は明 確 で はな い。 だ が ，

彼 は若 干 の尼 僧 院 を建 設 し， そ こを拠 点 に彼 の仲 間 た ち と共 に 活 動 した よ う

で あ る。 ボ ニ フ ァー テ ィ ゥ ス は741/742年 に は新 司 教 区 の設 立 準 備 に入 り
，

743年122)マ イ ン流 域 を 傘 下 に収 め る新 司 教 区 ヴ ュ ル ッ ブル クを 設 置 す る(彼

は741年 に既 に新司教 に ブルクハル ドBurkhardを 任 命 して いた)。 ヴ ュ ル ツ ブ ル

ク司教 区 は， 西 はマ イ ン ツ， ヴ ォル ムス， シ ュパ ィア ーSpeyerの 各 司 教 区

と， 南 はア ゥ ク ス ブル ク司教 区 と， 北 は， や は り この 頃 に設 置 され た ビー ラ

ブル ク司 教 区 ， エ ァ フ ル ト司 教 区 と境 を 接 した。 東 方 は異 教 徒 の 居 住 区
。

ヴ ュ ル ッ ブ ル ク司 教 座 にっ いて 付 言 す れ ば， ヴ ュル ッ ブル ク司教 座 教 会 だ け

は発 足 時 に既 に， 王 国 私 有 教 会(=嘗 ての太公 私有教会)25 ， 並 び に ア ゥ ス ト

リア 宮 宰 カ ー ル マ ンKarlmann(*714?一 †754)の 僧 院1， の 合 計26も の 下 位

(=教 区)教 会 を持 った123)。 この 当 時 成 立 したバ イエ ル ン， ア レマ ニ ア， フ

ラ ンケ ンの 司教 区 と して は これ は唯 一 の例 外 で あ る。

 ア イ ヒ シュ テ ト司 教 区 の誕 生 につ い て は異 論 が 多 い。740年 ， バ イ エル ン

に近 い ア イ ヒシ ュ テ トに ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス の援 助 を得 て ア ン グ ロ ・サ ク ソ

ン系 宣 教 師 聖 ヴ ィ リバ ル ドWillibald(*700?一 †787)が 僧 院 を 建 立 す る
。 彼 は

738年 にゲ ル マ ンの地 に 到 着 して い て ，741/742年 エ ァフ ル ト司 教 に任 命 さ

れ る。 間 も無 くエ ァ フル ト司教 区 が マ イ ン ッ司 教 区 に吸 収 合 併 さ れ る と
， ア

イ ヒ シ ュテ ト僧 院 の 司教episcopus de monasterio Achistadiと して活 動 した

よ うで あ る が，745年 か ら754年 の間 に この僧 院 は 司教 座 教 会 に な り
， ア イ

ヒ シュ テ ト司 教 区 が 設 置 され ， 彼 が そ の初 代 司 教 に収 ま る124)
。

G.僧 院建 設 ： ア レマ ニ ア地 域 の 僧 院 建 設 にっ いて 述 べ れ ば， ボー デ ン湖

周 辺 で は， 先 に触 れ たザ ンク ト ・ガ レ ンと ラ ィ ヒェ ナ ゥの両 僧 院建 立 前 の7

122)W.St�mer， Fr�es Christentum ，5.74.

123) Ebd.， S.85f.

124)Ebd.， S.78及 びLMA， Bd. IX ， Sp.212.
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世 紀 半 ば に既 に， 僧 院 ゼ キ ンゲ ンS臘kingenが 建 て られ， こ の僧 院 が ア レマ

ニ ア最 古 の 僧 院 と言 わ れ る。 僧 院 ザ ンク ト ・ガ レ ンは僧 院 長 に オ トマ ー を戴

き，747年 頃 か らベ ネデ ィク ト派 僧 院 に な り， 同時 に カ ー ロ リ ング家 宮 宰 に

対 す る抵 抗 運 動 の拠 点 と化 す 。 カ ー ロ リ ング家 か ら同 僧 院 へ の寄 贈 は皆 無 な

が ら， ア レマ ニ ア豪 族 た ちか らの寄 贈 に よ って僧 院 は大 き な財 を なす 。 ア レ

マ ニ ア東 部 で は740年 頃 ， つ ま り， ア レマ ニ ア太 公 国 が壊 滅 に 向 か う時 期 か

ら， 僧 院 建 設 ブ ー ムが 訪 れ る。 これ は反 カ ー ロ リ ング家 を標 榜 す る大 僧 院 ザ

ンク ト ・ガ レ ンの協 力 無 しに は考 え難 い。 ラ ィ ヒ ェナ ゥ僧 院 に続 い て， バ イ

エル ンと ア レマ ニ ア と の境 界 地 域 で僧 院 フ ィセ ンF�sen， ケ ンプ テ ンKemp-

tenが 建 設 され る。 ケ ンプ テ ン僧 院 は建 立 後 も オ トマ ー を始 め とす る ザ ンク

ト ・ガ レ ン僧 院 の支 援 を仰 ぐが ，750年 頃 ， 宮 宰 小 ピ ピー ンに よ り僧 院 長 オ

トマ ー は逮 捕 ・解 職 され る。751年 小 ピ ピー ンは国 王 権 力 の奪 取 に成 功 しフ

ラ ン ク国 王 に な る。752年 以 後 ケ ンプ テ ンは， 急 速 に カ ー ロ リ ング家 国 王 僧

院 へ と変 質 ， ア ル ゴ ィAllg舫(ボ ーデ ン湖 とイラー河Illerの 間の アル プス前縁

地)へ の宣 教 上 及 び政 治 上 の 開 発 拠 点 と化 し， 後 に， カ ー ル大 帝 及 び そ の妃

ヒル デ ガル ドの 建 立 に な る， と さ れ る125)。

 バ イ エル ンで は， 僧 院 ベ ネ デ ィ ク トボ ィ ァ ンBenediktbeuern， シ ャー ニ ッ

； シ ュ レー ドル フScharnitz-Schlehdorf ， シ ェ フ トラ ンSch臟tlarn， ニ ー ダ ア

ル タ イ ヒNiederaltaich(パ ッサ ゥ司教 区)， キ ー ム ゼ ー， モ ー ン ッ ェ ーMond-

see， マ ッッ ェ-Mattsee， タ シ ロ3世 の建 立 に な る最 後 の僧 院 ク レム ス ミュ

ン ス タKremsm�ster， 更 に ア イ ヒ シ ュ テ トが 建設 され る。

 フ ラ ンケ ンの 僧 院 にっ いて 述 べ れ ば， ヴ ュ ル ッ ブ ル ク司 教 座 設 置 の前 に既

に マ イ ン河 畔 の カ ー ル ベ ル クKarlbergに 尼 僧 院 が あ り， これ が フ ラ ン ケ ン

地 域 最 古 の尼 僧 院 と され る。 ヴ ュ ル ッ ブ ル ク東 方 約25kmに あ る ク ラ ィ ン

ラ ン グハ イムKleinlangheimは フ ラ ンケ ンに お け る宣 教 の 歴 史 を物 語 る土 地

で，7世 紀 半 ば に既 に そ の地 の墓 地 に木 造 教 会 が あ った， とさ れ， そ の古 い

125) Ebd.， S.70.
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教 会 を現 在 の教 会 が そ の 内部 に受 け継 いで い る， と され る126)。 更 に， エ ル

ミン リ ヒErminrich或 はErmanrichが840年 前 後 に著 した 「聖 ス ァ ロ伝Vita

sancti Sualonis」 の 内容 が き っか け とな って 行 わ れ た近 年 の考 古 学 的調 査 の

結 果 ，6世 紀 後 半 に まで 遡 る教 会 の存 在 が 確 認 され た 。 そ の教 会127)内 で発 見

され た小 さ な石 棺 は社 会 的 地 位 の高 い人 物 の もの ， と推 定 され て い る。 現 在 ，

こ の教 会 は今 日 のバ イ エ ル ン， ア レマ ニ ア 地 域 及 び フ ラ ン ケ ン地 域 を 含 む

バ イエル ン， にお け る最 古 の メ ー ロ ヴ ィ ング朝 時 代 の教 会
， と され て い る。

フ ラ ンケ ンで は700年 代 に入 って か ら僧 院建 立 が始 ま る。 尼 僧 院 タ ゥバ ー ビ

シ ョ フ ス ハ イ ムTauberbischofsheim， オ ク セ ン フ ル トOchsenfurt， 僧 院 は

オ ー デ ン ヴ ァ ル トOdenwaldの ア ー モ ル バ ハAmorbach， ア ン ス バ ハAns-

bachの グ ムベ ル ト ゥスGumbertus， エ ル ヴ ァ ンゲ ンEllwangen ， フ ォ ィ ヒ ト

ヴ ァ ンゲ ンFeuchtwangen， グ ンッ ェ ンハ ゥゼ ンGunzenhausen， シュ パ ル ト

Spalt， 等 ， 枚 挙 に暇 が 無 い。

 序 で に， ヘ ッセ ン地 域 の僧 院 建 設 につ いて 触 れ れ ば ， ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス

は ヘ ッセ ンの ブ リッ ラ ー僧 院 の他 ， フル ダ僧 院 の 建 設 に も関 わ っ たが ， フ ル

ダ僧 院 は そ の 後 ， 大 僧 院 に 発 展 す る。 こ の僧 院 は，744年 ， 師 ボ ニ フ ァ ー

テ ィ ゥ ス の 命 を 受 け た ス ト ゥ ル ミSturm[i](*700以 後一僧 院 長744一†779)に

よ って カ ー ロ リン グ家宮 宰 の 援助 を 得 つ つ嘗 て の王 廷 跡 地 にベ ネ デ ィ ク ト派

僧 院 と して建 設 され， ス トゥル ミを僧 院長 に戴 い て始 ま った 僧 院 で あ る。 ス

トゥル ミは俗 界128)を惹 き っ け る魅 力 を 備 え た稀 代 の組 織 者 で あ った。 彼 は，

ヴ ュ ル ッ ブル ク北 方 の グ ラ ー プ フ ェル トGrabfeld地 域 に住 む豪 族 らに， 宮

宰 の 使 者 を 通 して， そ の 領 地 を ボ ニ フ ァ ー テ ィ ゥス に 寄 進 させ た よ うで あ

る129)。彼 は カ ー ル大 帝 と も良 い 関 係 を取 り結 び， カ ー ル 大 帝 は フ ル ダ僧 院

126) Ebd.，5.86.

127)Ebd.， S.86f.因 み にこの教会 は現 ゾル ンホー フェン (Soln=Sola+hofen=

  Husen)の 町 にあ る。

128) 俗界 とは聖職者以外の人間 ・機構を言 う。 従 って， 国王を始め，太公，領主，

  豪族，地主，巷の人間及びそれ らに従属 す る機 関を指す。

129)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.82.
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に ザ クセ ン人 改 宗 の 任 を与 え る と同 時 に， 免 除 特 権130)lmmunit舩を も付 与

す る。 一 方 ，769年 ， カ ー ル大 帝 の ラ ン ゴバ ル ド王 国 王 女 との結 婚 話 しに 際

して ス トゥル ミは， フ ラ ンク国 王 ピ ピー ンの王 妃 で カ ー ル大 帝 の母 で あ る ベ

ル トラー ダBertradaの 使 者 に立 ち， この 婚 姻 が 成 立 す れ ば ラ ン ゴ バ ル ド王

女 を 通 して 義 兄 弟 の関 係 に入 るバ イエ ル ン太 公 タシ ロ3世 の了 解 を得 る べ く

活 動 し， 婚 姻 成 立 に導 い た人 間 で もあ っ た。 マ イ ン ・フ ラ ンケ ン地 域 最 大 の

豪族 マ トー家Mattonenも フ ル ダ僧 院 に多 くの寄 贈 を行 った131)， との こ とで

あ る。

 以 上 の こ とか ら， バ イ エル ンの4司 教 区 が 誕 生 して 初 めて ， ア レマ ニ ア，

フ ラ ンケ ン に新 司教 座 も生 まれ ， 多 くの僧 院 ・尼 僧 院 が 生 まれ た こ とが 理 解

され よ う。 従 って4司 教 区誕 生 の 推 進 役 を 務 め た ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス はバ イ

エ ル ン太 公 オ ー デ ィ ロに と って 得 難 い存 在 で あ っ た。 オ ー デ ィ ロ にす れ ば，

ボ ニ フ ァー テ ィ ゥ ス無 しに4司 教 座 設 置 はで きず ， 更 に は， 弱 体 化 は して い

て も フ ラ ン ク王 国 の影 響 下 か らバ イ エル ンを 引 き離 し得 な か った 。 ま た， ボ

ニ フ ァー テ ィ ゥ スに す れ ば， 彼 が本 来 的 に考 え て い た フ ラ ン ク王 国 の 教 会 改

革 実 践 に と って バ イエ ル ンで の 司教 座 設 置活 動 はそ の 第一 歩 で あ った 。 両 者

の利 害 が一一致 して の共 同行 動 で あ った が， 「ドイ ッ人 の使 徒 」 と呼 ば れ た ボ

ニ フ ァー テ ィ ゥス が， ロー マ との結 合 を再 度 強 め ん とす る宮 宰 カ-ル マ ン に

よ って， フ ラ ン ク王 国 に召 還 され るや， 両 者 の 関係 は疎 遠 にな る。

 以 上 ， 所 謂 バ イエ ル ン地 域 へ の キ リス ト教 の伝 播 ， そ れ ら地 域 に お け る教

130) カ ー ル 大 帝 は領 域 権 力 の 不 当 介 入 を 危 惧 して 教 会 や 僧 院 に 対 して 軍 事 ・行

 政 ・司 法 に 亙 る 自 主 的 ・独 立 的 意 志 決 定 権 を 保 証 し た。 こ れ が 免 除 特 権

 (lmmunit舩)で ， 現 代 の 「外 交 特 権 」 に相 当 す る。 この よ うな制 度 をVogtei

 (免 除 特 権 保 護 制 度)， そ の制 度 下 で保 護 ・監 視 業 務 を 司 る役 人 をVogt(免 除 特

 権 保 護 司)， 但 し，Vogtの 職 務 内 容 を 捉 え てVogteiと 言 うこ と もあ る。 因 み に

 Immunit舩， Vogtの 語 源 はそ れ ぞ れ ラ テ ン語 のimmunis(義 務 の 無 い ・義 務 を

 免 除 さ れ た)，fautor(促 進 者 ・保 護 者)。

131)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.83.
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会 ・僧 院 建 設 ， 教 会 組 織 化 につ い て述 べ た が，Friedrich Prinz132)の 所 論 を

参 考 に して ， これ ら諸 活 動 を通 時 的視 点 か ら整 理 す る と以 下 の よ うに な ろ う。

 宣 教 の第1期 は， ア イ ル ラ ン ド人 宣 教 の 開始 ま で とな る。 年 代 で言 え ば，

ロ ー マ帝 国 の崩 壊 か らメ ー ロ ヴ ィ ン グ朝 ク ロー ドヴ ィ ヒ王 の孫 の時 代 ， 即 ち

4世 紀 後 半 か ら6世 紀 末 まで で ， キ リ ス ト教 の伝 播 は， オ ル レ ア ン ー デ ィ

ジ ョ ン ー ロ ー ザ ンヌ の線 を 越 え て133)， ト リー アの 西 方 か ら ソ ンム河 の 線 に

ま で北 上 す る134)。ラ イ ン東 岸 の 所 謂 ゲ ル マ ン の地 は， ト リー アを 除 い て，

異 教 の下 ， 或 い は キ リス ト教 ア リゥ ス派 信 仰 の下 に 置 か れ た ま ま とな る。 こ

の期 にバ イエ ル ンに姿 を現 した宣 教 者 と して は，5世 紀 に ノ ー リクム及 び ラ

エ テ ィア1で 活 動 した ， と さ れ る イ タ リア 出身 の聖 セ ヴ ェ リー ヌ ス が挙 げ ら

れ よ う。

 宣 教 の第2期 は， ア イ ル ラ ン ド ・フ ラ ン ク系 宣 教 師 の時 期 で，590年 か ら

始 ま り， メ ー ロ ヴ ィ ング朝 王 権 の勢 力 範 囲 内 で の布 教 が 中心 とな る。 彼 らは

8世 紀 に 至 る まで 僧 院 建 設 を 行 う。 コル ム バ ー ヌ ス らは フ ラ ンク王 家 や地 方

豪 族 と連 携 して 精 力 的 に活 動 す る。 新 た に開 拓 さ れ た地 域 に踏 み込 み， メ ー

ロ ヴ ィ ング家 の侵 寇 政 策 と歩 調 を合 わ せ て ア レマ ニ ア やバ イエ ル ンに そ の勢

いを 伸 ば し， トリー アや ザ ンク ト ・ガ レ ンに僧 院 を建 設 す る。 リク セ ー ユ の

僧 た ち は ボ ー デ ン湖 に進 出す る。 司 教 名 簿 に は ゲ ル マ ン系 の名 前 が頻 出 す る

よ う に な り， フ ラ ンク王 国 の 中 で ゲ ル マ ンの地 が一 つ の勢 力 に な って行 く こ

とが 明 瞭 に な る。 フ ラ ンク国 王 及 び カ ー ロ リン グ家 宮 宰 の僧 院 も増 加 す る が，

や が て 後 者 勢 力 下 の僧 院 が そ の数 を増 す。 ア イ ル ラ ン ド ・フ ラ ンク系 の僧 院

は， これ らの権 力 と同 調 しっ っ ， 宣 教 を進 め る。 バ イエ ル ン関 係 で の宣 教 者

は， 聖 ガ ル ス， キ リア ー ヌ ス， エ ゥス ター シ ゥス， 聖 エ メ ラー ム ス， と な ろ

う。 これ らの 宣 教 者 の活 動 と重 な り合 い つ つ， 次 第 に ア ング ロ ・サ ク ソ ン系

132) F.Prinz， Grundz�e der Entfaltung des abendl舅d. M�chtums，5.122ff.

133) Gerhard Herm， Karl der Groﾟe.4. Aufl. ECON Verlag， D�seldorf，1993，

 5.35.

134) F.Prinz， Grundzuge der Entfaltung des abendl舅d. M�chtums，5.122.
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宣 教 へ と移 って行 く。

 第3期 は， カ ー ル大 帝 登 場 前 の， ア ング ロ ・サ ク ソ ン系 宣 教 師 が 活 躍 し出

した 時 期 で ， ア ング ロ ・サ ク ソ ンの ヴ ィ リブ ロル ドに よ って 始 ま る。 彼 らの

活 動 の頂 点 に位 置 す る の が ボ ニ フ ァー テ ィ ゥ スで あ る。 ラ イ ン上 流 で ピル

ミー ヌ ス が 動 き， ム ル バ ハMurbachや ラ ィ ヒ ェ ナ ゥ僧 院 を建 設 す る
。 ア ン

グ ロ ・サ ク ソ ン系 宣 教 師 は興 隆 しつ つ あ る カ ー ロ リン グ家 と結 び つ き， カ ー

ロ リ ン グ家 の 政 治 的 尖 兵 と な る
。 ユ トレ ヒ ト， カ ィザ ス ヴ ェ ァ トKaisers-

werth， ブ リツ ラ ー， フル ダ， これ ら僧 院 はす べ て フ ラ ンク王 国 の北 部 ・東

部 の軍 事 上 問 題 の 多 い地 域 に位 置 す る。 これ らはそ の 後 ， ザ クセ ン， テ ィー

リンゲ ン， ア レマ ニ ア， バ イエ ル ンの伝 道 基 地 に な る。 ヴ ィ リブ ロル ド及 び

ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス の活 動 か ら， 彼 らの宣 教 の成 功 が カ ー ロ リン グ家及 び フ

ラ ンク の豪 族 の支 援 と密 着 して い た こ とが 読 み取 れ る。8世 紀 に は バ イエ ル

ンは政 治 的 に二 つ に分 か れ る135)。イ ン河 一 ザ ル ツ ァハ 河 を結 ぶ 線 の西 方 で

は フ ラ ン ク王 国 系 統 の 僧 院 ， シ ャル ニ ッ=シaレ ー ドル フ， ベ ネ デ ィ ク ト

ボ ィ ァ ン， ヴ ェ ッ ソブ ル ン， テ ー ガ ンゼ ーTegernsee ， シ ェ フ トラ ンが 建 設

さ れ， そ の線 の東 方 で は ア ギ ロル フ ィ ン グ家 系 統 の僧 院 ， レー ゲ ン ス ブル ク

の聖 エ メ ラム， ニ ー ダ ア ル タ イ ヒ， 太 公 僧 院 キ ー ム ゼ ー， モ ー ン ッ ェー， マ

ツ ェ ー， タ シ ロ3世 最 後 の 建 立 にな る ク レム ス ミュ ンス タが 建 立 さ れ る
。 ザ

ル ッ ブル ク司 教 ル ペ ル ト ゥス， コル ビニ ア ー ヌ ス， 聖 ヴ ィ リバ ル ドが この時

期 の バ イエ ル ンの 宣教 者 と して挙 げ られ よ う。

H.諸 種 会 議 ： 742年 ， ア ゥ ス ト リア宮 宰 カ ー ル マ ン は， 聖 ボ ニ フ ァ ー

テ ィ ゥス の助 け を借 りて， ア ゥス トリア東 部 地 域 の宗 教 上 の諸 問題 を 討 議 す

る 「ゲ ル マ ン人 会 議Concilium Germanicum」 を 自 ら議 長 を務 め て 開 催 す

る136)。 これ に 出 席 した 司教 は， ボ ニ フ ァー テ ィ ゥ スの他 ， ヴ ュル ッ ブル ク，

135)Ebd.， S.127及 び ， 筆 者 に よ る 「再 論 ：タ シ ロ3世 」 本 紀 要 第32号 所 載
，65

 ペ ー ジ 参 照 。

136)註145の 書 ，S.376-381及 びMGH ， Legum Sectio III， Concilia Tom. II， Con-

 cilia aevi Karolini I， Pars l， Hannover，1979. S.1-4.こ の 会 議 は ， 殆 ど 無 視 さ れ
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ビー ラ ブル ク， ア イ ヒ シ ュテ ト， ケ ル ン， シ ュ トー ラ ス ブル クStraBburgの

司教 た ちで ， 教 会 改 革 に批 判 的 な マ イ ン ッ と トリー アTrier， そ れ にバ イエ

ル ン及 び ア レマ ニ ア の司 教 た ち は欠 席 す る。 この両 太 公 国 の欠 席 は， 両 国 が ，

自領 内教 会 の王 国 教 会 制 度 下 へ の従 属 を嫌 い， 各 々独 自の太 公教 会 制度 の 確

立 を志 向 した こ とを意 味 す る， と考 え て良 か ろ う。 聖 ボ ニ フ ァー テ ィ ゥ スに

見 切 りを つ け た太 公 オ ー デ ィ ロ は ロ ー マ教 皇 ツ ァハ リァ スZacharias(在 位

741-752)に バ イエ ル ンに お け る教 皇 特 使 の更 迭 を要 請 し， 新特 使 と して セ ル

ギ ゥスSergius(生 没年等 は不詳)が 派 遣 され る。 この よ うな オ ー デ ィ ロ太 公

の対 応 は フ ラ ンク王 国 の二 人 の宮 宰 カ ー ル マ ン と小 ピ ピー ンを刺 激 す る。 彼

らは，743年 ， レー ゲ ンス ブ ル ク に立 て籠 も る太 公 オ ー デ ィ ロを攻 撃 す る。

今 や オ ー デ ィロ は帝 国 主 義 的 政 策 を採 る カ ー ロ リン グ家 に 反対 す る勢 力 の 中

心 に な って い た。 そ の中 に は ザ ク セ ン軍 もア レマ ニ ア軍 も ス ラ ヴ人 か ら成 る

軍 も加 わ って い た し，735年 以 後 カ ー ロ リン グ家 宮 宰 に そ の領 地 を散 々 に痛

め っ け られ て い た ア キ タ ニ アAquitanien太 公 フ ノ ァル ドHunoaldも ， 教 皇

特 使 セ ル ギ ゥ ス も， オ ー デ ィ ロ に 味 方 した137)。温 和 な性 格 で 暴 力 を 否 定 す

る教 皇 ツ ァハ リ ァス の意 を受 け， セ ル ギ ゥス は， 太 公 オ ー デ ィ ロの意 を体 し

っ っ ， 両 者 の激 突 を防 止 せ ん と した が及 ば ず， レー ゲ ンス ブル ク司教 と共 に

フ ラ ンク軍 に捕 え られ る。 教 皇 は， ボ ニ フ ァー テ ィ ゥス に再 び バ イエ ル ン及

び フ ラ ンク王 国 全 域 の監 督 権 限 を与 え， 太 公 オ ー デ ィ ロへ の配 慮 を疎 ん じる。

これ に よ りバ イエ ル ンの太 公 教 会 組 織 は ぐ らつ く。 大 司教 も教 皇 特 使 も居 な

 て いる教会法の完全実施を 目的 と し，決定 された事項 は，教会会議 の毎年 開催，

 奪われ た教会財産の返還請求，堕落 した司祭 ・助祭 の禄 の没収，聖職者 によ る戦

 闘行為の禁止 ・狩猟及 び犬を連 れて の森林徘徊及 び大鷹等 の飼育 の禁止 ，教 会会

 議の同意を経ぬ司教 ・司祭の採用禁止， など。 開催場所 は不 明， 時期 は4月21

 日頃 とされ る。 その後， 教会会議 はア ゥス トリアで743年 ， ノ ィス トリアで744

 年 に開催 されたのみ。主催者 カールマ ンは， カ ンシュ タ トの大虐殺(746年)の

 後，良心 の呵責 に耐 え られず，747年 秋 頃，政治 の世界 か ら身 を 引 き僧 院 に入

 る。

137)K.Reindel， Von den Karolingern zu den Welfen，5.165.
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い ま ま に存 続 を続 け る太 公 教 会 は外 部 か らの 影 響 を 受 け易 く
， また 傷 つ き易

く もな る138)。教 会 組 織 の頂 点 に立 っ 大 司 教 が バ イエ ル ンに置 か れ るの は798

年 で あ る。 この と き既 に バ イエ ル ン太 公 国 は無 く， 嘗 て の太 公 教 会 は既 に王

国 教 会 に な り， 司教 た ち は フ ラ ン ク国王 カ ー ル大 帝 に摺 り寄 る。 バ イエ ル ン

地 域 の大 司 教 の任 を務 あ た の は ザ ル ッ ブ ル ク司 教 ア ル ン(*740過 ぎ一司教785一

大司教798-821)。 彼 は780年 代 後 半 ， バ イエ ル ン太 公 タ シ ロ3世 が 窮 地 に追

い込 まれ た と き， 太 公 に背 を向 け カ ー ル大 帝 の陣 営 に鞍 替 え した
， と言 わ れ

る人 物 。 彼 を 大 司 教 に抜 擢 したの は， 無 論， カ ール大 帝 で あ った ろ う。

 ア レマ ニ アで は，746年 ， フ ラ ン ク支 配 に抵 抗 を続 け て い た豪 族 た ち が大

規 模 な叛 乱 を起 こす。 これ に対 して ア ゥス ト リア宮 宰 カ ー ル マ ンは カ ン シュ

タ トCannstattに お け る大 虐 殺 で 応 え， ア レマ ニ ア太 公 国 は地 上 か ら姿 を 消

す 。 バ イエル ンは， 太 公 オ ー デ ィロが そ の 妻 ヒル トル ー ドHiltrudを 通 して

両 宮 宰 と義 兄 弟 の 関 係 にあ った た あ で あ ろ うか ， ア レマ ニ アに お け るよ うな

カ ー ロ リン グ家 に よ る壮 絶 ・凄惨 な復 讐 は受 け ず に済 む
。

 755年 或 い は そ の 後 数 年 以 内 に， バ イ エ ル ン初 の 教 会 会 議Synodeが ア

シ ュハ イムAschheimで 開 か れ る。 オ ー デ ィロ太 公 死 亡 当 時
， 未 だ7歳 だ っ

た タ シ ロ3世(*741一 在 位748-788一 †794以 後)が 成 人 年 齢(「 バ イエル ン部族 法

典」 で は12歳)に 達 して い た こ と も会 議 開 催 の 条 件 を 整 え た の で あ ろ う。 こ

の種 の会 議 開催 の き っか けを与 え た の は， しか しな が ら， ロー マ教 皇 グ レゴ

リ ゥス2世 で，716年 に既 に教 皇 は教 会 組 織 整 備 の た あ に この種 会 議 の 開催

を バ イエ ル ン とア レマ ニ ア の太 公 ・豪 族 ・聖 職 者 に指 示 して い た
。 当時 そ の

指 示 は実 らず ， バ イエ ル ンに お け る この第1回 教 会 会 議 で現 実 化 す る。 第2

回 は769/770年 に デ ィ ン ゴ ル フ ィ ン グDingolfingで ， 第3回 は771/772年

に ノ ィ ヒ ン グNeuchingで 夫 々開 催 され る。 こ れ ら教 会 会 議 で は バ イエ ル ン

太 公 が議 長 を務 あ て会 議 を仕 切 った。 これ は グ レ ゴ リゥス2世 の意 に添 った

会 議 運 営 法 で あ る。 第1回 教 会 会 議 の会 議 録 に よ れ ば， 討 議 内容 は教 会 側 か

138)W.St�mer， Fr�es Christentum
，5.42.
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らす る太 公 へ の 嘆願 の よ うな もの で， 教 会 の持 っ権 利 の尊 重 ， 窃取 か らの 教

会 財 産 の 保護 ， 教 会 に よ る十 分 の一 税 徴 収 の 際 の協 力要 請 ， 私 有教 会 及 び僧

院 へ の 司教 の 影響 力 強化 に対 す る理 解 要 請 ， 賄 賂 防止 の た め 裁判 へ の 聖 職 者

臨席 の義 務 付 け， な ど。 そ の他 ， バ イエ ル ン部 族 法 典 の整 備 ・厳 守 ， 休 日労

働 の 禁止 ， 司教 ・僧 院長 ・僧 ・尼 僧 に よ る教 会 法 に基 づ く生 活 態度 の 尊 重 ，

僧 院 長 へ の 僧 院 規 則遵 守 要 請 ， 司牧 と修 行 生 活 の 区別 の 明 確化 等 の 問 題 が 提

起 され た139)。 こ こ に は，.聖 職 者 だ けで は解 決 で き な い問 題 の多 い こ と， 司

祭 や修 行 僧 の生 活 の乱 脈 振 りが 内部 問題 と して は既 に解 決 で きな い段 階 に来

て い る こ と， が 示 され て い る。 ま た 「ア レマ ニ ア部 族 法 典140)」 もそ の 第18

條 で 「如 何 な る司祭 或 い は 司牧 に携 わ る者 も教 会 に属 す る土 地 や非 自曲 民 を

売 却 す る権 限 を持 た な い141)」と規 定 して い る こ と も， 聖 職 者 の乱 脈 振 りを

示 す もの と して， 注 目さ るべ きで あ ろ う。

1.布 教 活 動 ： 739年 にバ イエ ル ンに4司 教 座 が設 置 さ れ た こ と に よ り，

バ イエ ル ンの東 方 宣 教 活 動 は活 発 化 す る。 地 中海 側 ノ ー リク ムに は ロ ーマ 時

代 か ら既 に キ リス ト教 が根 付 いて い たが ，600年 直 前 の ア ヴ ァー ル人 の西 方

侵 出 に伴 って西 へ と移 動 して来 た ス ラヴ人 に よ り， カ ラ ン タニ ア地 域 の 司教

139) Ebd.， S.51f.

140)LMA， Bd. V， Sp.1927に よれ ば， Lex Alamannorumに は二種 の写本 が伝 え

  られて いて，一っ は9・10世 紀 に写 された唯一種の写本 にある 「ア レマニア部族

  法典約定Pactus Legis Alamannorum」 で， もう一つ は， 初期及 び後期 カーロ

  リ ン グ 時 代 に 書 か れ た 凡 そ50種 の 写 本 「ア レ マ ニ ア 部 族 法 典Lex

  Alamannorum」 で ある。前者 の 「法典約定」 はクロータル2世 統治下の7世 紀

  初期に制定 された， と推 定 され，後 者の 「法典」 は，序 文で はっきりとア レマニ

  ア太公 ラン トブ リドに言 及 してい ることか ら724年 か ら730年 の間 に作成 され

  た， とされ る。大抵の 「法典」 写本 に見 られ る 「クロータルの発議 により」 とい

  う表 現 は後世の改竄， と見な されてい る。 「法典約定」 が賠償金一覧表で あるの

  に対 して， 「法典」 には，教会， 太公， 人民 に関わ る事柄が記述 され るが， 内容

  的には教 会の優位 が目立 ち，太 公は単 に中央権力 の代表 者で しかない。 この法典

  は 「バ イエル ン部族 法典」 とも密接 な繋 が りを持 っ。

141) Clausdieter Schott， Lex Alamannorum， Text一ﾜbersetzung-Kommen-

  tar， Schw臙ische Forschungsgemeinschaft Augsburg，1993.5.95.
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座 は破 壊 され る。 東 方 宣 教 はバ イ エル ン太 公 国 の政 治 的 ・軍 事 的 力量 を前 提

す る。740年 ， ア ヴ ァー ル 人 に よ り ス ラ ヴ系 カ ラ ンタニ ア人 が 攻 撃 され ， 彼

らが バ イエ ル ン太 公 オ ー デ ィ ロに救 援 を求 め た と き， オ ー デ ィ ロ はカ ラ ン タ

ニ ア人 を武 力 で 保 護 す る。755年 頃， ア イル ラ ン ド出身 の ザ ル ッ ブル ク司教

ヴ ィル ギ ー ルVirgi1(*700?一 司教749一†784)は 司 教 モ デ ス トゥスModestus(生

没年等 は不詳)を カ ラ ン タニ ア に派 遣 し， 宣 教 の成 果 を 挙 げ る。772年 ， タ シ

ロ3世 は， 暴 動 を起 こ した 同地 の異 教 徒 を征 圧 ， カ ラ ン タニ ア を バ イエ ル ン

太 公 国 に吸 収 し， 同 地 の キ リス ト教 化 を終 え る。 太 公 タ シ ロ3世 に よ る769

年 の プ ス タ河 谷 の 僧 院 イ ニ ヒェ ンの建 立 も，777年 の上 オ ー ス トリア の僧 院

ク レム ス ミュ ンス タの 建 立 も， 東 テ ィロ ー ル及 び カ ラ ン タニ ア地 域 の宣 教 を

意 図 して の こ とだ った 。 これ は， 彼 の 父 オ ー デ ィロが 北 部 山 地 の開 拓 と植 民

を考 え て739年 に カ ム ミュ ンス タ，741年 に ニ ー ダ アル タ イ ヒを 建 立 した こ

とか ら学 び， 凡 そ30年 後 に彼 が 同 じ政 策 を実 践 した， と言 え よ う。

 異 教 徒 に対 す る布 教 と言 って も， バ イエル ン太 公 国 の 場 合 と， シ ュ ヴ ァー

ベ ン及 び フ ラ ンケ ンの場 合 とで は， そ の 内 容 が ま った く異 な る。 即 ち バ イエ

ル ン太 公 国 の場 合 は， 言 わ ば バ イエ ル ン太 公 国 が， 政 治 力及 び軍 事 力 を 背景

に， 主 体 的 に異 教 徒 の宣 教 ・改宗 に携 わ った が， 後 二 者 の場 合 は， カ ー ロ リ

ング朝 フ ラ ンク国 王 に命 令 さ れ て の異 教 徒 撲 滅 で あ った。 即 ち， カ ー ル大 帝

か ら， ヴ ュ ル ッ ブ ル ク司 教 座 は そ の立 地 条 件 か ら して ス ラ ヴ人宣 教 の任 を負

わ され ， 東 部 フ ラ ンケ ン地 域 の 司教 座 や教 会 ・僧 院 は 困難 な ザ クセ ン人 宣 教

を 担 わ され る。 既 述 の よ うに ヘ ー デ ン2世 が719年 太 公 位 を追 わ れ る と， キ

リス ト教 の 芽 生 え も テ ィ ー リ ンゲ ンか ら一 掃 さ れ る。 しか し ボ ニ フ ァ ー

テ ィ ゥ スが そ の 失 地 を一 気 に取 り戻 す 。775年 カ ー ル大 帝 が ， 長 期 戦 の挙 句 ，

ザ クセ ン人 に フ ラ ンク王 国 の高 権 を承 認 させ る こ と に成 功 す る と，777年 の

パ ー ダ ボル ンPaderbornの 王 国 会 議 で ， ザ ク セ ンを幾 つ か の宣 教 区 に分 割 す

る， と決 定 され る142)。 す る とそ の年 ， 新 顔 の ザ ク セ ン豪 族 ヴ ィ ドゥキ ン ド

142)W.St�mer， Fr�es Christentum，5.90.
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Widukind143)(*?一777一 †785)が 登 場 ， 大 叛 乱 を指 導 ， フ ラ ンク王 国 を打 ち破 る。

こ の困 難 な 状 況 下 で 王 国 会 議 の 決 定 を 実 践 す るの は フ ラ ンク王 国 及 びそ れ に

服 属 した 地 域 の 教 会 ・僧 院 に他 な らな い。 大 帝 に強 制 され て の ， 嫌 々 な が ら

の， 上 っ面 だ けの キ リス ト教 徒 へ の 授 洗 は， 心 に深 く響 くもの を何 も残 して

い な か った。 結 局 ， そ の 後 の 宣教 は古 くか らの経 験 に支 え られ た教 会 に委 ね

られ る。 東 部 フ ラ ンケ ン地 域 の教 会 ・僧 院 で はマ イ ン ッ司教 座 教 会 及 び フル

ダ僧 院 が先 進 的 な働 きを し， 宣 教 と所 領 獲 得 と教 会 組 織 建 設 に取 り組 む。 フ

ル ダ僧 院 長 ス トゥル ミは カ ー ル大 帝 の命 を受 け て デ ィー メ ル河 畔 の エ ー レス

ブ ル ク を 占領 ， イ ル ミー ンズ ル を破 壊 す る。 フ ル ダ僧 院 は大 量 の聖 職 者 を動

員 して ， 僧 院 とい う名 の前 進 基 地 を ブル ンス ハ ゥゼ ンBrunshausen， ハ ー メ

ル ンHameln， ミ ンデ ンMindenに 構 築 す る が， 僧 院 長 ス トゥル ミが 死 ぬ と

フル ダ僧 院 はザ クセ ン宣教 か ら は っ き り手 を 引 いて 行 く。 ザ クセ ン侵寇 の軍

事 上 の 中心 基 地 パ ー ダ ボ ル ンを 中心 と す る東 部 ヴ ェ ス トフ ァー レ ン地 域 は

ヴ ュ ル ッ ブ ル ク司 教 座 教 会 の 第3代 司 教 ベ ロ ヴ ェ ル フBerowelf(在 職768/

?69-800)に 委 ね られ る。そ の後 ，フ ラ ンク王 国 に よ って オ ス ナ ブ リ ックOsna-

br�k， ブ レー メ ンBremen， ミンデ ン， ミュ ンス タM�ster ， パ ー ダボ ル ン，

フ ェ ー アデ ンVerden， ハ ル バ シュ タ トHalberstadt ， ヒル デ スハ イム の各 地

143) LMA， Bd. IX， Sp.74f.に よれば， ヴィ ドゥキ ン ドはヴェス トファー レン

 Westfalenの 出身，他 のザ クセ ン豪族 と一線 を画 し，パ ー ダボル ンの王 国会議

 に も出席せず， キ リス ト教 の洗礼 も受 けず， フ ランク王国 に媚 びて出世 しよ うと

 もせず， カール大帝 の拡張政策 に反抗す る指導者 と して777年 に初 めて その名が

 記録 され る。778年 ， カール大帝 がスペイ ン地域 で苦境 に陥 った とき， 彼 はザク

 セ ンで フラ ンク王 国軍 を撃退 す る。782年 の リッペ クヴェ レンLippequellenの

 会議に も顔を出 さず抵抗運動を組織 再度 フランク王国軍 に勝利を収め，784年

 フ リーゼ ン人Friesenと も同盟す る。 が，785年 カールの反撃 に会 って降伏， 仲

 間 と共 に アテ ィニAttignyで 洗礼 を受 け る。 カール大帝 のザ クセ ン攻 略 は804

 年 まで継続 す るが， ヴィ ドゥキ ン ド降伏後 は大 きな抵抗 は無 か った らしい。 降伏

 後 は彼 は鄭重 に扱 われ ラィヒェナ ゥ僧 院に入 った， ともされ るが，詳細不 明。 そ

 の後，彼 は伝説化 され， ザ クセ ン太公， ザクセ ン国王，更 にオ ッ トー朝 の血筋 の

 者， と もされ る。 それを確定 するには詳細 な分析 が必要。
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に司 教座 が 次 々 と設 置 され，804年 ， フ ラ ンク王 国 は遂 にザ ク セ ンを 併 合 ，

ザ クセ ン布 教 は完 了 す る。

 ヴ ュル ッ ブル ク司教 座 教 会 に委 ね られ て い た ス ラ ヴ人 布教 は， ベ ロ ヴ ェル

フの代 に な って や っ と進 捗 した よ うで あ るが， そ の彼 に パ ー ダ ボル ンの 宣 教

の任 務 も負 わ さ れ た結 果 ， ス ラヴ人 布 教 は ザ クセ ン人 の場 合 の よ うに は進 行

しな か っ た。788年 バ イ エ ル ン太 公 国 が フ ラ ン ク王 国 に 併 合 さ れ ，796年

カ ー ル大 帝 の ア ヴ ァー ル人 征 討 が成 功 す る と， ス ラ ヴ人 宣 教 の役 目 はバ イエ

ル ンに回 って くる。9世 紀 前 半 に は地 域 分 担 が 明 確 化 さ れ， ボ ヘ ミア担 当 は

レー ゲ ンス ブ ル ク司 教 区 ， モ ラ ヴ ィア担 当 はパ ッサ ゥ司 教 区， パ ンノ ー ニ ア

担 当 は ザ ル ツ ブル ク司 教 区 に決 ま る144)。一 方 ， 当 時 の 政 治 状 況 は ど うか，

と い う と， バ イエ ル ンは ル ー トヴ ィ ヒ2世 ドイ ッ人 王(*805?一 †876)が 統 治

して い た。843年 ， ヴ ェル ダ ン条 約 が 締 結 され ， ル ー トヴ ィ ヒ ・ ドイ ッ人 王

の東 フ ラ ン ク王 国 支 配 が最 終 的 に協 定 され る と， 彼 は東 方 政 策 に積 極 的 に取

り組 み ，845年 に14名 の ボ ヘ ミア の諸 侯 が レー ゲ ンス ブル ク を 訪 れ 洗 礼 を

受 け る， とい う政 治 的 ・宗 教 的成 果 を挙 げ は す る もの の， カ ー ロ リン グ朝 時

代 の ス ラヴ人 宣 教 は完 全 な失 敗 に終 る。 しか しオ ッ トー2世 治 下 の975/976

年 に は ボ ヘ ミア及 び モ ラ ヴ ィア に 司 教 座 が ， オ ッ トー3世 治 下 の1000/01

年 に は ポ ー ラ ン ド及 びハ ンガ リー に大 司 教 座 が 設 置 さ れ るに至 って， 東 方 植

民 は一 段 落 す る(ボ ヘ ミァ及 びモラヴ ィアの司教 座 はマイ ンッ大 司教座 に組み込 ま

れ る)。

J.聖 権 と教 界 浄化 ： 次 ぎに ， 当 時 の キ リス ト教 界 が 抱 え 込 ん だ諸 問 題 ，

シモ ニ ア(聖 職売買)と ニ コ ラ ィテ ィ ズ ム(妻 帯 ・蓄妾)に つ いて 述 べ るが ，

144)Egon Boshof， Die Zeit von 798 bis 1046， in：Walter Brandm�ler(hg .)，

  Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte， Bd.1，1， St. Ottilien， EOS-

  Verl.1998. S.124ff.に おいて失敗 に終 る状況が詳述 されて いる。 尚， Boshofは ，

  こ の 当時 を記 録 した信 頼 で き る文 献 数 は少 な く(本 稿 註6の 書Conversio

  Bagoariorum et Carantanorumが その代表格)， 偽作(例 えばGroBe Tradi-

  tion der Passauer Slawenmission in M臧ren及 びEin Schreiben Theot-

  mars)の 存在を指摘 して，注意を促 して いる。
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そ の前 に当 時 の キ リス ト教 界 の会 議 体 にっ い て概 述 して お く。 既 に触 れ た教

会 会 議 で はキ リス ト教 カ トリ ック派 の教 義 を始 あ と して教 会 ・僧 院 を巡 る あ

ら ゆ る 問 題 が 討 議 さ れ る。 教 会 会 議 に は， ロ ー マ 教 皇 が 開 催 す る 公 会 議

Synodeの 他 ， 総 合 教 会 会 議Generalsynode， 全 国 教 会 会 議Nationalsynode
，

大 司教 座 教 会 会 議Provinzialsynode， 司教 座 教 会 会議Di6zesansynode， 国 王

が 開 催 し俗 人 も参 加 す る王 国 教 会 会 議Reichssynode ， 領 域 太 公 が 議 長 を 務

め俗 人 も参 加 す る教 会 会 議Synode等 が あ るが ， フ ラ ン ク国 王 が 開 催 す る王

国 会 議Reichsversammlung， Hoftag等 にお いて も宗 教 問 題 は， 組 織 問題 ・異

教 徒 宣 教 を 含 め て ， 様 々 に討 議 され た。 この時 代 に お い て は， 従 って， 宗 教

問 題 は 優 れ て 政 治 問 題 で あ り， 聖 俗 の 区 別 を 持 た な い 会 議 体 ， 或 い は

Synodeと い う名称 は与 え られ て い な いが 同 趣 旨の 俗 人 主 催 の会 議 体 で 「宗

教 問題 」 が論 じ られ て 当然 で， 逆 に， 聖 権 主 催 の 会 議 体 で 聖 権 が 俗 権 の 問 題

に介 入 す る こと も稀 で は な か った。 既 に見 た よ うに オ ッ トー 朝 で は， 敬 虔 な

カ トリ ック教 徒 で 国 王 の オ ッ トー3世 は， 教 権(=聖 権)を 政 権(=俗 権)に

従 属 させ ， 聖 俗 に亙 る全 キ リス ト教 世 界 に君 臨 しよ うと して い た。 聖 俗 混 淆 ，

こ こ に既 に政権 及 び教 権 が 抱 え た問 題 の大 き さ， 及 び そ の解 決 の難 しさが 垣

間 見 られ よ う。 そ う して 遂 に， 武 力 を 持 た な い聖 権 側 か らす る具 体 的 対 抗 策

は， 聖 俗 の対 決 を鮮 明 に しっ つ， 所 謂 「叙 任 権 闘 争Investiturstreit」 に発 展

す る。

 ここで 「叙任権闘争」に対する筆者の基本的捉え方を述べて置く。 この対

決への従来のアプローチは，教会改：革問題は，聖権 と俗権が争 った叙任権問

題とは関わ りが無 く，前者はキリス ト教界の内部問題 後者は聖 ・俗に関わ

る国家理念の問題 と，二者を峻別 した。 しか し，この二っの問題は密接な

繋がりを持っ， と考えてよい。その理由として挙げられる一っは， もしキリ

ス ト教界そのものが腐敗 しているなら，聖権の発言は巷間の理解を得 られな

いこと，二っとしては，聖権が，教界浄化への努力過程で，その根本原因は

俗権による高位聖職者の叙任にある， と認識 し，更にその認識に巷間の一定

の理解が得 られた場合，俗権による叙任行為そのものが大 きくクローズアッ
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プされて当然で，教界浄化は直線的と言ってよいほどに叙任権問題に密着 し

て来ること，が挙げられる。このことは特に東フランク王国に当てはまる。

と言うのも，東フランク王国においては，所謂 「王国(=帝 国)教 会制度」

の元，教界は王権(=帝 権)に 組み込まれていたか らである。従って，筆者

は，聖職者の倫理改：革並びに叙任権闘争を一体のものと理解 し，これ ら長期

に亙 る変動を 「グレゴリゥス改革Gregorianische Reform」 という概念のも

とに全体的に捉えて，教会改：革問題から叙任権闘争へと接近する。

 ボニファーティゥスは宣教面 ・教会組織面で大 きな成果を挙げたが，彼は

更にキ リス ト教界の内部改革に対 してもエネルギーを注 ぐ。742年 半ば頃，

彼はローマ教皇ツァハ リァス(在 位741-752)に 書面を送り，その中でフラン

ク王国教界の腐敗を大要，以下の如 く批判的に報告する ：「数十年来 この方，

当地で は教会規律が踏 みに じられ，古老の言 によれば もう80年 以上 にも

亙って教会会議は開催されていません。今や大部分の司教座は財産目当ての

俗人や，淫行に耽り暴利を貪る闖入者に委ね られています。助祭にして も，

4・5人 或いはそれ以上の情婦を抱える者が居るかと思えば， 司教にしても，

飲酒，狩猟に明け暮れする者，喧嘩っぱやい者も居ます。そのような者たち

が聖書を民衆に読み聞かせ，恥 じることなく自分は助祭 だ，と言 っていま

す145)」目を覆いた くなる現状を知 ったボニファーティゥスであればこそ，

粗暴な人士の住む土地でのキ リスト教の定着に生涯を賭 けて，その理想を追

求 し得たのであろう。

 教皇 ツァハ リァスは， フランケン，ヘッセン及びティー リンゲンに司教区

が設置され終 わった743年 頃，13名 の支配的 フランケ ン人及 び全ての豪

族 ・民衆 と自由民 ・非自由民に宛て，司牧に関連 して教会規律を遵守するよ

う求める書簡を出す。その中で彼は，教会を建立 した場合，その司祭には司

145)Reinhold Rau(neu bearbeitet)， Briefe des Bonifatius. Willibalds Leben

 des Bonifatius， in：Ausgew臧lte Quellen zur deutschen Geschichte des

 Mittelalters. Freiherr vom Stein-Ged臘htnisausgabe， Bd. IVb， Darmstadt，

 Wissenschaftl. Buchhandlung，1968.5.142ff.
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教 が そ の素 性 ・行 状 を確 認 した者 だ け を採 るよ う， 強 く求 あ る。 そ の理 由 と

して， 合 法 的 な承 認 を得 て い な い司 祭 が私 有 教 会 の建 立 者 に よ り司牧 の た め

に採 用 さ れ て い るが ， 彼 らの多 くは元 非 自 由民 で主 人 の許 か ら逃 げ て来 て虚

言 を弄 す る者 た ちで あ る こと， を挙 げ る。 更 に教 皇 は， 聖 職 者 た る者 ， 狩 猟

に うっ つ を抜 か し賭 博 に耽 る と は何 事 ぞ ， と も述 べ る146)。こ の書 簡 か ら，

当 時 ， 聖 職 者 の任 用 が 如 何 に杜 撰 で あ ったか ， 聖 職 者 の品 性 が 如 何 に劣 等 で

あ ったか ， が ， 読 み 取 れ る。

 916年9月20日 ， シ ュ ヴ ァ ー ベ ン の リー ス 地 方(本 稿98ペ ー ジ参 照)の

ホ ー エ ン ア ル トハ イムHohenaltheimに あ る ヨハ ネ 教 会Johanniskircheで ，

カ ー ロ リ ング朝 フ ラ ン ク王 国 断 絶 後 ， 東 フ ラ ン ク王 国 最 初 の総 合 教 会 会 議

generalis synodusが 開 催 され る147)。 そ の 地 の 司 教 ペ トル スPetrus(生 没年等

は不詳)が 教 皇 使 節 と して 議 長 を 務 あ た ， とさ れ る。 参 加 者 につ いて は明 確

で は な い。 シュ ヴ ァー ベ ン， フ ラ ンケ ン， バ イエ ル ンの 司教 た ち は参 加 した

が， 「総 合 」 と銘 打 った会 議 で あ った もの の東 フ ラ ンク王 国 全 司教 の ほ ぼ半

数 は欠 席 した模 様 。 軍 統 率 力 に も国 王 と して の 権 威 に も欠 け た148)東 フ ラ ン

ク王 国 国 王 コ ンラ ー ト1世Konrad I.(在 位911-918)は 出席 した ら しい， と

の こ と。 議 長 ペ トル ス は先 ず ロ ー マ教 皇 ヨハ ネ ス10世Johannes X.(在 位

914-928)の 教 界 の 悪 弊 是 正 を 求 め る書 簡 を読 み 上 げ る。 こ の書 簡 に基 づ き
，

会 議 は， 教 会 財 産 及 び使 用 人 の 保護 ， 聖 職 売 買 行 為 の禁 止 ， 疑 わ しい司 教 等

の訴 追 ， 十 分 の一 税納 税拒 否者 へ の 破 門示 唆， 司 教 ・聖 職 者 に よ る破 門 者 と

の交 際及 び僧 職 売 買 行 為 に対 す る懲 戒 を決 定 し， 東 フ ラ ンク王 国 擁 護 の た め

の諸 措 置 の具 体 策 と して，1.国 王 の生 命 及 び支 配 権 を狙 って 謀 反 を 起 こす

者 は永 久 に破 門 され る こ と，2.国 王 に対 して為 した誓 約 に背 く者 は厳 し く

処 断 され る こ と，3.上 記 の罪 を犯 し本 教 会 会 議 に参 加 を求 め られ た に も拘

146)W.St�mer， Fr�es Christentum， S.87f.

147)Ebd.， S。140及 びMGH， Concilia Tom.VI， Pars I， Hannover ，1987， S.1-40.

148) 渡 部 治 雄 ， フ ラ ン ク 時 代 ，in： 成 瀬 治 ・他 編 ， 世 界 歴 史 大 系 ・ ドイ ッ 史1一

 先 史 ～1648年 ， 山 川 出 版 社 ，1997年 ，101ペ ー ジ 。



                 グ レゴ リゥス改革 とバ イエル ンC前 編) 121

らず 欠 席 した シュ ヴ ァー ベ ンの エ ル ヒ ァ ンガ ー伯 ， ベ ル トル ド伯 ， ブル ヒ ァ

ル ドBurchard(後 の シュヴァーベ ン太公 ブル ヒァル ド2世 ， 在位917-926)， 豪 族

ア ル ノル ドArnold(世 没 年等 は不詳)は 管 轄 司 教 の許 に 出頭 して 釈 明 し この

会 議 が 決 定 した罪 を償 う こ と， そ れ を拒 否 した場 合 は教 皇 の指 示 に よ り破 門

に処 す こ と，4.バ イエ ル ンの アル ヌル フ(=ア ルヌルフ悪玉公， コンラー ト1

世の義子)と そ の弟 ベ ル トル ド及 び そ の一 派 は916年10月9日 レー ゲ ン ス ブ

ル クで 開 催 され る教 会 会 議 に 出 席 し贖 罪 す る こ と(こ の教会会議 は開催 されな

か った模様149))，を 決 定 し た。 当 時 ， ア ル ヌ ル フ悪 玉 公 は コ ン ラー ト1世 の

攻 撃 を 受 けハ ンガ リー人 の許 に逃 げ込 ん で い た以 上 ， ア ル ヌル フ悪 玉 公 に つ

いて これ ら決 定 の 実 効 性 が 乏 しか った 。 しか しア ル ヌ ル フ悪 玉 公 の叔 父 で コ

ンラ ー ト1世 の義 兄 弟 で もあ る エル ヒ ァ ンガ ー伯 とベ ル トル ド伯 は917年1

月21日 コ ン ラ ー ト1世 の恣 意 に よ り処 刑 され て し ま う。 二 人 の伯 は総 合 教

会 会議 当 時， 既 に拘 束 され て い た の で あ ろ う。 この よ うな事 態 の流 れ を考 慮

す れ ば， これ ら一 連 の決 定 の 狙 い は， 教 権 側 が ， 教 界 浄 化 を謳 いっ っ ， 反 逆

者 断罪 の教 会 法 上 の根 拠 を俗 権 に対 して与 え る こ と に よ って 問 題 解 決 の 主 導

権 を握 り， 併 せ て俗 界及 び聖 界 の混 迷 を 収拾 し政 権 を リー ドしっ つ ， 教 権 の

優 位 を世 に 明示 す る こ とに あ った， と言 え よ う。(以 下，次号)

 本 稿 は ミ ュ ン ヒ ェ ン大 学 教 授 ・バ イ エ ル ン史 研 究 所 所 長Prof. Dr. Walter Ziegler

氏 の ご好 意 と同 研 究 所 の便 宜 提 供 を受 け て成 った もの で あ る。 特 記 して感 謝 の 意 を

表 した い。 ま た グ レゴ リ ゥス改 革 に つ い て筆 者 に助 言 を下 さ った ミュ ン ヒ ェ ン大 学 名

誉 教 授Prof. em. Dr. Wilhelm St6rmer氏 ， 及 び エ ァ ラ ンゲ ン大 学 文学 部 助 手Dr.

Andreas Otto Weber氏 の 両 氏 に も厚 く御 礼 申 し上 げ る。

     2001年6月4日     ミュ ン ヒェ ンに て      筆 者

149) MGH， Concilia Tom.VI， Pars I， Hannover，1987，5.2.
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         バ イ エ ル ン の 統 治 者

Max Spindler(hg.)， Handbuch der bayerischen Geschichte，

M�chen， Beck，1981. Bd.1，5.668.

ア ギ ロ ル フ ィ ン グ 家

 ?一748  0d；lo

748-788 Tassilo皿.

最後の二人の公

カ ー ロ リ ン グ 系 代 官

788-799  Gerold I.

799-818 Audulf

 ?一861 Ernst I.

 ?一895 Engildeo II.

ル ー イ トポ ル ド家(本 稿132ペ ージ参照)

 歴 代 の 公(1070年 迄)

995-1004 Heinrich N.(=Ks. Heinrich II.der Heilige)

1004-1009Heinrich V.von L�zelburg

1009-1018Heinrich N.

1018-1026 Heinrich V.von L�zelburg

1026-1027 Konrad (=Kg. Konrad II.)

1027-1042 Heinrich「VI.(=Ks. Hcinrich皿)

1042-1047 Heinrich VIL von L�zelburg
1047-1049

1049-1053

1053-1054

1054-1055

1055-1061

1061-1070

Heinrich Vl.

Konrad 1.von Z�phen

Heinrich皿.(=Ks. Heinrich N)

Konrad ll.

Agnes， Gem。 Ks. Hcinrichs皿.

Otto von Nordheim

B.=司 教 Gf.=・伯 Gem.=妻 Hg._公 Kg.=王 Ks.=皇 帝

Mgf._辺 境伯 nach=以 後 Pfgf.二宮廷伯 Schw.二 姉妹 T.=娘

。。=婚 姻 †=没 年
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